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平成２７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（平成２７年９月１日 火曜日） 

午前１０時 開議 
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      議案第 ５号 平成２６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につい 
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             て 

      議案第 ９号 平成２６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１０号 平成２６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１１号 平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１２号 平成２６年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１３号 平成２６年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第１４号 平成２６年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び決算認定につい 

             て 

      議案第１５号 平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 



 

－ 2 － 

      議案第１６号 平成２７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

      議案第１７号 平成２７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

             て 

      議案第１８号 平成２７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第１９号 宿毛市行政手続条例の制定について 

      議案第２０号 議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例につい 

             て 

      議案第２１号 宿毛市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

      議案第２２号 宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につい 

             て 

      議案第２３号 宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

      議案第２４号 土佐清水市との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する 

             ことについて 

      議案第２５号 大月町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更すること 

             について 

      議案第２６号 三原村との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更すること 

             について 

      議案第２７号 黒潮町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更すること 

             について 

      議案第２８号 幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更について  

             （追認） 

      議案第２９号 幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産 

             処分について（追認） 

      議案第３０号 幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡多広 

             域市町村圏事務組合規約の一部変更に伴う財産処分について 

             （追認） 

      議案第３１号 幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡多広 

             域市町村圏事務組合規約の一部変更について 

      議案第３２号 幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡多広 

             域市町村圏事務組合規約の一部変更に伴う財産処分について 

      議案第３３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第３３号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 
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６ 出席要求による出席者 
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   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
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   保健介護課長  和 田 克 哉 君 
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   センター所長 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（岡﨑利久君） これより平成２７年第

３回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において山本 英君及び髙倉真弓

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（宮本有二君） 議会運営委

員長。おはようございます。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

８月２８日、議会運営委員会を開きまして、今

期定例会に提案予定の案件等を勘案の上、慎重

に審査した結果、本日から９月１６日までの１

６日間とすることに、全会一致をもって決定を

いたしました。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（岡﨑利久君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から９月１６日までの１６日間といたした

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から９月

１６日までの１６日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 本日までに、請願１件、陳情１件を受理いた

しました。 

 よって、お手元に配付してあります請願文書

表及び陳情文書表のとおり、所管の常任委員会

に付託いたします。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を本日午後５時と定めますので、

質問者は期間内にその要旨を文書で通告してく

ださい。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。 

 本日は、平成２７年第３回宿毛市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様におか

れましては、大変お忙しい中、御参集いただき

まして、まことにありがとうございます。厚く

お礼を申し上げます。 

 それでは、報告事項につきまして、御説明申

し上げます。 

 報告第１号及び報告第２号は、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判

断比率及び資金不足比率についての報告でござ

います。 

 この報告は、財政健全化法第３条第１項及び、

同法第２２条第１項により、財政の悪化状況を

見きわめる四つの健全化判断比率及び公営企業

の資金不足比率を明らかにし、監査委員の意見

を添えて、議会に報告することが義務づけられ

ているものです。 

 お手元の報告書にありますように、健全化判

断比率のうち、例年どおり、実質赤字比率及び

連結実質赤字比率につきましては、赤字になっ

ておりませんので、数値は出ておりません。 

 また、実質公債費比率は、昨年度１７．２％

より０．２％減少し、１７％で、早期健全化基

準の２５％を下回っています。 
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 将来負担比率につきましては、昨年度１０９．

２％より、４．３％増加し、１１３．５％で、

早期健全化基準の３５０％を下回っています。 

 次に、公営企業の資金不足比率につきまして

は、水道事業会計、定期船事業特別会計、下水

道事業特別会計、国民宿舎運営事業特別会計、

土地区画整理事業特別会計の５会計とも、資金

不足はありませんので、数値は出ておりません。 

 このように、おおむね堅調な状況ではありま

すが、本市は、南海地震対策等、大規模な事業

が、今後も控えておりますので、健全化判断比

率等に留意しつつ、事業の優先順位等を考慮し

ながら、引き続き、効率的で効果的な行財政運

営を推進していく所存であります。 

 議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層の御支援、御協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、報告事項の説明といたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第３３号ま

で」の３３議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 御提案申し上げました

議案につきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 議案第１号は、「教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて」でございます。 

 現教育委員会委員の増田全英氏が、本年１１

月２１日をもって任期満了となりますが、引き

続き委員として任命いたしたく、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により、議会の同意を求めるものです。 

 議案第２号から議案第１４号までの１３議案

は、平成２６年度宿毛市一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計の決算認定をお願いする

ものです。 

 各会計の決算書とともに、監査委員の審査意

見書を添えて提出していますので、説明は省略

させていただきます。 

 議案第１５号は、「平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算」についてでございます。 

 総額で、１億８，０３３万４，０００円を増

額しようとするものです。 

 歳入で増額する主なものは、地方交付税、２

億２，４４６万円、国庫支出金、４，１３２万

７，０００円、県支出金、６２９万９，０００

円、繰越金、８，７７２万円、市債、１億２２

６万円となっており、また、減額する主なもの

は、繰入金、２億８，２３９万１，０００円と

なっております。 

 歳出で増額する主なものは、総務費では、臨

時職員雇用保険料ほか、４０８万８，０００円、

財政調整基金積立金、２，７４０万３，０００

円。 

 民生費では、子育て世帯支援事業費扶助、４

６５万円。 

 商工費では、地方創生先行型上乗せ交付金事

業として、幡多広域観光協議会運営事業費負担

金、１，３１３万１，０００円。 

 土木費では、市道田ノ浦小学校前線の維持工

事費、６００万円。 

 教育費では、橋上小学校体育館の耐震補強工

事費、３，６６４万４，０００円。沖の島小学

校体育館の耐震補強工事費、４，３１５万２，

０００円。松田川小学校校舎の改修工事費、５

６８万８，０００円。平田小学校体育館の防水

改修工事費、４９９万７，０００円。地方創生

先行型上乗せ交付金事業として、レスリングマ

ット購入費、１，０３２万８，０００円、など

を計上しています。 

 議案第１６号から議案第１８号までは、平成

２７年度各特別会計補正予算でございます。 
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 議案第１６号の「平成２７年度宿毛市国民健

康保険事業特別会計補正予算」では、昨年度受

け入れをしておりました療養給付費等負担金の

返還金として、４，８７２万３，０００円を計

上しております。 

 議案第１７号の「平成２７年度宿毛市特別養

護老人ホーム特別会計補正予算」では、現在使

用している介護備品が使用できなくなったこと

に伴い、備品購入費として、２１万円を計上し

ております。 

 議案第１８号の「平成２７年度宿毛市介護保

険事業特別会計補正予算」では、介護保険事業

計画の報告等を追加で行う必要等が生じたため、

介護保険事業計画策定委員会の委員報償費等を

計上しております。 

 議案第１９号は、「宿毛市行政手続条例の制

定について」でございます。 

 内容につきましては、行政手続法の一部を改

正する法律が、平成２７年４月１日に施行され、

法令に違反する事実の是正のための処分または

行政指導を求めることができる手続や、行政指

導の中止等を求めることができる手続が新設さ

れたことに伴い、これまでの規則を廃止し、条

例として制定しようとするものです。 

 議案第２０号は、「議会の議決すべき事件に

関する条例の一部を改正する条例について」で

ございます。 

 内容につきましては、これまで策定した振興

計画の基本部分である基本構想は、地方自治法

第２条第４項の規定により、議会の議決を経て

定めておりましたが、平成２３年５月２日に、

地方自治法の一部を改正する法律が公布され、

基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及

び議会の議決を経るかどうかは、市が独自で判

断することになったため、引き続き議会の議決

を経て策定するよう、本条例の一部を改正しよ

うとするものです。 

 議案第２１号は、「宿毛市個人情報保護条例

の一部を改正する条例について」でございます。 

 内容につきましては、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律、通称、マイナンバー法の施行に伴い、特

定個人情報の取扱規定を追加する必要が生じた

ため、本条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 議案第２２号は、「宿毛市職員の退職手当に

関する条例の一部を改正する条例について」で

ございます。 

 内容につきましては、平成２６年人事院勧告

により、国家公務員退職手当法の一部を改正す

る法律が、平成２６年１１月１９日に公布され

たため、職員の退職手当の調整額を改定するた

め、本条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第２３号は、「宿毛市手数料徴収条例の

一部を改正する条例について」でございます。 

 内容につきましては、本年１０月からマイナ

ンバーの通知カードや個人番号カードが送付さ

れることに伴い、カードの再発行手数料を徴収

する規定を新たに設けるものです。 

 また、戸籍の一部事項証明書及び除かれた戸

籍の一部事項証明書について、地方公共団体の

手数料の標準に関する政令に基づき、交付手数

料を改定するため、本条例の一部を改正しよう

とするものです。 

 議案第２４号から議案第２７号までの４議案

は、定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更することについてでございます。 

 内容につきましては、平成２２年度から平成

２６年度までの５カ年計画として、宿毛市及び

四万十市が土佐清水市、大月町、三原村、黒潮

町と、定住自立圏の形成に関する協定書を締結

して、医療、産業振興、広域観光、教育・文化、

公共交通等の分野での取り組みを実施してきま

したが、引き続き、平成２７年度から５カ年の
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取り組みについて、協定の内容を一部変更しよ

うとするものです。 

 議案第２８号から議案第３０号までの３議案

は、幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する

事務の変更、規約の一部変更及び財産処分につ

いて、追認を求めるものでございます。 

 地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条

の規定により、一部事務組合の共同する事務や、

規約の変更及び財産処分については、議会の議

決を経なければならないことになっております。 

 去る２月に、幡多広域市町村圏事務組合が過

去に譲渡した組合立の施設について、議会議決

を経ずに譲渡していることが判明いたしました。 

 今回の事務処理の遺漏事件につきまして、市

民の皆様を初め、議員の皆様方に、心より謝罪

申し上げます。 

 内容につきましては、議案第２８号では、幡

多広域市町村圏事務組合の共同処理する、特別

養護老人ホームの設置及び維持管理並びに運営

する事務について、過去に譲渡した千寿園、大

月荘、かわせみの３施設について、事務の廃止

をするものです。 

 議案第２９号は、３施設の事務の廃止に伴い、

財産処分をするものです。 

 議案第３０号は、幡多広域市町村圏事務組合

が過去に無償譲渡した太陽の家、幡多郷土資料

館、幡多公設地方卸売市場の３施設について、

共同処理する事務の変更及び規約の変更に伴い、

財産処分をするものです。 

 以上３件につきまして、地方自治法第２９０

条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第３１号及び議案第３２号は、幡多広域

市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更、

規約の一部変更及び規約の一部変更に伴う財産

処分についてでございます。 

 内容につきましては、土佐清水市より、幡多

広域市町村圏事務組合立「しおさい」を、市立

特別養護老人ホームとして運営するために、施

設の無償譲渡の申請がなされ、組合として施設

の無償譲渡を認めることとしましたので、共同

処理する事務の変更、規約の一部変更及び規約

の一部変更に伴う財産処分について、地方自治

法第２９０条の規定により、議会の議決を求め

るものです。 

 議案第３３号は、「辺地に係る公共的施設の

総合整備計画の策定について」でございます。 

 内容につきましては、沖の島辺地の診療施設

に医療機器の整備をするに当たり、辺地対策事

業債の申請のため、本計画を策定する必要があ

りますので、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律、第

３条第１項の規定により、議会の議決を求める

ものです。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

す。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（岡﨑利久君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、９月２日から９月４日ま

で休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月２日から９月４日まで休会する

ことに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月２日から９月６日までの５日間休会し、

９月７日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２３分 散会 
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請 願 文 書 表 

                           平成２７年第３回定例会 

受理番号 受理年月日 件       名 提 出 者       紹介議員 付託委員会 

第１号 
平成 

27. 8.31 

伊方原発の再稼働を行わな

いことを求める意見書の提

出について 

ＮＰＯ団体子どもと

未来－四万十町－ 

代表 川下 徳之 

山岡 力 総務文教 

 

    上記のとおり付託いたします。 

     平成２７年９月１日 

                     宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 
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陳 情 文 書 表 

                           平成２７年第３回定例会 

受理番号 受理年月日 件       名 提 出 者       付託委員会 

第 ５ 号 
平成 

27. 8.31 

愛媛県知事に伊方原発の再稼働問

題の「公開討論会」開催を求める

意見書の提出について 

伊方原発をとめる会

事務局長 

 草薙 順一 

総務文教 

 

    上記のとおり付託いたします。 

     平成２７年９月１日 

                     宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 
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平成２７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１ 議事日程 

    第７日（平成２７年９月７日 月曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 

   ３番 原 田 秀 明 君     ４番 山 岡   力 君 

   ５番 山 本   英 君     ６番 髙 倉 真 弓 君 

   ７番 山 上 庄 一 君     ８番 山 戸   寛 君 

   ９番 岡 﨑 利 久 君    １０番 野々下 昌 文 君 

  １１番 松 浦 英 夫 君    １２番 寺 田 公 一 君 

  １３番 宮 本 有 二 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
沢 田 美 保 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 
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   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
山 下 哲 郎 君 

   保健介護課長  和 田 克 哉 君 

   環 境 課 長  児 島 厚 臣 君 

   人権推進課長  滝 本   節 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  中 町 真 二 君 

   福祉事務所長  佐 藤 恵 介 君 

   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
杉 本 裕二郎 君 

   千 寿 園 長  山 岡 敏 樹 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） おはようございます。

１１番、松浦でございます。 

 それでは、通告に従いまして、市長に対して

一般質問を行います。 

 まず、最初の質問については、空き家対策に

ついてお伺いをいたします。 

 この問題についても、この議会で何度か議論

をされていることは承知をいたしておりますが、

通告しておりますので、よろしくお願いします。 

 ６月議会では、川村議員が、空き家の利活用

を中心に質問をされております。また、先日開

催をされました地区長連合会との市政懇談会の

中でも、宿毛市の空き家対策について、強い要

望がなされておりますことは御案内のとおりで

あります。 

 そこで、この問題に取り組む上において、宿

毛市としての庁内体制を確立しなければならな

いと考えます。特に、南海トラフ大地震対策を

考えた場合に、避難道として指定をされた通路

に面したところに、倒壊をするおそれのある老

朽化した空き家がある場合等考えた場合、避難

する上で、大変危険であり、早急に対策をしな

ければならない課題でもあります。 

 この空き家問題にかかわる所管の部署は、危

機管理課、環境課、都市建設課、企画課等、各

課を横断をしておるのが、宿毛市の今の実態で

あります。 

 そこで、この空き家問題を解決していく上で

の庁内体制はどのようになっているのか、まず

市長にお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。 

 １１番、松浦議員の一般質問にお答えをいた

します。 

 まず、空き家対策についてでございますけれ

ども、御質問議員言われますように、本対策に

おいては、危険家屋の除去や、優良家屋の有効

利活用、敷地内の廃棄物、雑草の管理といった

さまざまな観点があり、担当課も多岐にわたり

ます。このため、宿毛市では、環境課を窓口と

して、相談内容などを受け付け、関係各課と連

携をし、その都度、問題解決に向け、対応をし

ております。 

 また、今年度から空き家に関する相談内容や、

対応状況などをデータ化し、関係各課で情報の

共有を図り、連携を強化しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 環境課を窓口として、

そのデータベース化を図るということですけれ

ども、そのデータについて、資料について、お

伺いをいたします。 

 空き家対策を行う上においては、宿毛市とし

ても、市内における空き家の実態を調査し、把

握をする必要があるのではないかと思います。

そういうことをデータベース化していくという

ことだろうと思いますので、しかし、６月議会

の中で答弁されましたように、宿毛市独自とし

ての調査は、今日まで行われておりません。 

 ６月議会における答弁の中で、高知県土木部

が平成２４年度に行った宿毛市の都市計画区域

内の住宅地図をもとにした調査では、１，０６

７戸、総務省が平成２５年度に実施した住宅土

地統計調査の推計では、専用住宅で２，２７０

戸、店舗等併用住宅で１２０戸と、いずれも統

計調査による、推計された数値であるとの答弁

があります。 
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 そして、その数値を見てわかるように、県の

調査、国の調査で、１，３００戸の差があるわ

けでございます。 

 今、市長が答弁されましたように、調査する

ことで、早急に対策をしなければならない、危

険な家屋の実態を把握することができるのであ

ります。 

 また、緊急に対応しなければならない物件に

ついては、最優先で対応しなければなりません。

そしてまた、一方、中には、これも答弁にあり

ましたように、利活用できる、有効利用できる

物件等についても、把握することができるので

あります。 

 そこで、宿毛市独自の調査が絶対必要じゃな

いかというふうに考えますが、市長の所見をお

伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 これまでは、先に答弁しましたとおり、空き

家等に関する苦情や相談があった場合に、その

問題解決に向け、個別の対応をとっております

が、ことし５月に空き家等対策の推進に関する

特別措置法が全面施行され、空き家の所有者や、

市町村の責務などが、法律によって規定されま

した。 

 この法律の基本指針では、まず市町村は実施

体制を整備し、空き家等を実態把握し、空き家

等対策計画を策定。その計画に基づいて、諸施

策を実施していくことが示されました。 

 このため、宿毛市としましても、市内全域の

空き家調査を実施し、実態把握に努めるととも

に、倒壊などの危険性や、利活用の可能性を検

証、データベース化し、総合的な対策として、

計画を策定する必要があります。 

 今後は、人員、予算面などの実施体制を早急

に整え、全庁を挙げた総合対策として、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 実施調査をするとい

うことですけれども、庁内体制、財政的なもの

があるわけですけれども、いつごろをめどに取

り組もうとしているのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 法律が施行されたわけでございますので、こ

れを受けまして、できるだけ早く、先ほどもお

答えしましたけれども、早急にその体制を整え、

実施をしていきたい、このように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） それでは、また次の

点ですけれども、空き家対策を推進するに当た

り、先ほど言いました、市政懇の中で、地区長

さんに対してとか、地域の方々に協力要請をい

たしておりますが、その前に、まず行政として、

率先して取り組む必要があるのではないかとい

うふうに考えます。 

 そこで、宿毛市が、今現在、管理をしている

施設、空き家となっている施設等について、そ

の実態について、把握をしているのかどうか、

お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 宿毛市が管理している施設のうち、地区等か

ら撤去の要望をいただいている施設は、何件か

はありますが、その施設の状況については、担

当職員がその都度、現地に行く中で、確認をし

ております。 

 施設を撤去するとなれば、建物の規模や構造

等に応じて、予算措置が必要となりますので、

補助金等の財源措置が見込めない取り壊しにつ

いては、処分できる箇所から、順次、処分を行
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っているところです。 

 全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課

題となってきたことから、国において、平成２

６年４月に、公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進についての通知がなされ、各自治体

へ公共施設等総合管理計画の策定が要請された

ところです。 

 宿毛市におきましても、来年度には、管理計

画を策定する予定としており、この計画に基づ

く公共施設の取り壊しには、起債が充当できる

こととなっておりますので、空き家だけでなく、

今後の公共施設の管理については、この計画に

より、統廃合や長寿命化などの対応を行ってい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 各地区から要請があ

った場合には、それぞれ担当の職員が行って対

応している。そういう答弁でありますけれども、

それぞれの地区から出された部分を、一つのデ

ータとして把握してないみたいな答弁でありま

すが、そこらあたり、どこそこにどういう部分

があるというふうに、職員が行って対応してき

たという部分は、データとして残ってないのか

どうか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 最初に御答弁いたしましたように、そういう

各地域からの要望があれば、その都度、関係す

る所管のところが出向いて行って、そのことに

関しての対応を話し合ってきたということでご

ざいまして、データベース化という形のものは、

データとしては、残っている部分はありますけ

れども、共通して、先ほど申しましたように、

各課から閲覧できるとか、対応できるとかいう、

一目にわかるというデータベース化は、今まで

はしていなかったと。 

 しかし、今後は、このことについて、きちん

と管理計画に基づいてしていくということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） それでは、１点、具

体的な部分で質問させてもらいます。 

 私も、盆の行事で鵜来島のほうに行って、島

民と交流をしてまいりました。 

 その中で、鵜来島の港に着いて、正面にある、

以前にも漁協とかで、宿毛市の連絡所いいます

か、そういう部分の建物があったわけですけれ

ども、住民から、大変叱られました。 

 何年も前から要望しておるのにかかわらず、

今は、屋根がわらに、網ですか、かわらが飛ば

ないように網をかけて、建物そのものも、大変

老朽化しておるというので、撤去を要請されて

おりますけれども、依然として現存のままであ

ります。 

 御案内のとおり、市長も市政懇で鵜来島へ行

ったと思いますけれども、あそこの、ほんのわ

ずかな広場ですけれども、日和の日には、天気

のいい日は、住民が集まって、井戸端会議なり、

いろいろ近況の話をしたりということで、住民

が集まってくる場所でございます。 

 そういう面で、この件の建物について、早急

に撤去していただきたい、問題が出ておると思

いますけれども、それについての対応、どうな

っているのかお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 先ほどもお答えしまし

たけれども、今までには、予算的な形のものが、

独自の市の予算で組まなければいけないという、

非常に厳しい、予算的な制限がございましたけ

れども、今後は、そういう施策に基づいて、法

律に基づいて、対応していくという形になりま

す。 
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 その点につきまして、この鵜来島の旧連絡所

は、地区からの要望をいただいておりまして、

地区懇のときに網をかぶせたという経緯がござ

います。 

 今後、このことについての、予算的な方向に

ついても、今、検討をしようとしておりますの

で、そのことについて、総務課長のほうからお

答えをさせますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、松浦議

員の再質問にお答えします。 

 鵜来島の旧連絡所について、地域のほうから、

危険な状況であるということで、地区長さんを

通じて、相談をいただいております。 

 なかなか、直ちに取り壊しということができ

ないもので、せんだって、職員が鵜来島のほう

にまいりまして、屋根のかわらだとか飛ばない

ように、ネットをかぶせて応急対応をさせてい

ただいているところです。 

 取り壊しについては、来年度の当初予算に予

算化を予定をしておりますので、どうぞよろし

くお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 来年度の予算編成の

中に組み入れたいということでございます。来

年度というと、市長交代をした後でございます。 

 この問題については、島民から言われるのは、

本当にお年寄りが多くて、そういう面で、運動

能力も非常に劣るわけで、何かあったときの対

応というのは、本当に重大な部分が考えられる

わけであります。まさに、命にかかわる問題で

あるというふうに、私は認識をいたしておりま

す。 

 そういう意味で、先ほど答弁ありましたよう

に、起債も組めるということであるなら、来年

といわず、早速予算編成にかかって、１２月議

会に、この撤去予算について提案をする、そう

いうことは考えられないのか、再度、お伺いい

たします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 昨年の４月に、国のほうから通知が出されま

して、各自治体へ公共施設等総合管理計画、こ

の策定が要請をされておりまして、まだこの計

画が策定されておりませんので、今年度中には、

非常に厳しいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 昨年、そういう計画

作成が要請されて、今日までその計画ができて

ないというお話でございました。やはりそうい

った面を見ると、この空き家問題に取り組む姿

勢がうかがえるかなという思いがいたします。 

 ぜひ、計画と言わず、そういう面で、先ほど

も、くどくいいますけれども、島民の命にかか

る部分であろうと思いますので、この問題につ

いて、市長の決断を要請をしておきたいという

ふうに思います。 

 残りあと３カ月であるわけですけれども、最

後の花を咲かすと、島民の命を守るという部分

で、全力で取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

 この問題はそういうことで、強く要請をして、

次の質問に移りたいと思います。 

 次は、宿毛湾への海上自衛隊基地の誘致活動

について、何点かお伺いをいたします。 

 この問題についても、これまでも何回となく、

議会でも議論をされてまいりました。そこで、

まず１点、去る７月３日の高知新聞で報道され

ました「元防衛大臣 宿毛湾を視察 地元市長、

議長同行」との記事をもとにしてお伺いをいた

しますが、森本元防衛大臣は、この記事の中で、

宿毛市への訪問の理由として、以前にも宿毛市
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へ来たことがあるので、単に遊びに来ただけで

ある。センチメンタルジャーニーですよと報じ

られておりますが、その記事の中で、市職員の

運転する車２台で、宿毛湾港や丸島を視察した

と、報道されています。 

 この記事について、私のところにも、市民か

ら、大変疑義を感じるとのお話のお電話をいた

だきました。しかも、その新聞記事を見ると、

宿毛湾港の基地化について、積極的に取り組ん

でいる中西前県会議員と、田村 章商工会議所

会頭が、森本元防衛大臣と並んでいる写真を見

ると、到底、森本元防衛大臣は、単に遊びに来

たとは考えられません。 

 皆さん、御案内のとおり、森本氏は日本を代

表する安全保障のスペシャリストであります。

以前にも、雑誌の中で、日本の防衛を考えた場

合、宿毛湾は大変重要な場所であると話され、

非常に強い関心を寄せておるところでございま

す。 

 そこで、まず、市職員は、公務中であったの

かどうか、お伺いします。そして、職員が運転

した車２台は、公用車なのかどうか、お伺いい

たします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 森本元防衛大臣が宿毛市を訪問した際に、対

応した職員は、公務の対応であったのか。また、

公用車での対応であったのかとの質問でござい

ます。 

 当日は、市職員２名が公務で対応しており、

公用車２台で関係者を輸送しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 今、市長の答弁で、

２名の職員が公務として、そしてまた２台の公

用車を使って、行動をともにしたということで

あります。 

 そういうことを考えると、宿毛市が森本元防

衛大臣を公式に招待したものであると、私は思

っております。 

 今回、森本氏を招待した目的は何であるのか。

市民に対して、その理由を詳しく説明をすべき

ではないかと思います。 

 市長は常々、市民に対して、説明責任を果た

すと言われております。この問題については、

市民にとって、大変大きな課題でもあります。

非常に関心がある事案でもあります。 

 市長、このことについて、市長の所見をお伺

いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 森本元防衛大臣を宿毛市に招待した目的は何

かとの質問ですけれども、森本元防衛大臣が本

市を訪れたことにつきましては、宿毛市が公式

に招待をしたものではありません。 

 本市が森本元防衛大臣を宿毛湾港へ御案内し

た経過につきましては、森本元防衛大臣が、幡

多地域へ来られるとの情報をいただきましたの

で、滞在中の空き時間をいただき、宿毛湾港等

の利活用について、御意見をいただきたいとの

思いから、森本元防衛大臣に要請をし、了解を

いただいたものであります。 

 本市といたしましては、これまでも防衛省を

初め、各方面に対し、宿毛湾港の有効活用につ

いて、要望等を行っており、森本元防衛大臣に

つきましても、同様の趣旨で、宿毛湾港を視察

していただき、意見交換を行ったものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 公式に招待したもの

ではなく、あるところからの情報をもとにして、

行ったということでございます。 

 今の市長の答弁を聞いて、市民は納得できる
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話ではない。何かあると考えても仕方のない、

この日の行動ではなかったかなという思いがす

るわけでございます。 

 宿毛市の公用車でまた、大月町のほうに行っ

て、白浜も調査をしたという、この一連の動き

から見ると、なおさらそういう疑念を持たざる

を得ない、この行動であったと思いますが、公

用車でわざわざ大月へ行って、また白浜の調査

にも同行した、その理由についてお伺いいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛湾港の利活用について、御意見等をいた

だくために、幡多地域へ来られた森本元防衛大

臣の、滞在中に時間をいただき、視察を行った

ものでありまして、宿毛市側の宿毛湾港、新港

岸壁や丸島だけでなく、港湾計画上で開発が位

置づけられております大月町側の白浜も含めて、

視察をしていただいたほうが望ましいと考え、

大月町長に対して連絡し、一緒に白浜を視察し

たものであります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） いろいろと市長答弁

されておりますけれども、私自身、この一連の

動きを見ると、宿毛市が宿毛湾を自衛隊の基地

化に特化しての行動である、そういうふうにと

らさせていただきました。 

 御案内のとおり、宿毛湾新港は、防衛省の予

算で建設されておるのではなく、国土交通省が、

産業のおくれていた西南地域の振興を目的に、

建設をされたものであります。 

 よって、宿毛湾港の利活用を図るとの考えな

らば、こうした問題に熟知した方、例えば、港

湾を活用しての流通の専門家等を招待して、活

用方法について調査研究をすべきではないかと

思いますが、この点について、市長はどういう

ふうに考えておりますか、よろしくお願いしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 重要港湾宿毛湾港の利活用につきましては、

背後地への企業誘致や、大型クルーズ客船の寄

港促進等について、高知県と連携を図る中で、

関係する企業等へ要望活動を行っております。 

 しかしながら、背後地への新たな企業進出は

なかなか進まず、また大型クルーズ客船につき

ましても、多い年でも年間４から５隻程度の入

港となっているのが現状です。 

 このような中、土佐沖のリマ海域での訓練に

参加する、海上自衛艦の寄港を促進することに

よって、自衛隊員の休息や、地域経済への波及

効果が見込まれることから、これまでも防衛省

等への要望活動を行ってきたところであります。 

 このたびの森本元防衛大臣に対する対応につ

きましても、自衛艦入港に伴う効果をさらに拡

大するため、自衛艦等への水や燃油、食料等の

供給も含めた、宿毛湾港の利活用の方策につい

て、意見等を聴取するために行ったものであり

ます。 

 今後においても、宿毛湾港背後地の工業流通

団地等への企業誘致や、クルーズ客船、会社等

へのポートセールスについて、積極的に取り組

むことはもとより、海上自衛艦の寄港促進も含

め、港の利活用について、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 鋭意努力するという

部分ですけれども、私の問うた、この港湾を活

用しての流通の専門家を招いての勉強会といい

ますか、調査研究、この点については、答弁が

なかったように思いますが、答弁お願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 
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○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今回は、このような形での流通関係者の意見

交換はやっておりませんけれども、今後も、ま

た以前もそうでしたけれども、企業誘致等につ

いては、県と連携する中で、働きかけを、ずっ

と継続して進めてございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） なかなかすっきりし

た答弁がないようでございます。 

 １点、私の聞くところによると、森本元防衛

大臣を、高知空港まで職員が迎えに行ったとい

うお話をお聞きしますが、それが事実であるの

かどうか、お伺いいたします。 

 そして、森本元大臣を高知空港まで迎えに行

ったのは、その場合にも公用車であろうと思い

ますが、いかなる理由で森本元大臣を高知空港

まで、職員が公用車で迎えに行ったのか、答弁

を願います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 市職員が森本元防衛大臣を高知空港まで迎え

に行ったのかとの質問でございますが、空港ま

で迎えに行ったことは事実であります。 

 なお、職員が高知空港まで迎えに行った理由

は、森本元防衛大臣が高知空港から高知駅を経

由して、幡多地域へ来られる計画でありました

が、高知駅で２時間程度の待ち合わせ時間があ

るため、その時間を宿毛市での視察に充ててい

ただくために、空港まで迎えに行ったものであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） この問題については、

ニュースソースの問題も含めて、この議会でも

後ほど質問されるという方もおるようでござい

ますので、そこに譲っておきたいと思いますが、 

最後に、市長として、そういう港湾の利活用、

商業的な部分を含めての港湾の利活用という部

分は、真剣に考えておるということですけれど

も、基地化については、市長はどういう考えで

すかね、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 私は、以前からもお答えはさせていただいて

おります。自衛隊の艦の寄港、このことについ

ては、積極的に働きかけをしていきたい。 

 今後の防災対応も含めまして、非常に大きな、

自衛艦の寄港というのは、根拠地と申しますか、

燃油や食料の供給等も含めて、宿毛市の経済に

大きな波及効果をもたらす、このような認識で、

その取り組みは進めておりますけれども、ここ

における基地化というのは、さまざまな概念も

あろうかと思いますけれども、私としては、現

段階では、これはもう、非常に厳しい状況があ

るわけでございまして、宿毛市として、その基

地化を働きかけているものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） いろいろな問題があ

るので、この基地化については考えないという

答弁でございますけれども、くどいようですけ

れども、もう一度お伺いします。 

 基地化については、絶対に、宿毛市のことを

考えた場合には、海上自衛隊の基地については、

絶対しないというのか、いろいろ条件がクリア

された段階では、考えていくのか、答弁をお願

いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 基地化というのは、現段階では、非常に厳し

いという認識も持っておりますけれども、私個

人の考え方といたしましては、これは基地化と

いうことについては、漁業との関係であり、さ
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まざまな世論との関係であり、私はまだ、市民

の皆さんの合意が得られているという段階だと

は判断をしておりませんので、私としては、現

在は、これはすべきではない。誘致運動も、私

としては、基地化という形の中では、すべきで

ないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） ここでお伺いします

けれども、こういう認識が、とりようによって

は全然違う方向で動いておる、一つの点もあり

ますので、質問させていただきます。 

 宿毛市は、宿毛商工会議所、宿毛市議会の三

者で、２０１０年から、これまで５回も防衛省

に対し、自衛隊の基地化について要請を行って

いるとお聞きいたします。 

 そのうち、私の手元には、平成２５年４月１

１日と、昨年の２月２４日に行った要望書のコ

ピーが、ここにあるわけでございます。この要

望活動について、市長の考えは、先ほども答弁

がありましたが、要望した基本は、あくまでも

宿毛湾港への自衛隊艦船の寄港促進、そして食

料や燃料等の安定供給等、宿毛湾の利活用につ

いて、検討していただく要望であると言われて

きました。 

 しかし、宿毛商工会議所は、積極的に宿毛湾

へ海上自衛隊の基地を誘致する考えであり、現

に議会のほうにも、商工会議所会頭の名前で要

望書も出されております。 

 そして、宿毛市議会の立場を考えてみますと、

２５年３月議会において、宿毛湾港海上自衛隊

潜水艦部隊及び掃海部隊誘致についての請願が

可決をされた、これは事実でございます。 

 しかし、この議決については、議長を除く１

３名のうち、５名の議員が反対をし、１人が棄

権をして、最終的には賛成多数ということで決

定をしたのであります。まさに全会一致で可決

したのではなく、そういう面では、賛否の拮抗

した中で可決されました。 

 そのように、三者それぞれの思いなり、考え、

議決の背景には違いがあるのではないでしょう

か。 

 そのような中で、要望書の文案を作成するに

当たり、三者でその中身、文案について相談を

して、作成をしたのかどうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 これまで、防衛省に対し、宿毛市と宿毛市議

会、及び宿毛商工会議所の三者で行った要望書

の内容につきましては、宿毛市において、原案

を作成し、市議会や商工会議所に内容を確認、

了解いただいた上で、それぞれの代表者の公印

を押印していただき、要望書を作成しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） くどいようですけれ

ども、宿毛市は、そういう面で、単なる寄港促

進という部分での要望を行ってきたという。 

 それも、しかも三者で、宿毛市で作成をして、

その三者で確認をして、統一行動をとったとい

うことであります。 

 要望書の文案は、それぞれの解釈というか、

世間のとりようについては、それぞれ違うとい

うふうに思います。 

 市長は、自衛隊への要望活動について、先ほ

ど申し上げたように、あくまでも宿毛湾港への

自衛艦船の寄港促進、そして食料や燃料等の安

定供給等、宿毛湾の利活用について、検討して

いただくという目的であったと、今、言われて

おりますが、しかし、一方、湾港を管理する高

知県知事、尾崎高知県知事については、この要

望活動について、市長が言われる認識と全く違
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うのではないかという思いでございます。 

 ここに高知新聞の、議会でのやりとりの部分

があるわけですけれども、この文案、高知新聞

をそのまま読んでみますと、これは２０１５年

７月２日の高知新聞です。 

 宿毛市がことし２月、防衛省に出した要望書

は、宿毛湾を軍事拠点として活用することを求

めるものではないか、と議員の問いに対して、

尾﨑知事は、宿毛市が市議会、商工会議所と一

体となって海上自衛隊の誘致に取り組んでいる

ことは、よく存じている。要望もその一環と認

識をしていると。 

 そして、議員の問いは、要望施設の中身や規

模もわからないのに、それを認めるのはいかが

ですかと問いました。 

 尾﨑知事、海上自衛隊誘致は、２０１３年３

月の市議会で請願が採択されている。要望書も、

宿毛市長、市議会議長、商工会議所会頭の連名

で、その事実は重い。 

 私は、基本的に、市町村が行っていこうとす

ることは、応援させていただくという立場であ

る、と議会の中でやりとりがあるわけですけれ

ども、そのように、尾﨑知事は、宿毛市の行動、

この３者の行動を、基地の誘致に向けての要望

であるというふうに認識しておる。 

 この今のやりとりの中を見ると、誘致につい

て、要望されておるというふうに認識されてお

りますが、そのことについて、市長はどのよう

にお考えですか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 県議会での一般質問のやりとりの中で、尾﨑

知事は、海上自衛隊の基地化への、そういう動

きの一環ではあるという答弁をしたということ

でございますけれども、このことにつきまして

は、知事の認識は、私はどこまで、どのような

形で定めているか、考えているかはわかりませ

んけれども、宿毛市としての認識は、今までず

っと答弁してきたとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 知事は、そういう認

識をされておりまして、市長は、そうではない

と。基地化についての要望ではないという分で

すけれども、この県議会でのやりとり、かなり

重要になってくるんではないかというふうに思

うんです。 

 この港湾の管理をするのは、知事の権限に委

譲されておると思いますので、知事自身が基地

化についての要望活動であるという認識をいた

しております。そういう面で、違うのであれば、

何らかのアクションを起こすべきではないかと

いうふうに、起こさなければならない、認識が

違いますよということについて、アクションを

起こすべきではなかったかと思いますが、市長

の答弁を求めます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市としても、前段でも答弁申し上げまし

たけれども、この南海トラフの巨大地震、こう

いうものが想定されている中で、ここにおける

自衛隊の誘致という意味、ここに入れたいが、

いろんな形で関与していただくということは、

非常に我々は要望もしてきているところでござ

います。 

 ですから、その辺について、県との間の中に、

認識の違いがあれば、我々の認識は、我々はこ

のような考えを持って、要望書を提出しました

ということについては、これは誤解があるなら

ば、きちっと伝えていく必要があるというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） 前段でも、宿毛湾港
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の利活用について、県と連携をしながらという

部分もあったわけですけれども、そういった面

も勘案して、ぜひ、行き違いの部分については

行き違いで、交通整理をしながら、市民に対し

て、はっきりとその思いを知らせるべきである

というふうに思います。 

 この問題、大変、そういう面では、日本の国

防計画との絡みもあろうかと思います。そうい

う面で、私自身もこの問題について、これから

もいろんな面で勉強しながら、対応してまいり

たいということを申し上げまして、この点につ

いての質問は終わります。 

 次は、安全保障関連法案について、市長の所

信をお伺いいたします。 

 ６月議会でも、これまた議論をされました。

重複する部分もありますけれども、市長の見解

を求めたいと思います。 

 これまで、歴代の自民党政権の集団的自衛権

についての見解は、日本国憲法第９条下におい

て、許容されている自衛権の行使は、我が国を

防衛するために必要最小限度にとどめるべきも

のであり、集団的自衛権を行使することは、そ

の範囲を超えるものであって、憲法上、許され

ないとしてまいりました。そういう考えを踏襲

してまいりました。 

 しかし、昨年の７月１日、これまで歴代政権

が憲法上、行使できないとしてきた集団的自衛

権の行使について、憲法解釈を変更して、これ

を容認する閣議決定をし、ただいま参議院で大

きな議論となっている、戦争法案となったので

あります。 

 この戦争法案については、全国の憲法学者か

らは、あの大戦からかち得た平和憲法をないが

しろにするもので、交戦権を禁じた憲法９条に

明確に違反していると、はっきり言われており

ます。 

 そして、ついに、先日は、憲法の番人である

最高裁判所の元長官を務めた山口 繁氏が、集

団的自衛権の行使は、憲法９条下では許されな

い。明らかに違憲である。そして、従来の解釈

をかえるのであれば、まず、憲法を改正するの

が正攻法である。 

 そして、憲法によって、権力者の行動を制約

するという立憲主義の立場を変更すべきではな

いと明言されております。 

 一方、この法案作成の中心的役割を果たして

きた磯崎首相補佐官による法的安定性は関係な

いとの発言についても、私自身、強い怒りを覚

えます。 

 発言の撤回や謝罪で済む話ではない、大変重

要な、この憲法に対する認識の問題であるとい

うふうに思います。 

 この集団的自衛権の行使を容認する法案につ

いては、平和憲法の改正、戦争のできる国への

一里塚であるとの、大変厳しい危機感から、全

国各地、各界各層から反対の声が湧き上がって

おり、大きなうねりとなって、連日、報道され

ています。 

 しかし、安倍内閣は、こうした憲法を守れ、

平和を守れという国民の声には、全く耳を傾け

ようといたしておりません。 

 国民の怒りは頂点に達し、８月３０日には、

国会周辺では、新聞報道によりますと、約１２

万人の反対集会が、そしてこれに呼応して、全

国各地で１００万人の反対集会が開催をされた

とも言われております。 

 ちょうどこの日、夕方５時半からでしたけれ

ども、宿毛市においても、市民に呼びかける中

で、反対集会を行いました。久しぶりにこうい

う反対集会を行うというところまで、機運が盛

り上がってきて、２００人の市民が結集して、

集会が開催されました。 

 集団的自衛権を容認することは、憲法の基本

理念にかかわる重大な問題であり、しかも憲法
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の理念が一内閣の解釈変更で大きく変わること

は、憲法の最高法規制を奪い、政府への国民の

信頼、ひいては国際的な信頼をも失うものにな

ると考えます。 

 そして、憲法の理念を一内閣で解釈変更され

ることを認めるならば、徴兵制についても、い

くら政府が現憲法下では許されないと説明しよ

うと、誰も信用する国民はおらんと思います。 

 以上のことを考えるとき、私としては、この

法案は、日本が再び戦争のできる国づくりにつ

ながり、明らかに憲法９条にうたわれている、

交戦権を禁じた、日本国憲法に違反していると

考えますので、廃案にすべきであると考えてお

ります。 

 そこで、この法案に対する市長の所見を伺う

べく、通告いたしておりましたけれども、昨日

の高知新聞の紙面で、市長のこの法案に対する

基本的な考えが掲載をされておりました。 

 市長としては、この安全保障関係法案につい

ては、憲法に違反しているので、成立させるべ

きではないと考えており、こうした考えについ

て、私自身、全面的に理解をするところであり

ます。 

 そこで、こうした見解に至った理由について、

新聞紙上のみでは、十分に市民に伝わらないと

思いますので、市民の皆さんにその理由を詳し

く説明すべきではないかと考えますので、はっ

きりとした市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 集団的自衛権行使の容認部分についての、安

全保障関連の法案についての考え方を、詳しく

述べよということでございますけれども、これ

につきましては、ことしの６月議会における山

本議員の一般質問に答弁いたしましたように、

我が国の自衛権については、独立国として、当

然、認められている、このように認識はしてお

りますけれども、憲法第９条のもとにおいて、

認められる自衛権の発動たる武力、この行使に

ついては、日本政府が従来から認めている、我

が国に対する急迫不正の侵害があること。 

 そして、この場合にこれを排除するために、

他に適当な手段がないこと、及び必要最小限の

実力行使にとどまるべきこと、この３要件に該

当する場合に限定されている、このように認識

をしております。 

 したがって、現在、国会において審議されて

おります集団的自衛権の行使に関しては、関係

国との多様な自衛での判断が求められ、自衛の

域を超えた拡大解釈につながることが懸念され、

日本政府が従来から認めてきた自衛権の発動た

る武力の行使とは認められない事例が、想定さ

れることも考えられるため、憲法の本旨に反す

るおそれがあるとのもとに、私の考えはあるわ

けでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君） わかりました。私も

先ほど申しましたように、市長のこうした考え

方については、賛意をおくりながら、一般質問

を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時５７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０７分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 皆様、こんにちは。テ

レビをごらんの皆様もこんにちは。３番、原田

秀明、一般質問をさせていただきます。 

 最初の質問は、小・中学校のいじめの問題に

ついてでございます。 
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 まずは、いじめの調査方法についてでござい

ます。 

 夏休みが終わりまして、２学期が始まりまし

たが、９月の初日は、全国でもいじめられてい

る子供たちの悲しい事件が集中しているようで

ございます。 

 宿毛市でも、今現在、いじめの渦中に巻き込

まれ、つらい思いをしながら我慢をして、学校

生活を送っている、そんな子供がもしいるので

あれば、その子供たちが一日も早く救われるよ

うにと思いまして、ここで質問をさせていただ

きます。 

 まずは、現在、宿毛市では、いじめの実態調

査をどのような方法で、どの程度の頻度で調査

しているのでしょうか。 

 そして、新学期が始まり、まさにその渦中に、

苦しんでいる子供の把握はできているのでしょ

うか、まずはお答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） おはようございます。

原田議員の、小・中学校のいじめの問題につい

て御質問をいただきましたので、そのことにつ

いてお答えをいたします。 

 御承知のように、いじめにつきましては、加

害者にいじめの認識がなくても、被害者がいじ

めと認識をすれば、これは当然、いじめになっ

てしまいます。また、直接、いじめを行うだけ

ではなくて、いじめをはやしたてたり、あるい

は傍観する立場も、いじめと同様に捉えるなど、

いじめと認識をされる範囲が非常に、現状では

広くなっております。 

 その中で、宿毛市内の小・中学校では、いじ

めと思われる事案を、学校が認識した場合には、

随時、教育委員会まで報告をすることとしてお

りますけれども、それ以外にも、学期ごとに、

各学校から文書での報告を受けることとしてお

ります。 

 また、いじめに限ったことではありませんけ

れども、学級、学校で発生するさまざまな問題

につきましては、学級担任ひとりが事案を抱え

込むのではなくて、学校長のリーダーシップの

もとに、学校の組織力をもって、教職員で指導

に取り組むように通知をしております。 

 新学期が始まり、いじめの渦中で苦しむ子供

の把握ができているのかとの御質問でございま

すけれども、ただいま申し上げましたように、

学校とは連携を密にとって、情報収集をしてお

りますので、教育委員会として把握する中では、

現在のところは、深刻ないじめを認識しており

ません。 

 また、いじめと認識をするまでに至らない事

案につきましても、それぞれの学校で、適切に

対応はしてくださっているものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） いじめが、現在は把握

していない、いじめはないということでしたが、

それはいいことだと思いますが、若干、いじめ

にまで発展していなくても、ちょっかいを出さ

れている子などはいると思います。ぜひまた、

引き続き調査をして、もしそういう案件がござ

いましたら、親身になって、お話を聞いてあげ

ればと思っております。 

 そこで、再質問をさせていただきます。 

 いじめの調査は頻繁に行っていても、踏み込

み不足で、確信が持てなかったり、子供たちに

よっては、先生に言っても無理だからとか、い

じめられているにもかかわらず、罪悪感や仕返

しなどの恐怖を感じて、話すことができずに、

ひとりで抱え込んでいるケースがよくあるとも

思われます。 

 東京などでは、アプリやメールなどでも、被

害を伝える場をつくっているようですが、宿毛
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市では、子供たちがいじめを伝えやすい、特別

な工夫などはしているのでしょうか、お答えく

ださい。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 宿毛市では、インターネット上で被害を伝え

る場は、設定はしておりませんが、教育研究所

の中に、子供支援ネットワークという専用ダイ

ヤルを、常時、開設をしておりまして、先日、

新聞にも出ておりました、問題を抱える児童生

徒に対しまして、支援を行うスクールソーシャ

ルワーカー、これは通称、ＳＳＷというふうに

言いますけれども、そのＳＳＷの配置、また常

時ではありませんけれども、各学校や教育研究

所へ、スクールカウンセラーを配置したり、一

部の学校へは、不登校支援員を配置するなど、

常に児童生徒から相談を受けやすい環境づくり

に努めております。 

 また、一人一人の子供に対応するために、担

任だけではなく、あるいは教科担任だけではな

く、各学校に配置されている養護教諭の先生が

おいでますけれども、その養護教諭と連携をと

りながら、いじめの把握や対応に努めておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 相談を受けやすい環境

をつくっているということで、安心しておりま

す。 

 調査方法は適当か、それは、子供はそれで本

心を伝えてくるのか。いじめを見逃してしまう

大きな原因の一つに、調査方法が余りにも型に

はまっていて、子供の感覚ともずれが、時々あ

るということを常に認識していただいて、調査、

随時進めていただきたいと思います。 

 次に、解決に向けた対応について、お伺いし

ます。 

 現在のいじめの問題をフォローする制度は、

私たちが子供のときに比べましたら、相当、充

実していると感じております。 

 しかし、そのような中でも、学校の対応で、

時々、親の怒りを聞くことがあります。 

 例を挙げますと、いじめられている子供がか

わいそうだから、別の部屋で勉強させましょう

か。辛かったら、少し学校を休ませましょうか

とか、何とも理不尽な話だと思います。 

 その親御さんは、なぜ被害に遭っている子供

が別の部屋に行かなければいけないのか。別の

部屋に行くべきは、いじめている側だろうと、

そのように言っておりました。 

 先月の大阪市教育委員会の基本方針にも、い

じめ問題で転校を打診されるべきは、いじめて

いる側であるべきだ、と踏み込んだ内容が盛り

込まれておりました。 

 いじめている側にも強い対応をしていかなけ

れば、いじめは改善されないということも、示

されているのではないかと思います。 

 そこで、あえてお伺いします。 

 いじめが発覚された場合、宿毛市では、解決

に向けて、誰が、どのような対応をしていただ

けるのか、もう一度、お答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 いじめの問題につきましては、その件数が多

いとか少ないとか、そういう問題以上に、事例

が生じた際に、いかに迅速に対応できるかとい

うことが、一番大事なことと考えております。 

 そうした迅速な子供たちへの対応や、情報収

集等を行うことが、いじめの悪化を阻止し、あ

るいは真の解決に結びつけることができるもの

であるというふうに考えております。 

 そのために、各学校と教育委員会とが相互の

連携や、報告を密にしながら、いじめの発生等

について、きめ細かな状況把握を行い、適切な
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対応に努めるようにはしております。 

 具体的に申し上げますと、担当教員など、子

供たちの発する危険信号を、あらゆる機会を捉

えて、鋭敏に感知をして、いじめを認識した場

合は、速やかに校長などの管理職に報告をし、

学校全体で、先ほど申し上げましたように、組

織力を持って、一致協力をして、指導に取り組

むように通知はしております。 

 それぞれの学校で細かい指導を行い、いじめ

を未然に防ぐ、これが第一でございますので、

そういう取り組みが行われているものと思って

おります。 

 また、いじめの問題解決のために、それぞれ

の学校では、一人一人の特性や、あるいは尊重

する態度。個人を尊重する態度、あるいは価値

観を育てる指導を推進しておりますが、学校だ

けでは、なかなか厳しい問題もございますので、

学校だけではなく、御家庭も極めてそれには重

要な役割を担うと考えております。 

 家庭の深い愛情であったり、それから精神的

な支え、あるいは信頼に基づく厳しさ、親子の

会話や触れ合いの確保など、当然、家庭教育も

非常に重要であると、そのように考えておりま

す。 

 また、家庭の深い愛情や、精神的な支え、信

頼に基づく厳しさ、それからそのようなものに

よって、子供たちは穏やかな精神状態になりま

すので、宿毛市としましては、いじめ問題につ

きましては、家庭と学校、そして地域社会など、

子供を取り巻く全ての関係者が一体となって、

取り組むべきことであるというふうにも考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） いじめもさまざまな形

がありますので、毎回、同じ方法で対処するこ

とができないと理解しています。 

 家庭で子供のしつけをすることも、いじめ問

題を起こさない、初期的な対処方法だとも思っ

ております。 

 しかし、学校の対応が、やはり一番中心とな

ると思っております。学校の対応が弱く、被害

者が泣き寝入りしてしまう可能性もありますの

で、関係者が妥協なしで解決に向けて取り組ん

でいただくことを、お願い申し上げます。 

 最後に、今後の教育長のお考えについて、お

伺いします。 

 いじめは、各学校や家庭が問題の解決に当た

ることが大原則ではございますが、何か一言言

うと、すぐに問題にされてしまう今の時代です

ので、体裁や保身を気にする余り、隠蔽なども

起こってしまうおそれもございます。 

 いじめに気づいても、解決する自信のない教

員もいるかもしれません。文部科学省も、都道

府県が行った２０１４年度分のいじめ調書の報

告のやり直しを要請しているようですし、宿毛

市でも、さらに踏み込んだいじめ問題の対応策

が必要とされているのではないかと思います。 

 以上を踏まえまして、今後の教育長のお考え

をお答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） いじめに関しては、

議員御指摘のように、非常に、現在では、広範

囲ないじめ、いわゆる小さいことから大きいこ

とまで、いろんなことがございますし、指導に

当たっては、非常にデリケートな部分がござい

ますので、全てが、なかなか一律にはいかない

面もございます。 

 いじめの防止等は、全ての学校、教職員がみ

ずからの問題として、切実に受けとめて、徹底

して取り組むことが、重要な課題であるという

ふうに考えております。 

 昨今のいじめ問題の範囲が、ただいま申し上

げましたように、非常に広いというふうに考え
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ておりますので、完全にいじめをなくすという

ことは、困難かもしれませんけれども、いじめ

をなくするためには、まずは、日ごろから教職

員は、先ほど議員がおっしゃいましたように、

授業中の中でも、それぞれの児童・生徒に対し

て、目配りや気配りをすることなど、深い児童

生徒理解に努める、そういうこととともに、生

徒指導の充実を図ったり、あるいは、児童・生

徒が楽しく学んだり、生き生きとした学校生活

を送るということが、重要なことかと考えてお

ります。 

 また、いじめを含めて、児童・生徒のさまざ

まな問題行動への対応については、早期に発見

をして、早期に対応をするということを旨とし

た、対応の充実を図る必要がございますので、

関係機関との連携を図りつつ、問題を抱える児

童・生徒一人一人に応じた指導、あるいは支援

を積極的に進めてまいりたい、そのようにも考

えております。 

 いじめを認知した教職員につきましても、問

題を一人で抱え込むことなく、先ほども御答弁

申し上げましたけれども、迅速に管理職に情報

伝達を行い、学校全体の組織力を持って、問題

に対処することを基本としておるというふうに

考えております。 

 いじめに遭った児童・生徒への支援、対応は

もちろんですけれども、いじめる側の児童・生

徒への指導や措置についても、厳しい対応策を

とることも必要であると考えます。 

 特に、暴行や恐喝など、犯罪行為に当たるよ

うないじめを行う児童・生徒については、これ

は警察との連携も視野に、検討していかなけれ

ばならないというふうにも思います。 

 しかしながら、そのぐらい深刻な事態になる

ことを未然に防ぐために、やっぱり家庭と学校

と地域社会が連携をして、いじめの早期の発見、

あるい迅速な対応を心がけてまいりたいという

ふうに思っております。 

 と同時に、関係する皆様の御協力を切にお願

いする次第でもございます。 

 先ほど御指摘のありました、そういう指導に

対して、自信のない教職員もおるのではないか

という御指摘もございましたけれども、先生方

も、それぞれいろいろな個性をお持ちですので、

得意な先生もおれば、生徒指導に対して自信を

持たれておる先生も、当然おります。そこは、

情報を共有しながら、学校全体、先ほどからた

びたび申し上げておりますけれども、組織力を

持って、情報交換をしながら、例えば小学校で

は、学級崩壊にもなりがちですし、ひとりの先

生が負担に思うこともあります。 

 中学校では、朝、顔を合わせると、１日中授

業のない場合には、子供の様子を見ない場合も

ございますけれども、そういう場合にも、常々、

情報交換をすることで、子供たち一人一人の様

子を共有すると、そういうことで、未然に防ぐ

対策の一つになるのではないかというふうに考

えておりまして、今後とも、宿毛市からいじめ、

そういう課題が出ないように、宿毛市の先生方

と一緒に、この問題に対しては、対処してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 御答弁ありがとうござ

いました。 

 こんな時代だからこそ、教育長のような熱い

御指導が、今あればと。あなたの教え子であっ

た私の妻も、日ごろよく言っております。これ

は本当の話です。 

 今、いじめにさらされている子供たちが、す

ぐにでも、もしいるのであれば、すぐにでも救

い出されるきっかけとなりますように、願いを

込めまして、この質問は終了させていただきま

す。 
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 続きまして、次にいきます。 

 宿毛市推奨品認定制度についての質問をさせ

ていただきます。 

 まずは、これまでの推奨品の認定件数や、評

価についてでございます。 

 平成２１年に施行されました宿毛市の推奨品

認定制度の趣旨には、宿毛市で生産または製造、

もしくは加工される食品で、その品質を向上さ

せ、消費者の認知を高め、販路の開拓を図り、

地産地消の発展と需要拡大を促進し、宿毛の産

業の振興に寄与すると書かれております。 

 そこで、まず初めに、制度施行から、現在ま

での申請件数と、認定された数をお答えくださ

い。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 宿毛市推奨品制度の内

容について、お答えします。 

 この制度につきましては、先ほど、原田議員

御指摘のように、宿毛市で生産または製造、も

しくは加工をされる食品を推奨することによっ

て、宿毛市産品の品質向上を推進し、消費者の

認知、理解及び信頼を高め、その普及及び販路

の開発を図り、宿毛市の産業の振興に寄与する

ことを目的としております。 

 平成２１年度の施行から、現在まで、海産物

加工品やお菓子、酒類など、延べ２６件の申請

があり、その都度、推奨品認定審査会を開催し、

厳正なる審査を行った結果、その全てを適当と

判断し、宿毛市推奨品として認定しております。 

 しかしながら、製造を終了した商品や、未更

新となっているものもあるため、現在の推奨品

認定件数は１６件となっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 再質問をさせていただ

きます。 

 このような制度は、商工振興には欠かせない

ものでございます。全国でも多くの市町村が工

夫を凝らして、取り組んでいると思います。 

 経済産業省が、地方の産品を海外に発信する、

ザ・ワンダー・ファイブハンドレッドなるもの

が新聞にありましたが、本県からも３品の地場

産品が選ばれたということです。 

 そこでお伺いしますが、６年が経過した現在

までの認定数や、制度の運用などは、果たして

十分だったのでしょうか。 

 これまでの取り組みや評価などをお答えくだ

さい。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在、１６件ある認定件数ですが、推奨品制

度そのものの認知度が高いとは言えず、年間の

申請件数は多いとは言えない状況でございます。 

 推奨品として認定された商品につきましては、

市のホームページによる紹介や、ふるさと納税

に伴います返礼品として活用。また、市外のイ

ベント等への出品などにより、ＰＲを行ってお

りますけれども、本年度におきましては、さら

なるＰＲや、商品開発、磨き上げに生かしてい

ただくために、４月に開催されました宿毛まる

ごと産業祭において、推奨品紹介のブースを設

け、試食や来場者へのアンケートを実施いたし

ました。 

 このアンケート結果につきましては、御協力

いただいた事業者に対し、今後の商品開発等に

生かしていただけるよう、集計内容を報告して

おります。 

 しかし、推奨品制度そのものにつきましては、

産業祭以後は、既に認定を受けている事業者よ

り、２件商品追加の申請があったのみで、制度

そのものの認知度の向上は、まだまだではない

かと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 
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○３番（原田秀明君） 宿毛市のこの制度、ま

だまだ活性化させていけるのではないかと考え

ておりまして、続けて質問をさせていただきま

す。 

 続きまして、制度の磨き上げや対象品などの

見直しについてでございます。 

 現在の制度では、宿毛市で生産、製造、加工

をされる食品のみ、食品についてのみの推奨品

認定となっておりますが、今後は、食品以外に

も、新たなカテゴリーを設けて、地域に眠って

いるものを、さらに引き出してみてはいかがで

しょうか。 

 市長がおっしゃいました産業祭と連動をした

システムなどを構築すれば、毎年、多くの商品

の発掘や、新たな審査方法なども生まれてくる

のではないかと考えます。 

 それと、加工品のもととなります原材料につ

いての推奨が少ないような感じがいたしますが、

例えば、キビナゴ、タイ、文旦、直七、木材な

ど、法人や海外からの大口発注も視野に入れて、

市の推奨品の土台として、制度の重みを出して

みてもよいのではないでしょうか。 

 要綱につきましては、一般日常生活に関係の

深い製品で、常時市販されているもの、市場性

が十分にあること、とございますが、これにつ

いては、その真逆にある製品や商品も、あえて

対象に追加してみてはいかがでしょうか。 

 今の常識の中以外から、将来のヒット商品は、

生まれる可能性が十分にございます。 

 もちろん、厳しい審査は絶対条件であると思

いますが、以上、提案が少し長くなりましたが、

推奨品制度の磨き上げや、対象品の見直しにつ

いてのお考えをお答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 推奨品制度は、その施行時より、食品のみを

対象としておりますが、議員の提案されるよう

に、地域の産業は食品のみに限らず、眠ってい

るものをさらに引き出すということであれば、

食品以外や、原材料の認定も、一つの方法であ

ると考えられますので、それらを認定した場合

の効果や、制度の運用をどのようにするか、今

後、検討してまいりたいと、このように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 宿毛に住んでおります

と、私も最近、本当になれましたけれども、キ

ビナゴや文旦などは当たり前過ぎて、改めて推

奨品などとは思わないかもしれませんが、県外

の人や外国人などにとっては、とても珍しく、

見たこともない、そんな宿毛市の原材料は、希

少性抜群で、興味をすごくそそるものでござい

ます。 

 ぜひ、そのような原材料も推奨品の柱にして

いただければと、私は強く思っております。 

 最後になりますが、推奨認定後のＰＲや、フ

ォローについてでございます。 

 商品は、各企業や生産者が、それぞれ努力し

て売っていく、これが大原則でございます。し

かし、商工振興の後押しは、行政も積極的に行

っていくべきだとも考えております。 

 そこで、ある程度の推奨品がそろった段階で、

情報ツールなどを作成し、消費者や企業に、と

きには海外に対しても、さまざまな形での情報

発信や、各地で開催されるＰＲ会場などへの参

加も、制度の成果をさらに出すために、生産者

を後押ししながら、取り組むべきと考えており

ますが、今後の推奨品制度と連動した商品のＰ

Ｒや、フォローについてのお考えをお答えくだ

さい。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今後の展開につきましては、現在、作成され
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ております宿毛市まち・ひと・しごと創生総合

戦略、ここにおいて、宿毛市推奨品拡大事業と

しまして、事業提案をいたしているところであ

ります。 

 事業の内容といたしましては、推奨品制度で

認定された商品の地産外消を推進するため、パ

ンフレットや販売促進グッズの作製、市外、県

外イベントへの参加などを検討をしております。 

 また、今後も、産業祭におけるアンケート等

を実施し、製造業者へのフィードバックを行う

ことにより、推奨品のさらなる磨き上げによる

販路拡大を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） これからは、この制度、

さらに発信力のある制度にしていく。市民の皆

様から、その制度が今以上に活用される。そし

て、宿毛市の産品は、丸々だよと、全国で宣伝

され、最終的には、商品がたくさん売れていく、

そんなポジティブなサイクルをつくり上げてい

ただきたいと思っております。 

 宿毛市には、何ちゃないで、などという声が

よく聞かれますが、このようなせりふがこの町

からなくなっていくような気持ちで、この制度

の運営をしていただきたいと思っております。 

 以上をもちまして、一般質問の全てを終了さ

せていただきますが、最後に一言だけ、先ほど

のいじめ問題ですが、もし、今現在、いじめに

遭っている子供がおりましたら、ぜひ、学校の

先生や家族などに知らせてください。必ず先生

たち、教育長たちが助けてくれますので、どう

か我慢してないで、名乗り出て、訴え出てくだ

さい。 

 それでは、一般質問の全てを終了させていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０２分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） こんにちは。６番、髙

倉でございます。 

 先般より、報道されております大阪柏原市の

中学生の事件について、心よりお悔やみを申し

上げますとともに、御関係の皆様にお見舞い申

し上げます。 

 また、いじめなどの原因で、自死による事件、

事故も後を絶ちません。市民の安心、安全の観

点から、防犯対策を初め、４項目について、一

般質問をいたします。 

 １項目め、防犯対策について、お伺いいたし

ます。 

 まず、１番目といたしまして、宿毛湾港新田

地区に設置されました防犯カメラのその後の状

況についてをお伺いいたします。 

 ちょっと簡単過ぎて、お答えいただけなかっ

たですが。 

 実は、宿毛湾港の新田地区のトイレについて、

防犯カメラが設置されたことは承知しておりま

す。その後、そのことによって、その場所が被

害に遭ったとか、遭わなかったとか、それら全

般について、把握しておりました分をお教え願

います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ６番、髙倉議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 御質問の、以前から宿毛湾港新田地区公園内

のトイレにおいて、器物損壊等のいたずらが多

発していたために、高知県街頭防犯カメラ等設

置支援事業を活用をして、昨年１０月に、子供



 

－ 31 － 

見守りカメラを設置しております。 

 カメラ設置前においては、５月に男子トイレ

内のとびらの損壊が１件、６月に、同じ場所の

損壊が１件と、身体障害者用トイレ入り口のと

びらの損壊が１件あり、これらについて、計３

件の被害届を提出をしています。 

 カメラ設置後は、とびらの損壊等はなく、被

害届を提出すべきいたずらは発生しておりませ

ん。 

 また、補導件数については、宿毛警察署に確

認をしたところ、公園内での件数は、カメラ設

置前の１年間で１３件、カメラ設置から本年７

月までが５件となっております。 

 ８月の集計ができておらず、年間を通じての

比較はできないものの、減少傾向であることか

ら、カメラ設置の効果が出ているものと考えら

れます。 

 なお、夜間においては、光量不足により、撮

影が困難でありましたが、今月、高知県が出入

り口に向けたセンサー式の照明を設置したこと

により、夜間についても、撮影が可能となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） ありがとうございます。 

 件数からしましても、本当に少なくなってい

るので、安心しました。 

 あそこは学生さんを初め、また有志の方々の

御協力によりまして、きれいに保たれておりま

して、今、御報告のように、以前のような心配

がなくなったことと、また少なくなったとお伺

いしまして、多くの方の目があることは、また

防犯カメラの設置が有効であったと判断いたし

ます。 

 ことしは、この場所におきまして、すくもま

つりの花火大会も開催されますので、市民の皆

様が、今以上に御利用いただいて、気にかけて

いただきますことは、ますます環境整備におい

て有効であろうかと考えます。 

 さきの柏原市の事件や、私有地、例えばコン

ビニ、また道路に設置のカメラは、犯人検挙に

大いに役立ったもので、意味合いこそ違いまし

ても、その効果は評価されましょう。 

 このことを踏まえまして、２番目といたしま

して、公共施設の防犯対策、防犯カメラについ

ての設置をお尋ねいたします。 

 お答えできる範囲で結構でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 公共施設の防犯対策カ

メラの設置について、お答えをいたします。 

 防犯カメラによる犯罪の抑止効果は、一定あ

ると認識しており、容疑者の特定には、非常に

役立つものと考えております。 

 本市の公共施設につきましても、各施設の施

設管理者である担当課が、防犯上問題があると

考えられる箇所に、防犯カメラの設置や、警備

業務の委託等を行っており、それぞれ対策を講

じたところでございます。 

 今後におきましても、市民の皆様の安全安心

については、個人情報保護の観点からも、法令

等に照らし、必要な対策を講じてまいりたい、

このように考えております。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 今回から、ちょっとこ

の台が上がりましたもので、私の身長が足りな

いので、なかなか市長のお顔が、ここからぐら

いしか見えなくて。お顔を拝見しながら、お返

事をと思うんですが、なかなか難しゅうござい

ます。 

 防犯ですので、手のうちを全部見せるわけに

はいきませんが、その対策、できる限りの対策

を行っているということが、市民の皆様に伝わ

ることは、市民の皆様が知ることは、安心安全
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につながり、犯罪抑止の効果につながると思い

ます。 

 その観点から、同じ内容にて、３番目の公共

施設、特に学校施設の防犯対策について、また

防犯カメラのことについて、教育長にお伺いい

たします。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 髙倉議員の御質問に

お答えをいたします。 

 学校施設の防犯対策についての御質問でござ

いましたが、このことにつきましては、昨年度、

御承知かと思いますけれども、東中学校におき

まして、窃盗事件が発生をしたことを受けまし

て、今年度より、沖の島小学校を除く１３校に

ついて、警備業者に警備業務を委託する中で、

対策を講じております。 

 委託の中では、議員御指摘の防犯カメラにつ

いても、設置をしておりまして、夜間や休日の

防犯対策として、既に十分な対策を講じている

というふうに考えております。 

 また、教育現場におきまして、防犯対策とし

ては、ハード面の整備と合わせて、ソフト面で

の対策として、防犯教育を充実させることで、

子供たちの防犯意識を向上させることも、非常

に大切なことであると考えておりますし、それ

ぞれの学校におきまして、適切な指導を行って

いると考えております。 

 したがいまして、両面からの防犯対策をいた

しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 学校の施設においても、

しっかり対策はできることを理解いたしました

し、防犯カメラの件も了解いたしました。 

 ただいまの時期は、新学期が始まり、不登校

の心配や、多くの行事を控え、現場の先生方に

は、大変だろうかと思います。 

 青パトさんが常時、巡回もしてくださってお

りますし、見守ってくださる校下の皆様方の御

協力も拝見いたしております。 

 仮に防犯カメラが全部、機能いたしたとして

も、下校時や休日など、当然のことながら、危

険と予想されることから、お子さんたちを完璧

に防御することは、到底、無理であろうかと思

います。 

 反面、みずから危険を察知できる、危険から

遠ざかる能力を身につけるということは、純粋

に、人を信じることができなくなってしまうな

どの、非常に難しい状況とも背中合わせでござ

います。 

 だからこそ、教育長は、現場と保護者、また

これまで以上に、意志疎通を図っていただきた

いと存じます。 

 教育長に再質問いたします。 

 今回のことで、何か対策を講じられたことが

ありましたら、お教えください。 

○議長（岡﨑利久君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 物理的には、先ほど、申し上げましたように、

ハード面で防犯カメラを設置しているというこ

とでございます。 

 それから、対策としては、宿毛市の中で、山

奈小学校で、高知県安全教育推進事業の拠点校

としての指定を受けておりますし、それから、

宿毛中学校におきましては、交通安全、通学の

推進事業の拠点校としての指定を受けておりま

す。 

 山奈小学校のことについて申し上げますけれ

ども、その指定を受ける中で、防犯を含めた、

生活安全教育の開発、普及に取り組んでいると

ころでありますので、今後は、山奈小学校での

成果をもとに、他校についても、防犯教育のさ

らなる充実に努めてまいりたいというふうに考

えております。 
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 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 安心いたしました。先

ほども、ハード、ソフトの面で、教育をきちん

としていると。また、今回も、例を挙げてのお

答えに、常日ごろからの対策が大変大事である

かと存じますので、よろしくお願いをいたした

いと存じます。 

 ４番目の防災上のカメラについて、市長にお

伺いいたします。 

 ６月議会において、山本議員より、防災上の

カメラ設置について、御質問がございましたが、

本カメラが、犯罪抑止にもつながると考えられ

ます。改めて、防災上のカメラの設置について

をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本年の６月議会で御指摘のように、山本議員

からの一般質問にお答えいたしております。 

 今年度、非常に大きな予算で整備をします、

防災情報伝達システムの拡張機能の中に、風水

害等、災害時の情報収集手段の一つとして、監

視カメラが提案されておりますので、今後、シ

ステムの運用をしていく中で、財政状況も勘案

しながら、導入について検討をしてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） ぜひとも、導入の御検

討をいただきたいと存じます。 

 設置場所や活用方法の違いは、認識いたして

おります。 

 例えば、今後、検討されるでしょう現在の道

の駅、サニーサイドパークに、共用として監視

カメラを設置とか、表示します。すると、プラ

イバシーを守りながら、駐車場の片隅、仮に泊

り屋付近にいたしますか、車中泊、テント泊、

スペースを設けられないかと考えるからであり

ます。 

 昨日のニュースの中で、人気のない道の駅で

の事件が報道されておりました。きょう、質問

するときに、一瞬、このことがあったので、た

めらった部分もありますが、防犯カメラがある

ということは、他県からの方には、一定の安心

感を持っていただけると思います。 

 私ごとですが、次男が自転車にて日本一周を

いたしました。九州の道の駅で身分証明書を見

せまして、一角を借りたい旨、御相談申し上げ

ましたが、断られたそうです。そのとき、私も、

そら断るよ。第一、身分証明書自体が本物かど

うかわからんし、貸すほうも心配やしね、と返

事をしたことでしたが、四国は遍路文化もあり、

どちらもが安心、安全に対応できないかと、

常々考えておりました。 

 財政状況の中、共用できることは、防災、防

犯を含め、前向きに御検討していただきたいと

存じます。 

 安心、安全な宿毛市は、Ｉターン、Ｕターン、

定住を考えるときに選んでいただける要素にな

るかと思います。 

 ２項目めの質問に入ります。 

 スポーツ振興室の現状についてを、お伺いい

たします。 

 この件も、６月議会におきまして、原田議員

より御質問がありましたが、１番目に、改めて、

具体的な内容についてをお教え願います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 昨年４月に設置をいたしました生涯学習課ス

ポーツ振興室の現状の業務内容ということでご

ざいます。 

 本年も、第２回定例会で、原田議員の御質問

にもお答えをいたしましたが、これまでの生涯

学習課の市民体育係、体育事業係の業務を継承
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しながら、スポーツ大会やスポーツ合宿を誘致

することにより、スポーツを通じた交流人口の

拡大や、技術力の向上、地域振興に取り組んで

おります。 

 御質問の活動実績といたしましては、主に宿

毛花へんろマラソン終結後の新たなマラソン大

会として、これまでの大会から、リニューアル

させた宿毛マラソンを、本年４月１８日に開催

をいたしまして、２８都道府県から６８５名の

ランナーに参加をいただきました。 

 第２回宿毛マラソン大会につきましては、開

催を来年４月１６日、土曜日でございます。サ

ブタイトルを、風薫る春の宿毛路 いっちきち

もんちきち ペアリレーマラソンとして、準備

を進めております。 

 また、総合運動公園や野球場において、新た

に合宿等の誘致活動として、１４団体に誘致活

動や情報収集を行いましたが、そのうち、昨年

度、新たに日本ウェルネス・スポーツ大学硬式

野球部の合宿につながっており、日本ウェルネ

ス・スポーツ大学硬式野球部は、時期を変えま

して、昨年度内に２度、合宿に来ていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 了解いたしました。 

 日常業務は大切であると考えます。市民の希

望や活動内容を把握するには、一番手っ取り早

い手段であります。 

 仮に利用される方々からお電話をいただいた

ときに、あっ、何々クラブとか、何々大会のど

なた様ですねって、すぐお顔と名前が一致すれ

ば、本当にいい関係になると思います。 

 そういう関係が、今度、宿毛マラソン、４月

１６日です、よろしくって、こちらからお声を

かけるときにも、またお力になっていただける

要素になるかと思います。 

 また、ウェルネスさんが２回も来ていただけ

る、日をかえて、これもうれしいことですね、

本当に。そう思います。 

 その流れをくみまして、２番目として、日本

生命社会人野球の都市対抗優勝について、今回

のスポーツ振興室のとられた対応についてをお

伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 日本生命野球部が、本年度の８６回都市対抗

野球大会において、１８年ぶり４回目の優勝を

されたことは、まことに喜ばしいことでありま

す。 

 長年のキャンプ地として、御利用いただいて

おりました本市におきましても、心よりのお喜

びを伝えるため、優勝を決められた翌日に、祝

電を打たさせていただいております。 

 皆様も御承知のことと思いますが、日本生命

野球部におかれましては、昭和６３年の春から

平成２５年の春にかけて、２５回、本市をキャ

ンプ地として御利用いただいておりましたが、

平成２６年、昨年の春から、沖縄でのキャンプ

の実施となっております。 

 キャンプを実施いただいているときから、強

いつながりを持たせていただいておりましたの

で、キャンプを実施していただけなくなった昨

年度からも、これまでの連絡を途絶えさすこと

なく、社会人野球の２大大会であります都市対

抗野球大会、もう一つ、社会人野球日本選手権

大会に出場決定や、さまざまな活躍がなされれ

ば、その都度、今回の優勝のように、祝電を打

たせていただくなど、つながりを持たせていた

だいております。 

 また、日本生命野球部からも、定期的に活動

報告をいただいており、今後とも、日本生命野

球部とは、お互いに連絡を継承していただき、

友好な関係を継承してまいりたいと思います。 
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 本年の１８回目の優勝されたことについて、

祝勝会に、宿毛市にも案内が、今回、来ており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） よい対応をしていただ

いたと思います。 

 わざわざお名前を出しましたのは、大きな大

会でもありましたし、今、御縁が遠ざかってい

ますが、先ほど、市長がおっしゃっていただき

ましたように、２５回も来ていただいておりま

す。甲子園の高校野球の解説席に、杉浦元監督

や、プロで現役、ヒーローインタビューを受け

る福留選手のお姿を拝見するたびに、それは個

人的だろうと言われましても、感慨深いものが

ございます。 

 スポーツ界は、横のつながりも強いとお聞き

します。大学や各種学校の指導者となられ、今

後、どのような御関係をいただくやもしれませ

ん。 

 また、市のこういうふうなしっかりした対応

は、市にかかわる大勢の方に認めていただき、

現在、来ていただいております御関係の皆様や、

今後、御縁が生まれるかもしれない方々の選択

肢の一つになろうかと思います。 

 よい意味の差別化は、最後は人の心でござい

ます。スポーツ振興室として、きめ細かな対応

を評価するとともに、３番目といたしまして、

その他の誘致についてをお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 スポーツ振興室を設置いたしてから、スポー

ツ振興室においては、これまでの誘致活動をよ

り一層、促進させる取り組みを進めております

が、大学などのキャンプの手配などは、旅行代

理店が進めることが多いことから、この９月１

６、１７日にかけて、県の大阪事務所に御協力

をいただきまして、関西方面の旅行代理店に直

接、出向かさせていただき、スポーツ施設の紹

介と、合宿における支援策などについて、御説

明させていただき、合宿誘致活動を行うように

予定をしております。 

 また、せっかくの機会ですので、日本生命野

球部にも御挨拶に出向かせていただくことも、

予定をいたしております。 

 この９月での訪問を含め、スポーツ振興室で

は、できる限り、直接、出向いての誘致活動に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 スポーツ振興室と連携をとりながら、私もつ

い先日、高知市で東京六大学野球の監督さんが

高知を訪れた際に、観光協会の皆さん方と、今

後の宿毛市への誘致を含めまして、懇談の場に

参加させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 市長が積極的に動いて

いただいているので、大変うれしく思います。 

 ぜひ、大学の野球が、こちらのほうでも、せ

めて試合が１試合でもできるとかいうことにな

りましたら、また違う意味での注目、集客能力

が上がると思いますので、新しい御計画もある

ということを伺い、大変、期待いたしておりま

す。 

 芳奈の総合グラウンドの環境は、まだまだ余

裕はあると思います。競技内容を十分に検討を

していただきまして、今まで、来ていない競技

についてでも、御配慮、御対応を願いたいと思

います。 

 世界陸上のウサイン・ボルト氏は、インタビ

ューの中で、スポーツこそが国を豊かにする。

子供のころは、欲しい物は手に入らなかった。

今は、ジャマイカの子供たちに支援できてうれ

しいとおっしゃっておりました。 

 ジャマイカと日本は違いますが、スポーツの
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重要性と可能性の一端であると伺います。 

 今後、まちづくり、産業振興や観光にも重要

なことがありますので、スポーツ振興室のます

ますの対応に、今後、期待いたします。 

 ３項目めに入ります。 

 河川や水路の整備についてをお伺いいたしま

す。 

 中筋川水系について、ことしはこれまで台風

が逸れてくれたおかげで、昨年のような大水害

は免れましたが、依然として状態は変わってお

りません。 

 １番目として、中筋川河川の整備について、

進捗状況と今後の見通しをお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 中筋川を含む渡川水系の河川整備計画につい

ては、国土交通省と高知県が連携する中で、作

成作業を進めてまいりました。 

 これまでに、整備計画にかかわる住民説明会

や、有識者会議、市町村長の意見を聞く会を開

催をし、住民の声を整備計画に反映させていた

だき、この２月に公表したところです。 

 今後、この計画に基づき、国管理区間、県管

理区間、内水区間の対策について、それぞれの

機関が連携をし、災害発生の防止、軽減対策や、

適切な維持管理に努めていくこととしています。 

 その内容は、中筋川については、河川断面は

ほぼ確保されているため、今後は、堤防の余裕

高が不足する区間のかさ上げを実施し、整備区

間における治水安全度の確保を図ることとして

います。 

 また、内水との関係もございます、ヤイト川

と芳奈川については、河川断面の不足する区間

において、堤防及び護岸の整備、体積土砂の掘

削等を実施し、必要な河川断面を確保すること

としています。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 再質問をいたします。 

 お伺いしましたが、市長、はい、それで了解

ですとは、ちょっと言いがたいですね。現状は、

全然改善されていません。２月にそういうふう

になった、公表したとか言われても、現に姿が

見えてきませんと、ちょっと安心できませんね。

残された期間、市長は全力で事に当たってくだ

さい。 

 工事にかかるなら、このさきの季節、例えば

刈田に重機を入れることなどもできますので、

来年の農作業などに間に合うようにですね。こ

れを新しい市長に、再度、計画を立てて、いつ

いつ何ができますかというふうにお尋ねするに

ついては、少々、時間がかかり過ぎます。間に

合いません。 

 市長、御返答賜ります。 

 具体的に、何月何日にということは御無理か

もしれませんが、今、道筋をつけていただかな

いことには、次の市長まで待っている余裕はご

ざいません。よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 河川整備計画が、ことしの２月に公表したと

いうところでございまして、今後、さまざまな

管理区間における責任のあるところに置いて、

整備をしようとしているのが、この河川計画で

ございまして、既にヤイト川の河川改修である

とか、河床の掘削等であるとか、いうところに

ついては、事業が進んでいるところもございま

す。 

 ただ、私が一番、当初から懸念をしておりま

した中筋川ダム、あるいは横瀬川ダムをつくっ

て、この地域の水害を防止するということにつ

いては、このダムだけでは、非常に、完全に防

ぐことはできないという、私は強い認識を持っ

ておりましたので、その後、横瀬川ダムの事業



 

－ 37 － 

再開においても、その再開と同時に、内水対策

を同時に、２項目めとして、国や県と確認をし

て列挙した。そして、このような、現在も河川

整備計画を立てていくという状況に進んでいる

というふうに思っております。 

 この間の取り組みの中でも、中筋川ダムにつ

いては、事前放流を実現させていくであるとか、

このあいだ、お聞きいたしましたけれども、横

瀬川ダムにも、あれは穴あき式の自然放流式調

整ダムですけれども、ここに、非常時に下流が

大洪水になっているときに、放流は続けないよ

うな、その放流口にゲートを設置する、そのこ

とが決まったということも、このあいだ、確認

をいたしました。 

 そういうことも含めまして、全体として内水

対策を重視もしながら、この宿毛市域における

洪水対策を、できるだけ早く、具体的に実現し

ていくような、そういうルールを、私の段階で

つくらせていただいたということで、今後、順

次、進んでいくというふうに認識をいたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 市長が内水対策に御理

解をいただいているということを知りまして、

ちょっと安心しました。 

 場所的には、東沖という言い方をするんです

が、高規格道路の下の部分ですね。ちょうど上

がっていく部分の左側というふうな言い方をす

れば、ある程度、わかっていただけると思いま

す。 

 ここ１０年ぐらい、そこの方から田んぼを借

りまして、水稲を栽培しておりますが、ことし

が初めてです。内水面が寄って、水没しなかっ

たのは、ことしが初めてです。毎年、災害が起

きておりました。 

 市長には、そのことを御理解いただいている

ようでございますので、お天気に左右されます

第１次産業は、農業にかかわらず、できる手だ

てを講じていただくように。そうしなければ、

減収に直結いたします。 

 何分にも、御尽力ください。 

 ２番目に、水路の管理についてをお伺いいた

します。 

 この件は、沖須賀の方からのお尋ねがあり、

現場にまいりました。河床整備が十分でないた

めに、排水状態がおもわしくなく、それにより、

漂流物、例えばごみなどが集積してしまいます。 

 市内には、このようなところが多々あろうか

とは考えられます。水路の管理はどのようにな

っているのかをお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員御指摘の水路については、公図上に描か

れている、いわゆる青線で、以前は、国有地で、

県の宿毛土木事務所が財産管理をしていました

が、地方分権の流れの中で、宿毛市へ財産が無

償譲渡されましたので、宿毛市法定外公共物管

理条例を制定して、財産管理をしております。 

 維持管理の考え方ですが、いわゆる青線や赤

線と呼ばれる法定外公共物を、地域に密着した

形で、地域住民の公共の用に供しているため、

地域住民が維持管理をしてきた経緯がございま

す。 

 宿毛市へ財産が譲与された現在も、その考え

方は同じで、膨大な数の法定外公共物の維持管

理を、全て宿毛市が行うのは、困難であります。 

 宿毛市では、４月に排水路の一斉清掃や、６

月、１１月にクリーンデーで清掃を行っていた

だいており、これからも住民の方に、維持管理

をお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） 赤線、青線の管理が大
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変難しいことは理解いたしましたが、これも全

部、市民に、クリーンデーで環境整備だと言わ

れましても、大変ですね。 

 今回のことがありまして、元市議の有田都子

さんのところに、こんな話があったんですけど

ってお伺いに行きましたら、その他のところに

も、環境美化に努めて、住民は一生懸命やって

いると。地元の方が、草刈りや草引きもしてい

るし、ごみ拾いもしていると。でも、なかなか

それでは追いつかない部分があると。その部分

は、当然、市がしっかり計画を立てて、青写真

を持っていって、全体の対応をしていかないと、

できないと思います。 

 全部、市民に、市民にと言われましても、難

しい部分があります。 

 青線、赤線のことは理解いたしましたが、や

はり市がきちんと対応するところを見きわめて

いただいて、一緒にやっていく形をとらないと、

なかなか環境整備の問題は解決が難しいと思い

ます。 

 アメニティ下水道という言葉があるそうです

が、排水も、魚やホタルが住む、せせらぎのあ

る親水空間のことだとお伺いしています。 

 あの場所は、例えば、用水と排水のところが

別々になっておりました。いろんな手だてを考

えて、用水のある部分を排水に流入させること

にすれば、ある一定、流れが保たれて、排水機

能が上がるんじゃないかと考えたりもいたしま

す。 

 なかなか一朝一夕にはいかないことと思いま

すが、ぜひ沖本市長に心から信頼を寄せた、市

民のためにも、できるところで御尽力をいただ

きたいと思います。 

 ４項目めの質問に入ります。 

 グリーンエネルギー研究所の現状についてを、

お伺いいたします。 

 試運転当初、大量の水蒸気の発生に、これが

たまるかといってクレームを受けました。その

クレームをいただいた地元の方も、説明会や見

学会などを通して、その状態を理解いたしまし

た。 

 その後のグリーンエネルギー研究所の現状に

ついてをお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 株式会社グリーンエネ

ルギー研究所の木質バイオマス発電事業の、現

在の稼働率等の状況についての御質問にお答え

をいたします。 

 この木質バイオマス発電事業につきましては、

質問議員も御心配をいただいておりますが、原

木等の原材料の確保が、事業継続の大きな課題

でございます。 

 そのため、グリーンエネルギー研究所も、丸

太のみならず、枝葉や樹皮などの安定燃焼の難

しい原材料の活用にも、積極的に取り組むなど、

これまでも原材料の確保の取り組みを進めてま

いりました。 

 本市といたしましても、原材料確保の取り組

みの一環として、市町村による木質バイオマス

の代行証明制度の制度化や、市広報紙等による

木質バイオマス事業の周知などを行ってきてお

り、また、近隣市町村におきましても、同様に、

代行証明制度の制度化や、広報紙での周知等、

原材料の確保についての御協力もいただいてき

たところでございます。 

 現在の原材料の確保の状況、稼働率の状況に

ついてでございますけれども、７月の１カ月で

は、約７，０００トンの原材料が入荷し、発電

につきましては、月当たりの計画発電量、約４

１６万キロワット・アワーに対し、約８０％の

稼働率となってきており、原材料の調達につき

ましては、ほぼ今後の見通しも立ち、年内には

フル稼働の達成ができる見込みとお聞きしてお

ります。 
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 原材料につきましては、周辺の大規模事業者

を中心に、地域の個人や他分野の事業者から調

達しているところでございますが、現在の原材

料の内訳につきましては、製材端材、屋敷林な

どの一般木質バイオマスが約９０％、未利用材

等の間伐材等由来の木質バイオマスが約１０％

と、一般木質バイオマスが中心の状況となって

おります。 

 なお、市町村の代行証明制度の利用や、個人

所有者からの原材料につきましても、最近では、

月間２００トンを超える木材等が入荷しており、

木質資源の地域内での有効利用、またバイオマ

ス材を活用した副業型林業への展開による林業

振興などに、着実につながるものとして、大き

な期待を寄せているところでございます。 

 今後におきましては、間伐材などの未利用材

の割合を高めることが課題でありますが、本市

といたしましても、引き続き、木質バイオマス

事業に関する周知活動や、現在、市が実施して

おります個人向けの林業研修会、宿毛森林塾も

継続的に実施するなど、自伐林家育成等による

木材供給体制の拡大に、県とも連携を図りなが

ら、取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君） グリーンエネルギー研

究所に関して、よい報告を賜りまして、安心い

たしました。 

 私は、元山林労働者です。山師です。私の個

人の意見といたしましては、この事業は、大変

に難しく、軌道に乗りにくいのではないかとい

う、持論を持っておりましたし、今も持ってお

ります。 

 過日、工場見学の機会がありましたので参り

ましたら、偶然にも、顔見知りの青年がお二人

ほど、そこに雇用されておりました。 

 いろいろお話聞いて、仕事に一生懸命という、

期待と、自信と、前向きな姿勢を見て、何とか

このグリーンエネルギー研究所の業績が伸びて

ほしいと、本当に思いました。 

 うれしい御報告をいただきました。 

 いろいろ課題はあろうかと思いますが、数々

の質問に対して、市長また教育長から誠実な御

返事をいただきました。市長、再度申し上げま

すが、できることは精いっぱい、御尽力をいた

だいて、そのことをお願いしまして、一般質問

を終わります。 

 ありがとうございます。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 １時４８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時００分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ５番の山本です。６月

に続き、２回目ですので、多少、足の震えはと

れました。 

 まず、最初に、６月の議会で、私、間違った

発言をしておりますので、一つ訂正をさせてい

ただいて、それから一般質問に入ります。 

 世界の総貿易量、例の安保法案の請願書に対

して、否決に賛成の討論をしたときの話なんで

すが、年間の総貿易量９０億トンと申し上げま

したが、６０億トンの間違いです。６と９をひ

っくり返しました。そのうち、日本の輸入量は

８億トンで、輸出量は１億トン、計９億トンが

日本の年間の輸出入量です。 

 したがいまして、約１５％になりますけれど

も、これらの輸出に関連する、運搬するのは、

全て、９９．５％以上は船ですので、現在、世

界の七つの海で走っている船の１５％が、日本

に関連した船が走っておるということです。 
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 何を言いたいかといいますと、我が国の平和

と繁栄が享受できるのは、世界の平和があって

初めて享受できるのでありますので、そのよう

な我が国の状況を見たときに、政府が戦争法案

などをつくるはずがありません。 

 それは一つ、意見として言っておきます。 

 次に、誘致活動について、質疑に入りますが、

６月の私の答弁に対しましたお答えで、私は再

質問をしておりませんでしたので、やっとなれ

てきましたので、そのお答えに対する再質問を

今、若干させていただきたいと思います。 

 まず、自衛隊の誘致でございますが、２５年

決議は誘致の決議です。誘致というのは、立ち

寄るような寄港の話ではないんです。自衛隊用

語でいうと、提携港、英語でいうとホームポー

ト化しないと、ほとんど意味がありません。私

たちが自衛隊を誘致するのは、単に我が国の安

全保障に宿毛も寄与するという大きな目的以外

に、宿毛の経済の発展、あるいは人口増を狙っ

た考えで、誘致活動をしているわけでありまし

て、そういうふうに、ホームポート化しなけれ

ば、住民票が来ません。住民票が来ないという

ことは、市税が落ちてきません。 

 それから、住民票を持って来ていただきます

と、要するに家族も来ます。したがって、経済

の振興が図れるわけです。消費活動が高まると

いうことであります。 

 答弁では、誘致は、国、県、周辺市町村、宿

毛市民の理解と協力がなければ困難、あるいは、

市民、漁業関係者と時間をかけて協議する必要

があり、直ちに推進することは困難として、寄

港促進に取り組むというお答えでありました。 

 しかしながら、２５年４月の市の要望書では、

海上幕僚長に対する要望書を読ませていただき

ますと、市長が筆頭で、自衛隊の常駐を要望す

る要望書を出しているではありませんか。 

 誘致すなわち住民票を伴っての提携港となら

ねば、宿毛の経済破たん、人口減少に有効な対

策となり得ないと私は思いますので、その前に、

寄港によって得られている経済効果、どの程度

あるかをお答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ５番、山本議員の質問

にお答えをいたします。 

 まず、自衛艦船やクルーズ客船の寄港に伴う

経済効果について、御質問をいただきました。 

 宿毛湾港への自衛艦船等の寄港実績は、平成

１１年度より本年度までの１７年間で、自衛艦

船は２９隻、乗員は、実際に上陸された正確な

人数は積み上げができておりませんが、艦船ご

との定数を積算いたしますと、約３，３００名、

クルーズ客船が４４隻、乗客が約１万５，８０

０名となっております。 

 自衛艦の乗込員の方は、宿毛市内での飲食や、

船内で使用する食料や物品等の購入、クルーズ

客船の乗客は、オプショナルツアーによる宿毛

市内を初め、四万十川や足摺岬等の観光地へ足

を運んでおり、移動手段として、地域のバスや

タクシーを利用いただいております。 

 また、クルーズ客船入港時に港で行っている

物産展では、宿毛市内の十数店舗が出店し、多

くの宿毛市の特産品などを販売しております。 

 これらによる明確な経済効果を積算したもの

はございませんが、多くの方々が、宿毛市へ訪

れていただくことで、地域経済に大きく貢献す

るとともに、港の利活用の促進や、宿毛市の特

産品等のＰＲにも、大きくつながっているもの

と考えております。 

 以上で終わります。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 定性的な効果というこ

とで、具体的に税金が幾ら増収したとか、そう

いう話にはならないと思いますが、提携港でな

ければ、スナック類の、あるいは飲食店の消費
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はあろうかと思いますけれども、一番大きなの

は、例えば、乗員が使う、航行中に使う２週間

分の生鮮食料品を一括して購入していただくと、

そういうふうなシステムが、宿毛の港の付近に

できれば、さらに経済効果が上がるわけです。 

 そこら辺を狙っての、我々、活動を今してい

るわけですけれども、この件はこれでおいてお

きます。 

 次に、企業誘致について、お尋ねいたします。 

 企業誘致については、今後も続くであろう、

悲観的な情勢のもとで、県と連携し誘致活動に

努めるとの御答弁でございましたけれども、こ

としはどのような活動をされようとしておりま

すでしょうか。 

 私は、選挙で自衛隊とともに、海底資源の探

査船、掘削船の母港化を、あるいは精製プラン

ト誘致を掲げました。 

 日本は、２００９年から調査を開始していま

すが、ＪＡＰＩＣ、日本プロジェクト産業協会、

これは日本のトップ企業が集まっているプロジ

ェクト協議会でございますけれども、その中の

一つのプロジェクトとして、海底資源の掘削に

ついて、現在、実証作業を行なおうとしており

ます。 

 ２０１８年から掘削の実証作業、２０２０年

ごろからは産業化に入るという計画提言をして

おります。 

 宿毛は、海底資源の存在位置から見て、最適

と考えられ、例えば四国沖にはメタンハイドレ

ートが大量に存在し、最初に手がけられる海底

熱水鉱床は、沖縄西方と小笠原周辺にあるよう

ですので、宿毛はその中間点になる。どこか１

カ所といえば、その中間点が非常に最適な場所

になるんではないかということで、この辺の企

業誘致に向けて、御検討いただければと思って

おります。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 まず、ことしの企業誘致につきましては、昨

年同様、高知県港湾振興課が、東京商工リサー

チに委託し、訪問企業の抽出作業を行っており、

９月末をめどに、企業の抽出作業が終了する予

定となっております。 

 今回の抽出の条件としましては、高知県に縁

のある会社、代表者が高知県出身であるとか、

高知県内の大学を卒業しているなど、こうした

中で、投資意欲のある会社としております。 

 この抽出作業の結果を受け、１０月から企画

課職員と、高知県港湾振興課職員で誘致活動を

行っていくこととしております。 

 先ほど、山本議員より御提言ありました海底

資源の探査船、掘削船の母港化と、精製プラン

トの誘致につきましては、これまで行ってきた

企業誘致の中で、大きなハンディキャップとな

っておりました物流の流れや、都市部との距離

時間などの影響がないものであり、海底資源が

分布する場所も踏まえても、可能性はあるので

はないかと考えております。 

 平成１８年１月には、地球深部探索船「ちき

ゅう」が土佐沖で試験掘削を実施した際に、高

知大学海洋コア総合研究センターからの情報提

供に基づき、宿毛湾港を活用していただいた経

緯があり、市民を初め、約１万人が、一般公開

に合わせて乗船いただきました。 

 こういったことも踏まえて、今後、探査船、

掘削船の母港化に向けた働きかけについて、情

報収集とあわせて、関係各所の協力を得ながら、

検討してまいりたいと考えております。 

 議員各位におかれましても、御支援等をいた

だきますよう、お願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） この海底資源は、我が

国のエネルギー、あるいは支援事業に大きくプ
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ラスになる話でして、経済水域２００海里を入

れれば、世界の６位の面積があるわけですから、

これを有効活用するということで、大いに着目

をしていかないかんと思います。 

 某国会議員にいわすと、これは高知新港に最

適だと言ったので、何を言うかということで、

議論したことがございますので、ぜひ、宿毛も

手を挙げて、手を挙げてないと、なかなかノミ

ネートされませんので、そういうことでお願い

したいと思っております。 

 次に、誘致活動に重要な安全保障観について、

全くの一般論に入りますが、この議会も、多く

の市民の方が注視されていると思います。国会

での平和安全法を理解する一助にでもなればと

思いまして、安全保障論の一般論を行っていき

たいというふうに思っております。 

 昨今の文言で、野党側の議員ですが、地球の

裏側という言葉を使って、反論しています。地

球の裏側まで戦争をしに行くんかと、いうふう

な意見を出す野党がいますが、このような言葉

を聞いて、どう思われますか、市長の御所見を

お伺いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 地球の裏側という言葉

について、どう思われるかとの質問でございま

すが、まずはお答えをいたします。 

 私は、この言葉の意味するところは、自己中

心主義や、一国平和主義の発想から出ているも

のとは受け取っておりません。 

 裏表を明確にするために使用しているのでは

なく、日本から一番遠いところ、世界中どこで

もそうですが、表現するための言葉ではないか、

私はこのように考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 極めて常識のあるお答

えでございましたけれども。 

 そういう常識の範囲でいえば、距離の遠近を

問う話では、昔、極東という言葉があったんで

す。我々、小さいときには、極東、極東という

言葉を使っていましたが、高校ぐらい、大学ぐ

らいになって、失礼、大人になりまして、何と

いう、ちょっと反感を持ったことがあります。 

 この言葉こそ、ヨーロッパ中心主義史観なん

です。ヨーロッパは世界の中心であるという、

ヨーロッパ人の思い上がりの姿勢ですよね。フ

ァーイースト、どこがファーイーストだと。こ

こは北東アジアだ、あるいは東アジアだという

ことで、昨今はその言葉が定着しました。 

 ファーイーストというふうな言い方はなくな

ったと認識しておりますが、まさに地球の裏側

というのは、うちが表という話なんです。 

 したがって、私からいえば、つい本音が出た

なと。一国平和主義的な、自分のところの中心

主義のものの見方が、この言葉にあらわせるん

じゃないかと。野党批判の一つの手段として使

ったんですが。 

 これは個人的な所見でございます。 

 次に、８月２８日の朝日新聞を見て、愕然と

しましたけれども、市長は、安保法案は憲法に

反する。今国会で成立すべきではないと、アン

ケート調査にお答えになったというふうに出て

おります。 

 宿毛市長ですので、宿毛市を代表して答えら

れたというふうに、私は思っておりまして、私

の考えとは全く、１８０度違いますので。 

 先ほど、他の議員からの御質問にも答えられ

たんですが、いま一度、なぜ違憲だと思ってお

られるか、明確にお答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 先ほどの松浦議員の一般質問に対して、答弁

したことと同じことになるわけですけれども、

我が国の自衛権については、独立国として、当
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然、認められていると認識はしておりますけれ

ども、憲法第９条のもとにおいて、認められる

自衛権の発動たる武力の行使については、日本

政府が従来から認めている、我が国に対する急

迫不正の侵害があること。 

 そして、この場合に、これを排除するために、

他に適当な手段がないこと。及び、必要最小限

の実力行使にとどまるべきこと、この３要件に

該当する場合に、限定されていると、私は認識

をしております。 

 したがって、現在、国会において審議されて

おります集団的自衛権の行使に関しては、関係

国との多様な自衛での判断が求められ、自衛の

域を超えた拡大解釈につながることが懸念され、

日本政府が従来から認めてきた自衛権の発動た

る武力の行使と認められない事例が想定される

ことからも、考えられるために、憲法の本旨に

反するおそれのあるもの、このように認識して

おるからでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ただいまのお答えは、

昭和４７年の自民党の鈴木内閣の定説を、その

まま引用しておれば、そうなるということで、

私は、９条をこういうふうに解釈するのでこう

なりますというお答えが欲しかったんですが、

それはありませんでした。 

 本来、法律論といいますか、条文を解釈する

場合は、その条文を起案したものの趣旨、趣旨

書き、これが残っておれば一番いいんですが、

残っていません、憲法についてはですね。 

 その趣旨をどう読み取っていくかが大切にな

るんだろうと、私は思っております。 

 過去の法制局長官が、違憲だという人もいま

す。現内閣法制局長官は、合憲だと言っていま

す。 

 憲法学者も、違憲の人もいれば、合憲の憲法

学者もいるのです。したがって、それを、人の

意見がこうあるじゃなくて、私は、それらの意

見をいろいろ勉強した結果、私はこの意見にく

みするということで、意見を出していくのが筋

ではないかと。 

 政府も残念ながら、大方が、この４７年の議

論からいっているんですね。 

 野党はもちろん、４７年にしがみついている

んです。解釈がそこから余り動いてないんです。 

 実は、政府のほうは、多分に説明しています

が、戦後から、憲法ができたときから、解釈運

用は全部変わってきているんです。全部という

ことはないが、４７年からずっと変わっている

んです。 

 武器がない、占領下の時代。それから独立し

た、日米安保ができていたとき、それから新安

保条約ができたとき、ずっと変わっているんで

す、解釈が。それで、４７年に、今、市長が述

べられたような解釈で落ちついて、現在までき

てますけれども、最初から憲法はそうであった

んじゃないんです。 

 ということは、解釈運用で動いているんです。

解釈運用はなぜ必要なのか。それは、ときの情

勢が変化するから、柔軟に情勢に対応しなけれ

ば、安全保障は成り立たないから、そうなって

いるんですね。 

 例えば、反対している野党の皆さんも、変更

しているでしょう、議論が。そう思いませんか。 

 自衛隊は憲法違反だと、そういう議論は、４

７年以前からあったんです。野党の人たち、今、

何と言っていますか。自衛隊は合憲でしょう。

変化しているでしょう。反対する側も。 

 したがって、そういう考え方ではなくて、私

はこう思うということ、今から、ちょっと長く

なりますが、述べていきますので、おつき合い

ください。 

 法を解釈する場合は、立法時の趣旨を読み取
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ることが大切であることは、異論を持たないと

ころです。この憲法は、ＧＨＱ（ジェネラル・

ヘッド・クウォーター）の占領下で作成させら

れたものなんです。 

 児島 襄の「史録 日本国憲法」は、一級資

料に値するぐらいの資料みたいな本なんですけ

れども、これによれば、作成は、松本烝治国務

相が主担当であったようですけれども、それは

マッカーサー元帥から、日本人がつくったと思

わせなければ、憲法は長続きしないと、この指

示に基づいて、日本人につくらせた格好をとっ

たと言われています。 

 また、憲法作成に当たり、２０年１０月８日

のＧＨＱのアチソン顧問という方がおられて、

この方が日本側の憲法作成の担当者に対して、

ブリーフィングでは、立会文書は内閣に責任を

負い、天皇に直接接近したり、入閣を拒否して

組閣を阻止するような憲法に規定されない権利

を与えないこと。 

 陸海軍大臣も、文民であること、と述べたと

あります。すなわち、この段階、２０年のこの

段階のＧＨＱのインテンションは、日本に軍備

を再建させようとしてたんです。 

 他方、占領軍の初期の対日政策では、日本が

再び米国または世界の平和と安全の脅威となら

ぬようにすることにありました。 

 ちょうどこのころ、１９４５年秋に、国際連

合ができたわけですけれども、今もある国連憲

章、５３条、１０７条、いわゆる日独伊に対す

る敵国条項です。これは今も残っています。 

 これが大きく対日政策に影響したことは、想

像にかたくありません。その条項の趣旨は、第

２次世界大戦中に連合国の敵国だった国が、戦

争により確定した事項に反したり、ここが大切

ですけれども、侵略政策を再現する行動を起こ

した場合は、国連や地域安全保障機構は、安保

理の許可なくても当該国に軍事的制裁を科すこ

とが容認される、という国際連合憲章が残って

おります。 

 要するに、ここで同じ時代に、相前後して国

連ができて、それから日本国憲法ができたんで

すけれども、同じアメリカ主導でつくっていま

すので、侵略政策を再現する力は持たせないと、

そういう政策はとらせないというのが趣旨なん

ですね。 

 これに最も近いのが、昭和２１年、衆議院、

６月でしたか、共産党議長の野坂参三さんの発

言で、侵略戦争は正しくないが、自国を守るた

めの戦争は正しい。侵略戦争の放棄とすべき。

戦争の放棄という一般論じゃなくて、侵略戦争

の放棄とすべき。まさに、ここの国連の敵国条

項と全く同じ内容が、ここで述べられているわ

けですね。 

 また、時の総司令官でありますマッカーサー

元帥は、昭和２５年、日本が独立する１年半ほ

ど前です。まだ日本は独立してませんが、その

ときの年頭声明で、日本国憲法は、自衛権を否

定したものではないと述べています。 

 ここでは、個別的とか集団的とかいう議論は

ないんです。憲法制定に大きく介入したＧＨＱ

の意図を読み解くと、もともと個別的のみなら

ず、集団的自衛権は存在しているのであり、現

に１９５１年に締結され、５２年に発行したサ

ンフランシスコ平和条約、日本が独立のときに

結んだ平和条約ですけれども、これによります

と、連合国としては、その第５条のＣ項にあり

ます。 

 日本国が主権国として、国際連合憲章第５１

条に掲げる個別的、または集団的自衛権の固有

の権利を有すること、及び日本国が集団的安全

保障取り決めを自発的に締結することができる

ことを承認すると。日本の独立に当たって、連

合国側が書いた平和条約、それに日本も署名し

ているんです。調印しているんです。 
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 １９５２年に発行になって、日本は独立しま

した。４月２８日です。 

 こういうふうに、起案時の憲法の意図を、大

きく携わった方々のインテンションを読み解い

ていくと、もともと集団的自衛権も、我が国は

あるというふうに解釈することは、十分にでき

ます。 

 だから、昭和４７年は、時の政府は、いろい

ろＧＤＰの１％だとか、１％でいくんだとか、

いうふうな政策をとっていますが、これは、軍

備費にお金を投入すると、経済の破綻を来すと

いうふうなことで、経済優先をして、復興を図

った流れの延長線上にあるものと、私は解釈し

ています。 

 以上が、その憲法議論についての、私の所見

です。 

 次に、抑止のパラドックスについて、議論し

たいんですが、市長は、現下の日本の抑止をど

う見ておられますか。お答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 戦後、我が国は、日本国憲法のもとに、国際

平和を希求し、国際社会の中で、責任のある立

場として、国際貢献を行ってまいりました。 

 一方、最近の国際情勢を見ますと、テロ集団

による殺戮や、民族紛争に加えて、武力による

一方的な現状変更を強硬に推進する国々など、

我が国を取り巻く環境は、一段と厳しさを増し

ております。 

 そうした中で、平和外交を基本としつつ、我

が国に対する直接的な武力攻撃に対する抑止力

として、自衛隊及び日米安全保障条約が役割を

果たしていることも事実であろうと思っており

ます。 

 現在、日本では、この二つの抑止力がバラン

スよく働いているのではないかと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） ありがとうございます。 

 抑止のパラドックスというのは、私が最初に

知ったのは、ワインバーガー元米国防長官が述

べたというふうに理解しておるんですけれども、

この意味は、抑止が効果を発揮すればするほど、

その抑止の効果をもたらしている抑止力の価値

が薄れる。存在価値が薄れるというんです。 

 我々、水と空気がなければ生きられませんが、

余り意識しませんですね。水のありがたさ、空

気のありがたさというのは、当たり前にあると

思うんです。抑止力も当たり前に働いていると。

自衛力とか、日米安保によって、我が国の抑止

が保たれているよということが見えなくなって

きます。それが抑止のパラドックスということ

でありましょうけれども。 

 装備があって、人がいればいいというもので

もありません。装備品を十分に使いこなす技量

が必要なんです。そのため、自衛官は厳しい訓

練をしております。 

 私の同期は、２０名がパイロットになりまし

た。１８０名の同期の中で、２０名がパイロッ

トになりましたけれども、残念ながら、２名が

天候の急変、及び飛行中の機材トラブルで殉職

いたしました。 

 それぐらいの訓練の中で、鍛え上げた技量を

もって抑止が成り立っているんです。 

 テレビで、憲法９条が抑止力という若き女性

を拝見しましたけれども、国内法で抑止がきく

ならば、各国は軍事力は装備しないです。 

 そういう、非常に感情論で叫ぶような人たち

がいるので、十分、よく精査しながら議論しな

いといけないと思います。 

 次に、国際秩序の流れについて、どういう認

識に立っておられるでしょうかということで、

まず先に、私のほうから、一般論を言いますが。 
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 寛政の奇人、林子平の「海国兵談」、それか

ら工藤平助の「赤蝦夷風説考」という本がござ

います。これは、寛政ですから、１８００年前

後ですね。江戸時代の寛政です。 

 日本で最も平和が続いたのは、この江戸時代

でありましょうけれども、ちょうど２００年近

くなったときのころの寛政年間。この２人が、

このままでは日本は危ないという、警鐘を鳴ら

したのがこの本なんです。 

 林子平は、時に長崎に赴き、オランダがもた

らしてきた外国の情報等を精査し、勉強しなが

ら、「海国兵談」を書きました。要するに、海

の守りを固めなければいけない。アジアは、ほ

とんどが植民地になってきているよという警鐘

です。 

 したがって、我が国は海洋国ですから、海の

守りをしっかりしましょうということを、警鐘

を鳴らしたのが林子平のこの海国兵談です。 

 江戸川の水はテームズに通づる。水に境がな

いんです。攻めてこようと思えば、そのまます

っ飛んで来られるわけです。当時、海しか使え

ないからね、空はない。経空ということはあり

ませんからね。 

 だから、蒙古の襲来みたいに、海の険に頼ん

で防備をおこたると、そのうち危なくなるぞと

いうのがこれです。 

 それから、工藤平助の「赤蝦夷風説考」は、

ラクスマンですかね、国後に訪れた。要するに、

蝦夷地のほうに、ロシア人が攻めてくる。赤蝦

夷というのは、ロシア人のことです。 

 したがって、まだ幕府がしっかりとした蝦夷

地の統治の仕方を決めてないときに、警鐘を鳴

らして、幕府としても、しっかりと蝦夷を抑え

なければいけないということを、警鐘を鳴らし

た。 

 この２人に対して、幕府は、不安をあおりた

てるということで、その本の出版を禁じました。

取り上げました。 

 しかし、皆さん御案内のとおり、その５０年

後には、日本は大転換期に入ったわけですね。 

 情勢をきちんと把握してないと、存在を危め

ることになりかねません。 

 感情論だけで、自分たちの周りのことだけじ

ゃなくて、世界を見て、考えていかなければな

らないということです。 

 国際秩序というのは、日本の幕末ぐらいのこ

ろには、華夷秩序というのがありました。これ

は中国の皇帝の特化。徳を持って周りの国、夷

狄といいますか、北狄東夷南蛮西戎ですかね、

その周りを人間として見てないんですけれども、

それを徳を持って感化して、治めていくという

のが華夷秩序なんですね。 

 日本は、大君外交体制、徳川は平和といいま

すか、平等の外交体制をとっておったんです。

これは、オランダ、それから中国と琉球王国で

すね。幕末のころは、薩摩がやや藩主的な立場

に、個別的にはとってたんですけれども、江戸

幕府としては、対等の関係であった。大君外交

体制といいまして、平等の関係だったんです。 

 アヘン戦争が１８４０年、４２年に起こりま

したけれども、このアヘン戦争によって、華夷

秩序は無残にも崩壊しました。 

 それから、大君外交体制は、１８５４年の和

親条約によりまして、不平等条約を結ばれたこ

とによって、対等の関係はもろくも崩れました。 

 残ったのが、ヨーロッパが持ち込んできたヨ

ーロッパ国家系というものですが、この辺の、

ヨーロッパ国家系についての御所見、どんなカ

テゴリーで成り立っているか、御理解されてい

ますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 山本議員から、かつての国際秩序、そういう

形でのいろんな方策等について、説明をお聞き
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をいたしましたけれども、ヨーロッパ国家系に

ついてということでございますが、私は、理解

いたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 山本英議員に申し上げ

ます。発言は簡明にお願いいたしたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 御忠告、ありがとうご

ざいます。 

 よってたつところは、一番最初に、この安全

保障のことを話すときに言いましたように、現

在、非常に議論の分かれているところですので、

市民の皆様にも、こういう意見もあるよという

ところで、今、私は述べようとしておるところ

でございました。 

 最後に、それはおきまして、ヨーロッパ国家

系は、力の均衡、国家主権の観念、それから国

際法の概念の三つで成り立っていますよという

ことで、現状だけを、もう一度、認識し直しま

しょう、ということで述べさせてもらいます。 

 ロシアは、ブダペスト合意というものを無視

したのは、６月に述べたとおりですが、もう一

つ、それに対して、中国は都合のいいように、

覇権主義的なコメントを出しておりました。 

 もう一つ、２０１２年の、中国、韓国、ロシ

アの東アジアにおける安全保障の協力会議にお

いて、外交部直属の中国国際問題研究所長の発

言。日本の領土は、北海道、本州、四国、九州

に限られており、北方領土、竹島、尖閣諸島に

加え、沖縄も放棄すべきだと、公式に発言して

おるんです。 

 したがって、政府がバランスをとろうとして

いる今回の集団的安全保障の、わずかな部分で

すね。理性的な側面では無理でありますので、

力の均衡を図って、抑止を効果あらしめねばな

らない現実の存在を認識した上で、政府は今回

の法案を出しているというふうに御理解くださ

い。 

 それはもう、質問は抜きにいたしまして、次

に、防災について移ってまいります。 

 指揮所の機器材等について、御質問します。 

 指揮所はどのような機器材等を装備するので

しょうか。 

 ６月議会で、随契で整備するＮＴＴデータの

システムの親局や応急電源装置等も必要でしょ

うから、指揮所は、相当高額なものになります。 

 それぞれの対応する、三つの指揮所で対応す

るというふうな格好になっておりますんですけ

れども、それぞれに、そのような設備を整備す

るのでしょうか。 

 大きなものだけでは、コンピューターだとか、

電源だけではなくて、状況表示板だとか、ナレ

ーティングボーダーとか、しっかりとした、指

揮所は指揮所、機能を維持するための装備品の

細かいものまで入れたら、多々あるはずです。

そんなものを持って動けるはずがないんです。 

 したがって、もっとよその、本部を設置して

いるところを研修されて、どんなところが、ど

ういう機能を本部として、指揮所として維持し

ているんだろうかということを勉強された上で、

解決されたらいかがだろうかなというふうに思

っております。 

 災害対策本部の重要な機能は二つありまして、

一つは情報収集機能です。それから、指揮命令

機能ですね。この二つが大きな流れになります。 

 皆さんそれぞれ、いろんなところに配置され

るとは思いますが、余り私、見せてもらった、

市のそれぞれの対策書物によりますと、俺はど

こに行くんだというような感じで、思っておら

れる方が多いんじゃないかと思うんですよ。皆、

すっきり御理解されてますかね。 

 もしかして、自分はどこに行くか、はっきり、

簡潔明瞭に、先ほど私が簡潔明瞭に質問せよと
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言われましたが、簡潔明瞭に、配置をしっかり

して、職責を明らかにしていかないと、何をし

ていいかわからなくなるというふうなことが、

起り得る可能性があるということですけれども、

そもそも現在の市役所の総員で、何直体制がと

れますか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まず、災害対策本部の設置を想定をしている

市役所庁舎、防災センター、及び総合運動公園

の３施設に、現在、整備しております株式会社

ＮＴＴデータのシステムや、自家発電設備等の

機材、これをどのように整備する予定なのかと

いう質問であろうかと思います。 

 まず、日本株式会社ＮＴＴデータの防災情報

伝達システムにつきましては、防災センターに

サーバーシステムを設置し、市役所本庁舎、防

災センター、及び総合運動公園に設置するパソ

コン端末から、本サーバーにアクセスすること

で、各種操作ができる設計となっておりますの

で、３施設それぞれにこのサーバーを整備する

必要はございません。 

 次に、自家発電設備等の整備状況につきまし

ても、風水害時には、市役所庁舎に災害対策本

部を設置しているために、パソコンや衛星携帯

電話等の機材は整備できておりますが、自家発

電設備は未整備の状況であります。 

 また、Ｌ１クラスの南海トラフ地震発災後に、

災害対策本部を設置する防災センターにつきま

しては、パソコンや衛星携帯電話、自家発電設

備等が整備されております。 

 次に、最大想定でありますＬ２クラスの地震

発生の場合には、総合運動公園に災害対策本部

を設置することとなりますが、本施設には、今

年度、県が幡多地域の防災拠点施設として整備

する自家発電設備とあわせまして、市でも太陽

光発電設備の整備を進めているところでござい

ます。 

 なお、総合運動公園には、パソコンや衛星携

帯電話等といった機材は、一定は整備しており

ますが、今後さらに投光器等の必要な機材の整

備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、災害対策本部の組織は細分化されては

いるが、総員配備で、何直体制がとれるかとの

質問でございます。 

 南海トラフ地震発災後は、被災状況によって

は、速やかな職員参集が困難な場合や、全職員

が参集できないといった事態も想定されますが、

発災後の時間軸によって、２交代制、３交代制

といった、できるだけ職員に負担がかからない

交代制をとっていけるような体制の構築に努め

てまいりたいと考えております。 

 また、来年度、南海トラフ地震発災後の復旧

活動を円滑に行うため、あらかじめ遺体安置所

や瓦れきの一時保管場所等を決めていくための

応急機能配置計画を策定する予定にしておりま

すので、本計画と、既に策定しております業務

継続計画が両輪となり、発災後の迅速な災害対

策本部の設置と、運営につながるよう、取り組

んでまいります。 

 以上であります。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 多分、長期の体制にな

ろうかと思われますので、１週間でばててしま

わないように、しっかりとした直体制をとって

いただければと思います。 

 東京都では、ちょっと直体制と離れますけれ

ども、比較的被害の少ないと思われます立川の、

元米軍跡地ですね。そこに防災センターを設置

し、情報の収集に当たっております。 

 対策本部は、本庁舎の９階にそのまま設置さ

れまして、防災センターからの情報をもとに指

揮し、国や他県と調整するようにしているよう

であります。 
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 そのように、本部というのは、防災のみなら

ず、全般の指揮統制をするものでありますので、

私は、庁舎に固定するのが望ましいと考えてい

ます。 

 この庁舎の脆弱性がいかなるものかはわかり

ませんが、私の個人的な所見は、そのほうがい

いんじゃないかなというのが、個人的な所見で

す。ひとつ今後、御検討ください。 

 次に、河川・海岸堤防のかさ上げについて、

質問させていただきます。 

 先般の住民説明会で、県土木のほうから説明

を受けて、約２．４メートルの地盤沈下をする

宿毛市街地の浸水対策等について、聞きました。 

 近隣の排水ポンプを総動員しましても、排水

には約１週間かかるとの説明がございました。 

 避難タワーにのぼった人たちは、特殊ボート

やヘリのホイストでの救出が必要となります。

夜間は、多分、困難となることでありましょう

から、数日間、いわば屋根の上で待機すること

になりはしないでしょうか。この点のシミュレ

ーションができていますでしょうか。 

 また、ふだんは、大雨が降れば貯水池にもな

りかねず、与市明川の水は、日々排水すること

にもなります。 

 そもそも２．４メートルの陥没の際は、地震

と相まって、ライフラインはズタズタになり、

相当、長期の復旧作業となることが予想されま

す。 

 発災前の予防措置としての堤防のかさ上げも

さることながら、発災後には、最終的には埋め

立てや、市役所庁舎を含めた地域の高台移転も、

考慮することになるのではないでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 長期浸水が想定されている本市の被害想定の

中で、避難ビルは孤立することが想定をされて

おりますが、そこへ避難した避難者の救出を、

どのように考えているのか、シミュレーション

しているのかとの質問でございます。 

 昨年度、国、県、市で組織しました宿毛市長

期浸水対策検討会の中でも、御指摘の点につい

て、検討を行いました。 

 まず、潮位変動により、１日に数時間程度の

水が引くエリアについては、徒歩避難または徒

歩による救出を想定をしております。 

 一方、潮位変動によっても水が引かず、避難

が困難とされている浸水深５０センチメートル

以上のエリアについては、議員御指摘のとおり、

ボートやヘリコプターによる救出となりますが、

現在、警察、消防署が所有するボートの数は、

合わせて５艇のみでありまして、３日以内に救

出するためには、５０艇程度は必要という想定

がされており、今後の課題となっております。 

 いずれの場合も、要医療支援者や、要配慮者

の方々を、優先的に救出できるような体制をと

ってまいりたいと考えております。 

 なお、実践を想定した長期浸水訓練につきま

しても、昨年度は松田川、文殊橋での河川敷で、

今年度は宿毛クリーンセンター西側におきまし

て、地元の自主防災組織等が参加する中、海上

保安署や県警、消防署とともに実施しておりま

して、その中で、救出訓練などを行っていると

ころでございます。 

 次に、発災後の復旧に際し、現地の埋立かさ

上げや、高台への移設を考慮すべきではないか

との質問でございますが、このことは、事前復

興と呼ばれるものであり、大規模災害の発生前

に、災害が発生したことを想定し、事前に都市

計画やまちづくり計画を立てていくことで、被

害を最小限に抑え、かつ迅速な復興につながる

措置として、大変重要な意味を持つものと認識

をしておりまして、今後、本市としましても、

検討してまいりたいと考えております。 

 また、発災後、速やかな復旧、復興につなげ
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るためには、市役所の持つ機能は不可欠であり

ますので、庁舎の建てかえ等については、今後、

検討をしていかなければならない重要な案件で

あると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 危機管理とは、予測さ

れる事態に対応する対策を講じまして、できる

ものから処置し、事態発生に、パニックになっ

てうろたえることのないようにしておくことだ

ろうと思います。 

 腹案を持つことは、変化にも臨機応変に措置

をとりやすくします。災対本部、市役所が罹災

し、機能不全になれば、宿毛市の迅速な復旧復

興はおぼつかなくなります。事前復興の観点か

らも、指揮所の最適な場所はどこか、御検討を

お願いいたします。 

 最後に、プレミアム商品券について、お尋ね

いたします。 

 先般、６月議会では、完売とのことでしたが、

消費拡大が期待されるところですけれども、

何％程度の消費拡大を期待されておりますでし

ょうか。 

 ところで、数名の方から、買えなかった、知

らなかったという意見が、私のところに来まし

た。私も知らなかったので、答えようがなかっ

たんですが。どういう手段で、市民の皆さんに

周知されたのでしょうか。それから、独居老人

とか、生活保護家庭への配慮等、福祉的配慮は

ありましたでしょうか。お尋ねします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市プレミアム付商品券についてでござい

ます。 

 当該商品券は、地域活性化、地域住民生活等

緊急支援交付金と同額の補助金を、宿毛商工会

議所を事業主体として、交付決定し、地元消費

の拡大、地域経済の活性化に資することを目的

としております。 

 商品券は、宿毛市及び高知県の交付金を活用

し、２５％のプレミアム率を設定し、総販売額

は、１億９，２００万円、発行額面は２億４，

０００万円で販売をいたしました。 

 販売に当たり、１億９，２００万円もの商品

券を、果たして売り切ることができるのか。ま

た、消費を促すという事業目的を達成すること

ができるのかという懸念も大きかったために、

事業主体であります宿毛商工会議所とも、慎重

に協議を重ねた結果、本市としては、世帯や年

齢による制限や、低所得世帯や、ひとり親世帯

への上乗せといった、さまざまな条件を設けず

に、一人当たり５万円までという上限のみ設け

ることにとどめました。 

 おかげをもちまして、心配をよそに、商品券

は７月の使用開始までに完売となり、８月の段

階で、１億４，２００万円分、商品券全体の約

６割が、既に消費されたと伺っております。 

 本事業につきましては、国から商品券使用に

伴う消費拡大の効果等を検証するために、消費

者及び店舗を対象としたアンケートを、１２月

末の商品券使用期限後に実施する予定となって

おり、現段階では、消費拡大の効果等を把握す

ることはできておりません。 

 今回の取り組みは、福祉目的ではなく、消費

拡大を目指し、近隣市町村及び商工会議所とも

協議、連携する中で行ったものでありますので、

どうかよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 所期の目的といいます

か、第１目標は、十分に理解できるところでご

ざいますが、７月の下旬に研修をさせてもらい

ました雲南市は、宿毛より人口は２倍です。予

算は３倍でした。ということは、１人当たり１．
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５倍の予算を、市民１人当たりに使える予算が

１．５倍ありますよということですね。 

 我々は、それよりは格段に少ないわけなので、

このような施策のときには、例えば、独居老人

はどなたかに依頼したら買えたんでしょうか。

その辺はよくわかりませんが、先ほど言ったよ

うな福祉の観点も含めて、総合的な効果が発揮

できればいいなというふうに思っています。 

 こういう企画のときこそ、そういう精神を発

揮しないと、我々は福祉、福祉といっても、先

立つものは少ないので、十分な福祉がないので、

こういうときを、利用できるものは利用しよう

というのが、私の考えで、提言でございます。 

 以上をもちまして、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ２時５７分 延会 
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平成２７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第３号 

 

１ 議事日程 

    第８日（平成２７年９月８日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 

   ３番 原 田 秀 明 君     ４番 山 岡   力 君 

   ５番 山 本   英 君     ６番 髙 倉 真 弓 君 

   ７番 山 上 庄 一 君     ８番 山 戸   寛 君 

   ９番 岡 﨑 利 久 君    １０番 野々下 昌 文 君 

  １１番 松 浦 英 夫 君    １２番 寺 田 公 一 君 

  １３番 宮 本 有 二 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
沢 田 美 保 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 
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   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
山 下 哲 郎 君 

   保健介護課長  和 田 克 哉 君 

   環 境 課 長  児 島 厚 臣 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 今回は、市立保育園の

職員体制についてということで、御質問したい

と思うんですが。 

 市役所には、現在、多数の臨時職員が勤務し

ておられるわけですが、どうも特殊な資格を有

する方々が、なかなか応募してくれないという

ことで、給料を初めとする基準が低過ぎるので

はないのかと、そういう指摘が、当議会の委員

会などでも話題となってきました。 

 臨時職員全体ということになると、なかなか、

それぞれ事情の違いもある中で、質問が煩雑に

なり過ぎるおそれがありますので、そのために、

今回は市立保育園の臨時職員に特定する形で質

問したいと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 まず、通告書にあります、１番の、職員体制

の現状についてお尋ねいたしますが、市立保育

園の職員体制の現状ということで、現在、どれ

だけの職員さんがいて、正規職員と臨時職員の

比率はどうなっているのか。 

 ここ数年、どのように変化してきたのか、そ

の点についてお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。

８番、山戸議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、ことしの４月現在、保育士の正規職員

は５６名、臨時的任用職員は１９名となってい

ます。ここ数年は、園児数については、減少し

てきておりますが、正規職員については、５５

名前後、臨時的任用職員については、２０名前

後で推移をしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ただいまの市長の答弁

の中で、臨時的任用職員について、１９名とい

うお話でしたが、この中には、臨時保育士の方

と、保育補助員という位置づけになっておる方

がおられると思うんですが、その点どうなって

いるか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） この答弁につきまして

は、総務課長のほうから答えさせます。よろし

くお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、山戸議

員の御質問にお答えします。 

 臨時保育士としての職員が１６名、補助員が

３名、計１９名となっております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 臨時職員というのは、

私どもの素朴な考え方では、産休であったり、

育休であったり、あるいは病気などで正規の職

員が休暇をとる際の補充というか、あくまで正

規の職員の一時的な欠員を補充するために採用

されるものだと、そんなふうに思っていたので

すが、今の質問に対する答弁からすると、どう

もそれだけではないように思われます。 

 市立保育園の職員に、臨時職員を必要とする、

その理由について、どうも私などが思い描くこ

ととは、また別の事情があるように思われるわ

けですが、その点について、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 園児の年齢別の入所者数や、加配保育士を必

要とする、園児数が確定できないこと。また、
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今後の園児の減少や、保育園の統合を考慮する

中で、正規職員の新規採用については、控えて

いることもあり、配置基準の確保のため、臨時

的任用職員の雇用が必要となっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 臨時職員の方々の職務

並びに職務内容、勤務内容について、正規の職

員とどんな違いがあるのか、その点についてお

尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 正規職員と臨時的任用職員の職責については、

多少、違いがありますが、職務及び勤務内容に

ついては、ほぼ同様でございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 先ほどの御答弁によれ

ば、臨時保育士１６名、それから保育補助員３

名ということでしたが、この保育補助員という

のは、保育士の資格を持っていない方々、つま

り有資格者による人数の確保ができないために

とられた措置だと、そんなふうにお聞きしてい

ます。 

 保育士の有資格者で、しかも職員と実質、全

く変わりのない職務を遂行できるだけの人材を、

毎年、相当な数を確保しなくちゃならない。と

なると、なかなか大変なことだろうなと思うの

ですが、保育の現場では、どのような形で、そ

のような臨時の保育士さんの確保をなさってお

られるのか、その点についてお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 臨時的任用職員の確保につきましては、通年、

ハローワークでの公募や、宿毛市のホームペー

ジ等も活用して、募集しています。 

 また、園長や保育士による有資格者の情報共

有や、声かけ等により、確保をしているところ

です。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 毎年毎年、次から次へ

と、新しい方が、臨時の保育士として応募して

くださるとは限らない。やっぱり経験のある方

が契約を更新する形で、採用されることになる

んだろうと思うのですが、現在、どれくらいな

方が、そういう契約更新を行って、勤務なさっ

ておられるものか。 

 臨時保育士の経験者の数と、契約の更新回数

といいますか、通算の年数。多い方では、既に

２５年以上という話も聞いているのですが、実

際、どれだけの方が、長期にわたって、毎年度

ごとの更新に応じてくださっているものなのか、

お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 臨時的任用職員の通算勤務年数についてはさ

まざまで、２０年程度の職員が少数おり、その

他は、６カ月から６年程度の職員が多数を占め

ております。 

 長期にわたっての詳細な数等については、把

握しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 今まで、現場について

お聞きしましたので、これからは２番の制度的

に見た臨時職員の現状についてということで、

お尋ねしていきます。 

 宿毛市例規集で、臨時職員採用に関する規定

を探したんですが、私の不勉強のせいもあって、

見つけることができませんでした。 

 今回は、市立保育園の職員に限定して質問を

行っていますので、その点に限ってお尋ねした

いのですが、この臨時職員採用に関する規定と
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いうか、基準は、どのような根拠に立脚して行

われているのか。 

 地方公務員法３条３項３号か、同法の２２条

によるものか、あるいはそれ以外に何かあるの

か、その点についてお教え願います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 臨時的任用職員につきましては、議員御指摘

の、質問されました地方公務員法第２２条の規

定によるものです。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 地方公務員法第２２条

では、第５項に、六月を超えない期間で臨時的

任用を行うことができる。この場合において、

任命権者は、その任用を六月を超えない期間で

更新することができるが、再度更新することは

できないとなっていて、現行の事例とは矛盾が

あります。 

 しかし、いろいろ改正もあってのことでしょ

うから、この点については、これ以上、触れま

せん。 

 当宿毛市における臨時職員としての契約期間

は、その必要とする理由によって、長短あろう

かと思うのですが、最長、どれだけとなってい

るのか。また、その規則によって制限されてい

る最長契約期間、つまり１年以内ですか、そう

いう契約期間設定で採用され、勤務なさってお

られる方が、どれくらいいらっしゃるのか。 

 また、臨時職員に占める割合は、どの程度に

のぼるものなのか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 育児休業者の代替として採用される臨時的任

用職員については、１年を超えた期間の方もい

ますが、それ以外の臨時的任用職員については、

最長１年以内となっております。 

 全ての臨時的任用職員が１年以内の雇用とし

ており、現状では、全員、１年の雇用を見込ん

でおります。全員です。 

 お答えいたします。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） わかりました。では、

現在、当市の市立保育園における臨時職員の職

務内容、給与、賞与等の基準は、どのように設

定されておられるものか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 職責については、違いもありますが、職務内

容については、正規職員とほぼ同様です。 

 給与につきましては、日額７，４００円とな

っております。特別賃金につきましては、支給

基準日、これは６月１日と１２月１日でござい

ますが、以前の在職期間によって設定しており、

６カ月以上では１２日分、４カ月以上６カ月未

満では８日分、２カ月以上４カ月未満では４日

分を支給しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） これは、ちょっと毛色

の違う質問になりますが、保育を担当する正規

の職員としての採用試験に際しては、当然、臨

時職員としての勤務経験は、採用に際して評価

の対象には入らない。つまり、優先権は与えら

れないと、そのように地方自治法にも規定され

ています。 

 しかし、採用試験に合格し、正規の保育園職

員として採用されたそのときには、やはり臨時

職員として、保育園で勤務したそのことが、当

初の出発点となる給与の基準などの面で、評価

されたという方がいるかと思うと、いや、そう

いうことは一切ないと、否定される方がいます。 

 この点、誤解をただす意味でお尋ねしますが、

仮に同年齢で採用された場合には、それまで臨
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時保育士として勤務した経験のある方も、家事

手伝いをしていらっしゃった方も、出発点とな

る待遇というか、処遇は同じか違うのか、その

点どうかお教え願います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 国家公務員や地方公務員等に在籍経験がある

場合、臨時的任用職員としての経験年数、換算

率の１０割が調整されます。 

 そのため、初任給は経歴の種類によって、経

験年数が調整されますので、職歴によって、初

任給の処遇に違いが出てきます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 職員に採用されれば、

臨時的任用職員としての経験年数が、初任給に

反映される。ということは、やはり臨時職員と

しての経験年数が評価の対象となっておる。 

 しかし、臨時職員を続ける限りは、その経験

年数は全く評価されることがない。だから、何

年、臨時職員として勤務している人も、初めて

勤務する人も、同じ日額の給与にしかならない。 

 この点、臨時職員に関しても、その経験を評

価することにはならないものか、その点お尋ね

いたします。 

 やっぱり、法的にできないとしたものでしょ

うか。よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 臨時的任用職員の経験年数による調整を、給

与に反映する場合、保育士にとどまらず、全て

の職種への適用について、考慮する必要がある

ので、現状では実施に至っておりません。 

 法的にできないといったことはありませんが、

現在の厳しい財政状況を考慮した場合、直ちに

導入することは困難でありますので、導入につ

いては、今後、慎重に検討をしてまいりたいと

考えております。 

 終わります。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 続いて、３番目の、今

後の職員体制についてという部分に入ります。 

 今後の職員体制をどのように予測、想定なさ

っておられるものなのか。将来、予測される保

育所職員の人数について、お尋ねいたします。 

 また、今後、近年中には、臨時職員を必要と

しない体制で進めることが可能なのか、あるい

は、依然として臨時職員を必要とすることにな

るのか、その点についてもお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 職員体制の予測についてですが、国立社会保

障人口問題研究所の宿毛市の将来予測に基づき

試算した結果、平成２７年度の就学前児童数が

９１４人であり、平成５２年度には、４６４人

と、今後の２５年間で約半数余りに減少する見

込みとなっています。 

 社会状況の変化や、人口減少に対する地方創

生総合戦略等による行政の取り組みも検討され

ており、これらの予測が、どれだけのものにな

るのか、予測し切れない部分もありますが、人

口減少は避けられない現実です。 

 このため、就学前児童数の減少とともに、保

育園数の統廃合が大きな行政課題であります。

これまでにも、１小学校区に１保育園を基本に、

統廃合に取り組んでまいりましたが、現時点で

決定しているのは、新小筑紫保育園の高台移転

に伴うみなみ保育園の統合であります。 

 職員体制については、これら保育所の統廃合

の進展や、退職者の動向、園児の年齢構成や年

度途中の入所等、不確定な要因による影響を受

けるために、現時点において、具体的な将来職

員数をお示しすることはできませんが、臨時保

育士の雇用は、これまで同様に必要であると考
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えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） これまで、長々と、ち

ょっと担当課に当たれば済むようなことを、る

るお尋ねしてまいりましたが、これからが今回

の質問の本論ということになります。 

 状況を御理解いただくために、なるべく簡潔

にとは思うのですが、私からの説明が少し長く

なる可能性があることをお断りして、質問を続

けたいと思います。どうかよろしくお願いいた

します。 

 先日、保育園の臨時職員の方に声をかけて、

市立保育園の現状について知りたいので、少し

話を聞かせてもらえないかと、相談しました。 

 そうして、あれこれお聞きする中で、愕然と

したことがあって、今回のこの一般質問という

ことになったんですが。 

 これまでお聞きした、市長からの答弁を参考

にしながら、質問を行います。 

 まず、現在の臨時職員の最長契約期間は、１

年以内ということで、４月２日から翌年の３月

３１日まで。つまり、１年３６５日の中の３６

４日間となっています。この契約で勤務してい

る臨時職員の方々の賞与は、年に何回、幾ら支

給されることになっていますか。それは、いか

なる根拠に基づいて、そのような算定になって

いるのか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 臨時的任用職員の特別賃金については、内規

に基づき、算定しております。 

 ４月１日から翌年の３月３１日の期間を雇用

した場合、近隣市町村との均衡を考え、年に２

回、支給しており、支給額については、先ほど、

答弁したとおりです。 

 議員御質問の４月２日から雇用した場合では、

６月の基準日時点では、２カ月未満の勤務日数

とになり、６月の特別賃金については、支給し

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ただいまの答弁では、

４月１日から翌年の３月３１日の期間を雇用し

た場合、近隣市町村との均衡を考え、年に２回

支給している。しかし、４月２日からの契約だ

から、年に１回。この１日の違いというのは、

どうして発生するのか。 

 どうも、賞与を出したくないために、そうし

ているとしかとれないのですが、御説明願いま

す。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 ４月に雇用契約を行う場合、９月３０日まで

の契約をし、さらに１０月１日に６カ月延長の

更新をしています。 

 本来、次年度の雇用は想定していないため、

３月３１日までの雇用をお願いをしています。 

 保育園につきましては、卒園式後も、入園式

までの間、保育業務を実施していることから、

結果として、再度、同じ方を雇用する場合、地

方公務員法の規定に基づき、１年以上の雇用と

ならないよう、１日をあけた４月２日から雇用

しているところです。 

 決して、議員が御指摘される６月の特別賃金

を支給しないことを目的としているものではご

ざいません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 臨時職員の中には、先

ほどお尋ねしたように、何回も、連年の再契約

を繰り返して勤務してくださっている方がいる。

勤務内容が、正規職員と全く同じであるにもか

かわらず、この方々は、年のうちたった１日足
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りないために、何年何回、再契約を繰り返して

も、一切、夏の賞与はもらえない。 

 ６月の特別賃金を支給しないことを目的とし

ているわけじゃない、との御答弁でしたが、結

果的に、そうなっているのではありませんか。 

 １年間働いても、１日不足するだけで、それ

だけで冬、１２日分、手取りで７万円程度の賞

与しかもらえないという現実について。 

 そうして、先ほど、御答弁にあった、基準日

という観点から、１２月、１月、２月、３月の

４カ月分、４月、５月の１カ月分、１カ月と２

９日分。賞与という点では、全くのただ働きに

されている、私にはそう思います。 

 市長、こういうのを、何と言うか御存じか。

ほかの人ならいざ知らず、あなたなら御存じの

はずです。何と言うか。かわりに私が言います

わ、搾取と申します。 

 あなた、この点について、どのようにお考え

なのか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 保育園の臨時的任用職員の雇用形態につきま

しては、先ほど、答弁したような内容となって

おりますが、現時点におきましては、４月１日

に雇用していないために、６月の特別賃金を支

給できておりませんが、議員御指摘もございま

したような状況の中で、今後、保育現場と、再

度協議をする中で、雇用形態や改善点について、

真剣に検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 先ほど、私は臨時職員

の方にお話をお聞きしたと申しましたが、正規

の職員と同じように働きながらも、年間に市か

ら支払っていただく給与の総額は、大体、１８

０万円ぐらいで、手取りは１１０万円程度にな

ると。日給月給なので、出勤日数は多くて２３

日、正月などの休みが多い時期には、１５日程

度にしかならないので、手取りだと８万円ぐら

いになってしまう。生活が大変であるというこ

とでした。 

 今、とかく騒がれているワーキングプアの問

題が、地方自治体にまで及んでいるという指摘

がなされています。市長はその点をどのように

お考えなのか、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 答弁のために、前段から説明申し上げますが、

近隣市町村の賃金の状況は、四万十市、宿毛市、

三原村が７，４００円、土佐清水市が７，２０

０円、大月町が７，１００円となっております。 

 賞与については、四万十市が勤務日数に応じ、

最高約１カ月分、土佐清水市が６カ月勤務の場

合、１カ月分と、宿毛市より雇用条件がよいと

いった状況であります。 

 また、大月町と三原村が勤務日数に応じ、３

万円、５万円となっています。 

 また、県内他市の把握できている状況では、

雇用期間を最長１１カ月としているところや、

賞与がないところもございます。 

 市町村ごとに差が見られますが、宿毛市の臨

時保育士の場合が、特に給与体系が厳しいとい

う認識は持っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 法律上の規制があると

はいえ、毎年、契約を更新し、しかも１３年以

上とか、長い人では、２０年、２５年と、臨時

職員を続けている。 

 この方々、臨時の、今現在では、年間３６４

日となっているこの契約を、何十年重ねたとこ

ろで、退職金がびた一文出る当てもありません。 

 私が、これらの方々のお話をお聞きする中で、

一番びっくりし、愕然としたことは、臨時職員
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のおかれている金銭的な待遇もさることながら、

生活が大変であるし、待遇の改善を何とか図っ

てもらえるように、議員に働きかけてもらいた

い気持ちはある。けれども、もし、私が今の境

遇に不満を抱いているということが知られたら、

次の契約をしてもらえなくなるのではないか。

それを思うと、あまりと、言葉を濁した。そう

いう方がいたことです。 

 私はびっくりしました。自分たちの直面して

いる問題について、説明した。そうして、その

ことが議会での質問につながった。それを理由

に、報復的なことがなされたとしたら、それは

大きな問題なのであって、少なくとも、宿毛市

は、あなたが想定しているような、一昔も二昔

も前の、ひょっとすると大昔、あるいは、今現

在も、悪質な民間事業でなされていると聞く、

組合などの組織を持たない、弱い立場であるこ

とをいいことにして、労働者に対する雇用の断

絶などといった形での報復をちらつかせながら、

口封じをし、劣悪な境遇のまま、こき使う、そ

んな事業体ではない。そのことだけは信用して

ほしいと、私は説明するしかありませんでした。 

 この方々、契約の切れる３月が近くなると、

来年もまた雇ってもらえるのだろうか。これま

で、保育園一筋でやってきて、今さらほかの仕

事といっても、そう簡単にはいかない、そんな

不安に、毎年、毎年おびえながら、園長先生か

らの評価が気になって仕方がないと、そんな話

もお聞きしました。 

 臨時職員とはいっても、正規の職員に比べる

と、契約対象となっている期間が１年に１日足

りないとはいっても、やっていることは、正規

の職員と同じように、クラスも受け持ち、サー

ビス残業にもつき合っている保育現場のベテラ

ンですよ。 

 こんな方々が、初めて臨時に採用され、保育

園で勤務する方と、全く同額の日給月給である

上に、毎年の契約についても不安を抱えて、困

惑する。市長、この現実をどうお考えですか。

何とかするべきではありませんか。 

 もしも、それが改善できないとすれば、何が

原因なんですか。毎年、毎年の契約更改ではな

しに、一定期間継続して、夏、冬のボーナスも

ちゃんと支給できるし、日給月給ではなしの、

もっと安定した雇用形態をとる方法はないです

か。その点、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 安定した雇用形態をとる方法はないかと、こ

の質問でございますが、全国の自治体では、構

造改革区域を設定をし、特区の認定を受けるこ

とにより、保育業務の臨時的任用職員の任用期

間を、最長３年間に延長することで、保育士を

安定的に配置できる取り組みを行っている自治

体もあります。 

 宿毛市においても、保育士の確保は非常に重

要だと考えておりますので、こうした構造改革

特区に該当するかどうかも踏まえて、今後、調

査研究してまいりたいと思っております。 

 重ねて答弁いたしますけれども、臨時の職員

の皆さんが、御提言や御意見をいただいた、そ

ういうことに対して、報復的な対応をとる、そ

ういうことは全くありません。そのことについ

ては、信用していただきたい、このように思っ

ています。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ここに、地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律、最

終改正平成２４年６月２７日法律第４２号とい

う文書があります。 

 また、それに関連して、総務省自治行政局公

務員部長の名で、平成２６年７月４日付で出さ

れた「臨時非常勤職員の任用等について」とい
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う文書があります。その後者、総務省の文書の

中から、今回の質問に関連する部分を抜粋して

読み上げます。 

 任期付職員制度は、各地方公共団体の行政運

営において、最適と考える任用勤務形態の人員

構成を実現するための手段の一つであり、本格

的業務に従事するものとして位置づけられ、相

応の給与や休暇等の勤務条件が適用されるほか、

３年ないし５年以内という、複数年の任期を設

定できる制度です。 

 総務省としても、現行制度の効果的な運用等

の事例を初めとした、必要な情報の提供や、検

討を、引き続き行ってまいりますので、各地方

公共団体におかれましても、臨時非常勤職員に

かえて、任期付職員を任用するなど、制度のさ

らなる活用について、検討をお願いいたします。

と、このように書かれています。この文書。 

 別に、先ほど言われた、「構造改革特区」な

どという、ただし書きなどなしに、宛先は、各

都道府県知事、各指定都市市長、各人事委員会

委員長殿となっていますが、今、読み上げまし

た文書に引き続いて、各都道府県知事におかれ

ましては、貴都道府県内の市町村に対しても、

この旨、周知いただきますよう、お願いいたし

ます。となっています。 

 また、同文書に附随する別紙において、先ほ

ど申し上げました１の部分の、臨時非常勤職員

の任用等についてに引き継ぐ、２の任期的職員

の任用等についてという部分では、現在、臨時

非常勤職員制度により対応している、具体的な

任用事例について、本格的な業務に従事するこ

とができ、かつ複数年にわたる任期設定が可能

である場合には、任期付職員制度の積極的な活

用について、検討されたいと、このように、臨

時職員から任期付職員への転換を促すような内

容となっています。 

 さらに、同文書においては、再度の任用につ

いてという部分があり、臨時非常勤職員の再度

の任用の場合と同様に、任期付職員として任用

されていたものが、任期終了後、改めて適切な

募集を行い、競争試験、または選考による能力

の実証を経た上で、結果として、再度、同一の

職に任用されることは妨げられないとも記され

ています。 

 当宿毛市においても、平成２７年３月２３日

付条例第２号として、宿毛市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例という形で、一部につ

いては、反映されたものとなっていることは御

承知のとおりですが、この制度、市立保育園の

臨時職員に関しても、適用できる部分はありは

しませんか。その点、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 御質問の答弁に対しま

して、詳しく、また細かく答弁する必要があり

ますので、担当課の総務課長に答弁をさせます。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、山戸議

員の御質問にお答えします。 

 任期付の採用については、議員がおっしゃら

れるように、宿毛市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例で規定をしており、採用できる

場合は、次の６項目となっております。御説明

をさせていただきます。 

 １点目が、専門的な知識、経験を有する職員

の育成に、相当の時間を要するため、職員の部

内で確保することが、一定の期間、困難である

場合。 

 ２点目が、専門的な知識、経験が急速に進歩

する技術にかかるもので、有効に活用すること

ができる期間が、一定の期間に限られる場合。 

 ３点目が、当該専門的な知識、経験を有する

職員を、一定の期間、他の業務に従事させる必

要があるため、職員を部内で確保することが、

一定の期間、困難である場合。 
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 ４点目が、当該業務が、公務外における実務

の経験を通じて得られる、最新の専門的な知識、

経験を必要とするものであることにより、有効

に活用することができる期間が、一定の期間に

限られる場合。 

 それから、５点目が、一定の期間内に終了す

ることが見込まれる業務。 

 最後、６点目が、一定の期間内に限り、業務

量の増加が見込まれる業務としており、いずれ

も必要とする、具体的な期間、目的を明らかに

できなければ、任期付職員として雇用するのは、

現時点では、適用が難しいものと考えておりま

す。 

 また、臨時的任用職員の場合、現状では、地

方公務員法の制約により、１年以上の連続した

雇用はできませんが、より質の高い人材を集め、

保育サービスを充実していくためにも、雇用条

件を見直していくことは課題であるという認識

は、議員御指摘のとおり、同様でございます。 

 県内市町村の動向はもちろんでありますが、

先進的な取り組みを取り入れている市町村につ

いて、調査研究をしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） ただいまの御答弁には、

ちょっと驚きました。保育士の事例が、６項目

にわたってお述べいただいた事項の、どれにも

該当しない。そんなはずはございませんがね。

私には納得がいきません。どうしてそういうこ

とになるのか。 

 しかし、ここでそのことを争うつもりはあり

ません。 

 先ほど、私は、総務省の平成２６年７月４日

付の文書を引用した中で、総務省としても、現

行制度の効果的な運用等の事例を初めとした、

必要な情報の提供や、検討を引き続き行ってま

いりますので、と読み上げさせていただきまし

たが、総務省は、やはり、その文書の言葉どお

り、同年１２月付で、任期付職員制度活用事例

集という文書を出しています。 

 これ、宿毛市には来ていませんか。御存じな

ければ、少し御説明いたします。 

 任期付職員の主な活用事例として、ＩＴ関係、

一般事務等から始まって、文化財保護、その他

まで１１項目ある中で、９番目、福祉関係のそ

の中に、保育士という項目が含まれています。

大阪市、枚方市、会津若松市、六ヶ所村、半田

市、鳥取市、真庭市と、七つの事例が報告され

ていますが、大阪市では１２７人、枚方市、９

３人、六ヶ所村、人口１万９７２人の六ヶ所村

で、保育士２０人。半田市は、保育士、幼稚園

教諭１４７人と、保育補助３１人。鳥取市、７

７人、真庭市、８４人等々です。 

 既に、臨時職員から任期付職員へと、転換し

た実例が紹介されているではありませんか。 

 現時点で適用が難しいと、六つの項目をお答

えいただきましたが、これらの市や村では、既

に実施しているのですよ。 

 現状では、地方公務員法の制約により、１年

以上の連続した雇用はできませんとの御答弁に

もかかわらず、総務省では、臨時職員から、３

年から５年の任期付職員への切りかえを、さっ

き引用いたしましたように、推奨している。 

 そして、その実例まで、ちゃんと紹介してい

ます。より質の高い人材を集め、保育サービス

を充実していくためにも、雇用条件を見直して

いくことは、課題であるという認識は同様であ

りますとの御答弁、すぐにでもその研究に取り

かかっていただきたい。 

 その点、市長の再度の御答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 議員御指摘の、任期付職員制度の活用事例集、

その事例の中における保育士の任期付職員につ

いては、民間委託や、保育園の統合を見据え、

雇用しているために、６項目中の５としてあり

ます、一定の期間内に終了することが見込まれ

る業務と、六つ目の一定の期間内に限り、業務

量の増加が見込まれる業務の部分に該当するも

のと考えております。 

 こちらにつきましては、平成２６年８月に、

臨時非常勤職員及び任期付職員の任用に関する

質疑応答集の中でも、業務の終期を確定してい

くことや、業務量の変動予測に基づき、体制強

化の終期や、体制の見直しの時期を、あらかじ

め決めておくなども工夫することなどにより、

とございます。 

 宿毛市では、民間委託や、保育園の統合への

具体的な時期や、その終期の見通しが、現時点

において、新小筑紫保育園以外には確定してい

ないために、現状では、本制度の適用は難しい、

このように考えております。 

 しかしながら、先ほども答弁いたしましたよ

うに、今後、保育園現場との協議を深めていく

中で、よりよい雇用形態について、真剣に検討

をしてまいりたい、このように考えております。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） ８番山戸 寛君。 

○８番（山戸 寛君） 今の活用事例と、質疑

応答集に関する御答弁、民間委託や保育園の統

合を見据えた、雇用ということが必須条件であ

るかのようにおっしゃいますが、確かに大阪市、

枚方市、会津若松市の例には、一部の保育所の

民営化や、統合の記述があります。 

 しかし、全てが全て、そうでなくてはならな

いということにはなっていない。 

 例えば、真庭市、臨時非常勤職員で任用して

きた職のうち、本来、臨時的任用職員では対応

できない業務や、資格を必要とされる職種等で、

１年を超えて必要とされる職について、４条、

任期付職員や任期付短時間勤務職員の職として

転換したとなっています。 

 この４条というのは、先に御紹介した最終改

正、平成２４年６月２７日法律第４２号の第４

条のことです。 

 最新の市の広報に、千寿園の任期付職員の募

集の記事、載っていました。千寿園は、確かに

民間への移行が想定されている事例ですので、

御答弁のとおり、問題ないとして、この募集、

根拠となる条例は、今のところ、それ以外には

ありませんので、先ほど、市長の御答弁にもあ

りました、宿毛市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例ということになるのでしょうが、

この条例、千寿園の職員には、そのままでは適

用できない部分がある。その部分をどうするの

か、議会での説明は一切なされておりません。 

 第７条３項、一読して理解できる人は、まず

いませんよ。私は、５回読んでもわからなかっ

た。だから、理解するのはあきらました。 

 この件については、今回の一般質問では通告

いたしておりませんので、答弁は要りません。

委員会の場で詳しくお尋ねいたしたいと思いま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

 臨時雇用や派遣社員の問題は、これからます

ます大きな課題となってくることが予想されま

す。 

 自治体内部のワーキングプアという新たな視

点についても、観点についても、今後はより厳

しい視線で吟味されることとなってくるでしょ

う。 

 当市においても、苦しい財政状況とはいえ、

真剣に御検討くださる中で、積極的な改善に向

けて、お取り組みくださることをお願いします。 

 私の一般質問はこれで終わるんですが、市長、

何かございましたら。ございませんか。 

 もし、何かございましたらですけれども。 
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 では、これで私の一般質問を終了させていた

だきます。どうもありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時５４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０６分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） こんにちは。２番、

川村三千代です。２度目の発言席、質問の場と

なりました。なかなか緊張というものはほぐれ

ないものですけれども、今回も頑張って質問い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 今回、私は、大きく三つの項目に分けて、御

質問を申し上げます。 

 まず、一番初めは、太陽光発電システムにつ

いてでございます。２０１１年３月１１日の東

日本大震災による福島第一原子力発電所の事故

によりまして、原子力発電への安全性が崩れ、

そしてまた、その危険性が強く叫ばれることと

なりました。 

 そういった中で、自然エネルギー、再生エネ

ルギーに関する、非常に興味、関心が高まりま

して、国としても、それを推進してまいりまし

た。 

 特に、２０１２年７月１日から、経済産業省

が再生可能エネルギーによる発電電力の固定価

格買取制度を導入いたしまして、それにより、

収益可能な事業として、多くの自治体、そして

また、企業が積極的に取り組んでまいるように

なりました。 

 一般の御家庭の屋根ですとか屋上ですとか、

そういったところに太陽光発電のパネルを取り

つけているところも、多く見受けられますが、

最近では、耕作放棄地や遊休地といった、日当

たりのいい空き地に多くの太陽光発電システム、

設置をされているのを見受けられるようになり

ました。 

 一般の御家庭は別といたしまして、あのよう

な空き地、丘陵地に宿毛市内、どのような数、

どのような場所に、どのような規模で設置をさ

れているのか、その現状を、市としては把握な

さっておられるのでしょうか、市長、お答えく

ださい。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ２番、川村議員の一般

質問にお答えいたします。 

 宿毛市におきましても、太陽光発電に係る施

設が増加している、このことは承知をしており

ますけれども、太陽光発電システムは、市町村

に対する許認可や、届け出の義務が発生いたし

ませんので、設置者や設置個所、または設置の

数等につきまして、詳細なことについては、把

握はいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） もちろん、私有地の

活用のことですし、そういった状況の中、市と

して、十分な把握ができていないことは理解が

できます。 

 ただ、太陽光発電システムというのは、明確

な設置基準もないままに、どんどんと設置が進

んでいるという現状がございます。 

 先月の８月の台風１５号の襲来の折にも、高

知市内では、太陽光発電パネルの倒壊というよ

うな事故も起こっております。 

 そしてまた、宿毛市内にお住まいの方でも、

地域の方に、十分な説明がないままに、近くの

空き地に太陽光発電システムが設置をされるよ

うになって、何か戸惑いですとか、不安のよう

なものを訴える方もいらっしゃいます。 

 今、本当に、台風はもちろんですし、突風や
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竜巻といったような自然災害も多く発生してお

ります。 

 そういった観点からも、やはり市として、あ

る一定の状況把握は必要ではないかと思われま

すので、またこの点を、今後取り組んでいただ

ければと思います。 

 そして、太陽光発電システムに関しましては、

報道等でも御存じのように、近隣の土佐清水市

においても、非常に反対運動が起こるなど、問

題になっております。 

 土佐清水市の美しい大岐の浜の景観を乱すで

すとか、また非常に大きな、大規模太陽光発電

所、メガソーラーというものですから、その造

成に当たりまして、地域の住民の皆様の暮らし

にさまざまな悪影響を及ぼすということで、反

対運動が起こり、土佐清水市としても、その対

応に苦慮しているところでございます。 

 法的整備が十分に行き届いていないまま進ん

でいる、この太陽光発電システムでございます

ので、一つの市として取り組んでいくには、な

かなか法的拘束力もないということで、苦慮し

ている面もございますが、近隣の市で、このよ

うな問題が起こっております。けさの新聞では、

四万十市でも、やはり環境保全に非常に配慮が

なされていない太陽光発電システムの設置に関

して、何らかの制定、制限を設けようと、いろ

いろ各市町村動いております。 

 宿毛市としても、この問題に関しまして、何

か取り組み、対応は考えていらっしゃいますで

しょうか、お願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 土佐清水市のような問題が起こった場合の対

応についてということでございますが、太陽光

発電所設置に関する法規制がない状況の中で、

大規模な開発計画が進行し、自然破壊を懸念し

た地元住民が中心となり、反対署名活動を行っ

て、県や市に建設中止を訴えている問題だと、

このように認識はいたしております。 

 今回の土佐清水市の問題について、具体的な

ところは把握はしておりませんけれども、通常、

こういった計画がなされる場合は、森林であれ

ば林地開発、都市計画区域内であれば都市開発、

農地であれば農地法、あるいは農振法などによ

る許認可の制度が適用され、各法に基づき、適

正な運用が図られてきているものと、このよう

に考えております。 

 しかしながら、こういった開発行為は、法規

制の範囲内であっても、周辺環境と調和のとれ

た土地利用が必要と考えております。 

 今後、宿毛市において、同様の案件が生じた

場合には、どのような対応が図れるのか、その

時点で検討してまいりたい、このように考えて

おります。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 太陽光発電システム

につきましては、本当に太陽光バブルという言

葉も生まれるほど、本当に急激に進んでまいり

ました。 

 自然に優しいエネルギー、環境に優しいエネ

ルギーという名のもと、環境保全、またそうい

ったものに配慮がないままに進んでいる側面も

あります。また、自然に優しいとは言いながら

も、設置のために森林を伐採するなど、明らか

に自然破壊を起こしているような、明らかに乱

開発というような、現状が進んでおります。 

 また、この太陽光発電システム、２０年後、

３０年後には、大量の産業廃棄物となるのでは

ないか。子や孫に、負の遺産を残すことになる

のではないかと危惧していらっしゃる方も、た

くさんいらっしゃいます。 

 市としても、そういった問題が本当に表面化

する前に、さまざまに取り組み、何とかガイド

ラインを設けるなり、明文化をすることにより、
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たとえ法的拘束力がなくても、宿毛市として、

毅然とした態度を示すことが、ある一定の抑止

力にもなろうと思いますし、注意喚起にもつな

がってまいると思います。 

 どうか、今後の取り組みを期待しております

ので、よろしくお願いをいたします。 

 そして、続いての質問ですが、これは若干、

これまでとは視点が変わってまいりますが、同

じく太陽光発電システムということで、御質問

をさせていただきます。 

 平田にあります西南中核工業団地内にも、こ

の太陽光発電パネル、取りつけてある土地がご

ざいます。工業団地というのは、当初の目的と

いたしましては、雇用の創出、ひいては、若者

の定着、定住、地域の発展、そして活性化に寄

与するという目的でつくられた団地でございま

す。 

 太陽光発電システムのメリットの一つといた

しましては、設置後、余りメンテナンスの必要

がないということがございます。メンテナンス

の必要がないということは、つまり、雇用を創

出することが少ないということにもなりますし、

ひいては、地域の経済活動への貢献度は低いと

いうことになってまいります。 

 この西南地域工業団地内の太陽光発電システ

ムの設置について、市としては、どのようにお

考えなのか。ひいては、今後の西南中核工業団

地の将来、市としてはどのようにお考えなのか

をお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 西南中核工業団地内の太陽光システムの設置

についてでございます。 

 高知西南中核工業団地内における太陽光発電

事業につきましては、主たる事業を行っている

企業が、同じ敷地内の遊休地を活用して、太陽

光発電を行うことは、法的に認可されています

が、１区画で太陽光発電事業のみを行う場合は、

農村地域工業等導入促進法の規定に基づき、高

知県が定めた宿毛市平田地区、西南中核工業団

地のことですけれども、係る農村地域工業導入

実施計画の中で、導入すべき対象業種に含まれ

ておりません。 

 現在、太陽光発電事業のみを、工業団地内で

行っている事業者は２社あり、この設置業者に

対しては、事業施工前に、高知県企業立地課と

ともに、対象業種に含まれていない事業である

ことの指導を行っております。 

 しかしながら、農村地域工業等導入促進法で

は、法律に違反した場合の罰則規定が記載され

ておらず、また都市計画法に基づく用途地域指

定の制限にもかからないこと等により、現状で

は、この２社の操業を制限する手だてがない状

況であります。 

 高知西南中間工業団地の造成の目的は、御指

摘のように、幡多地域の雇用の場の創出であり、

このような雇用を生まない太陽光発電事業の進

出は、当初の目的とは大きく違い、大変遺憾に

思っております。 

 本市といたしましても、今後、どのような対

策が可能か、県とともに研究してまいりたい、

このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 西南中核工業団地、

本当に宿毛市とさまざまな御縁があり、また積

極的な誘致活動によりまして、県内外の多くの

企業が進出をしてくださいました。 

 その後、バブルの崩壊等、長引く景気の低迷

もございまして、撤退した企業もある中、その

ような中でも、この地理的条件の厳しい宿毛市

にとどまって、操業を続けていらっしゃる企業

の方がいらっしゃいます。 

 本当に、そのような方々にとりましては、太
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陽光発電システム、ある意味、裏切られたよう

な思い、やる気をそがれるような思いで見詰め

ていらっしゃる方も多いと思います。 

 そしてまた、地域の住民にいたしましても、

西南中核工業団地の将来、未来について、不安

視する声もあがっております。 

 市としても、また積極的にその辺を取り組ん

でいただきたいと思います。 

 あいている土地、それを有効活用することは

もちろん必要ですけれども、未来へつながる、

発展性のある土地活用を、どうかよろしくお願

いをいたします。 

 本当に太陽光発電、まだまだ発展途上の事業

でございます。プラス面ばかりが強調されまし

て、推進された事業でございますが、プラス面

はもちろん、マイナス面にも目を配りながら、

進めていかなければならない事業だと思います

ので、宿毛市としても、その辺、積極的に取り

組んでいただきたいと思います。 

 以上で、太陽光発電に関する質問は終わらせ

ていただきます。 

 ２番目の質問でございます。 

 ２番目は、南海トラフ地震に備えての河川・

海岸堤防の津波対策についてでございます。 

 こちらのほうにつきましては、昨日、山本議

員も質問をなさっておりましたし、９月２日の

高知新聞の朝刊にも掲載をされておりました。 

 南海トラフ地震が発生しました折には、地殻

の変動によりまして、約２．４メートルの地盤

の沈降が想定をされております。そして、津波

や堤防の損傷などにより、宿毛市市街地は、長

期の浸水が予想されており、その後の復旧や救

助に、大変、困難を生じさせるということで、

対策がとられております。 

 今、この対策がどの程度進んでいるのか、ま

た、県の事業ではありますが、市としては、ど

のようにかかわっていかれるのか、この点を御

説明お願いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 南海トラフ地震に伴う地盤沈降、及び津波に

より、宿毛市の中心市街地が、広範囲かつ長期

的に浸水することによって発生する、被害に関

する有効な防災・減災対策を検討するために、

平成２５年に、国、県、市の行政機関により、

宿毛市長期浸水対策検討会が設置され、本年３

月に、その検討結果を取りまとめて、対策方針

として、現在、公表をしております。 

 高知県では、その検討結果をもとに、松田川

や海岸堤防の耐震化と、かさ上げを計画し、８

月に市内の３支部、４地区で説明会を開催しま

した。 

 県の計画によりますと、宿毛市では、南海ト

ラフ地震時に、地盤が最大で２．４メートル沈

降するために、満潮時に海水が市街地へ流入し

ないよう、地盤沈降後も、堤防の高さが平均満

潮位より５０センチメートル程度高く確保でき

るよう、現在の堤防高さを１メートル程度、か

さ上げすることとしています。 

 今後のスケジュールについては、検討会の中

で、松田川堤防、新田、高砂、大深浦西側の海

岸を、平成３１年度まで。片島、大島北側、大

深浦東側海岸を、平成３６年度までに完成をさ

せ、大島南側海岸を、平成３７年度から着手す

ることとしており、宿毛事務所では、これに向

けて取り組んでまいっております。 

 宿毛市といたしましても、このような県の説

明会を含め、事業の推進につきましては、積極

的に協力をしてまいりたいと。説明会にも出席

をしており、県と一緒に取り組んでまいりたい

と、このように考えておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） この７月、８月には、
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地区長さん、そして地域住民の皆様への説明会

が開かれてたとお伺いをしております。そうい

った説明会の中で、地域の方々から出た御意見

や、御要望がございましたら、この場で教えて

いただけますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 説明会での住民からの意見について、御答弁

させていただきます。 

 地元説明会においては、宿毛地区は、８月７

日に宿毛文教センター、和田地区は、同月２２

日に和田集会所、二ノ宮地区は同じく２５日に

二ノ宮集会所、西地区は、２８日に片島公民館

で開催されました。 

 住民からは、津波の避難想定についての細か

い質問のほか、かさ上げについては、最大は無

理だが、宝永の南海地震クラスを守るよう、高

くしてほしいとか、河川堤防の未対策区間につ

いても、耐震化してほしいとの要望があがる一

方で、海とのかかわりが深い地域では、日常の

生活や、漁業を営む関係から、上げられると困

るや、かさ上げをすると、景観が悪くなるなど

の意見があがりました。 

 また、止水対策はわかるが、内水排除はどの

ようにするのかといった質問もあり、検討会で

は、中村河川国道事務所と大洲河川国道事務所

で、９台の排水ポンプ車を保有しているので、

これを活用する計画になっていると、県が答弁

をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 防災対策、減災対策

に関しましては、本当に地域の皆様の協力が、

何よりも必要でございます。 

 私も、特に、海岸部に住んでおられる方々に

は、堤防がかさ上げされることによりまして、

風通しですとか、日当たり、また、本当に精神

的に圧迫感を感じるなど、不安を訴える方の声

も耳にしております。 

 また、海岸部でお仕事をなさっている皆様方

にも御不便をおかけし、御不自由な思いをさせ

ることと思います。ただ、そういった皆様のお

力添えをもちまして、こうして防災対策、進ん

でいくのでありますし、市としても、住民の皆

様に寄り添い、円滑に合意形成が図られるよう

に、市としても取り組んでいただきたいと思い

ます。そして、市民の皆様にも、今後ともよろ

しく御協力をお願いをいたしたいと思います。 

 これで２番目の質問を終わりまして、最後の

質問に移らせていただきます。 

 市長の今後の市政への取り組みに関してでご

ざいます。 

 市長は、前回の６月議会で、今期限りという

表明をなさいました。もう、残る任期もあとわ

ずかでございます。 

 市長は、この１２月にも１２月議会、この議

場に立たれることと思いますけれども、１２月

議会の前に、１２月６日には、宿毛市市長選挙

の投開票が行われます。真の意味で、沖本市長

がこの議場に立たれ、答弁をなさるのは、ある

意味、この９月議会が最後ではないかと思われ

まして、私、質問させていただきます。 

 市長、あと残る任期わずかとなりましたが、

これからどのような姿勢で、宿毛市政に取り組

んでいくのか。そしてまた、この４年間の思い

も含めて、お聞かせをいただければ幸いでござ

います。お願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ６月議会で、松浦議員からも、思いなどにつ

いての質問をいただいておりましたので、若干、

同じところもあろうかと思いますけれども、お

答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、私が市長在職中、常に念頭にあったの
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は、市政は常に公平公正でなくてはならない、

こういう思いでございました。 

 市民が、市政を信頼して初めて、さまざまな

行政課題を進めることができる、こういう思い

からでございまして、この４年近く、市民から

は、そうした評価をいただいている、私はその

ようにも思っておるところでございます。 

 就任以来の取り組みにつきましては、私が就

任したこの年の平成２３年３月１１日には、東

日本大震災が発生していました。 

 翌年の平成２４年３月には、南海トラフ巨大

地震、津波の甚大な被害想定が国から公表され、

さらに詳細な内容が、県からも明示されました。 

 今日まで、この就任の期間中、地震や津波な

どの災害から、市民の命と財産を守る、さまざ

まな事業推進が、私の最大の重点課題であり、

危機管理課を設置し、全庁で連携して、全力で

取り組んでまいりました。 

 これからは、整備してきたさまざまな施設や、

あるいは事業を利用して、市民の防災意識の向

上を図っていただきたいと思います。 

 中でも、多大な予算で整備する防災行政無線

を使って、多様な情報収集と、発信が可能なシ

ステムに拡充し、防災力の向上につなげていた

だきたい、このように思っております。 

 産業の振興についても、常に検討し続けてま

いりましたけれども、県の産業振興計画に組み

入れて、農業、漁業、水産加工業を初め、各分

野で、大きな成果が出てきていると思っており

ます。 

 木質バイオマス事業の誘致が実現しましたけ

れども、宿毛市での貴重な事業、林業の振興の

かなめになる、このように考えております。 

 大いなる可能性を秘めた事業であり、宿毛森

林塾をさらに拡充し、林業関係者をふやすこと

で、これからの林業、山間地域の振興につなげ

てほしい、このように思っております。 

 産業祭については、大勢の市民の皆さんが集

まり、市民が触れ合い、地元産業を共有し合う

基礎ができたと認識しています。 

 開催内容を工夫し、市民が活用する事業とし

て、継続をお願いしたいと思っております。 

 高速道路の宿毛愛南町間の高速道路整備は、

愛南町長と連携をし、関係団体の協力で、本年

４月に計画段階評価路線の認定をいただきまし

た。 

 宿毛湾港と連携するまちづくりのもとができ

るものと判断をいたしております。 

 その宿毛湾港につきましても、平成２９年度

には完成する予定です。事業費の約１割近くを、

厳しい市財政の中から捻出してきました。高知

県の、愛媛県や九州との西の玄関口として、将

来なくてはならない港になることを信じて、整

備をしてまいりました。ぜひ、次につなげてい

ただきたい、このように思っております。 

 横瀬川ダムが本体着工へと進んでいますが、

同時に、内水対策を重視する河川の整備計画を

策定し、洪水への対策を位置づけることができ

ました。 

 この計画を生かし、平田や芳奈の内水洪水対

策、これを今後進めていただきたい、このよう

に思っております。 

 スポーツにつきましては、マラソン大会は再

開しました。宿毛球場のキャンプ、そして総合

運動公園でのサッカー大会など、各種大会が数

多く開催をされるなど、宿毛での宿泊客の確保

にも、大きな役割を果たしています。 

 総合運動公園には、球技場の整備も進めてい

ます。今後も運動施設を利用して、市民あげて

のスポーツの振興につなげていただければと思

っております。 

 こうした取り組み事業を進めてまいりました

けれども、人口減少の流れをとめることはでき

ておりません。現在、地方創生のまち・ひと・
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しごと宿毛市総合戦略を、民間委員が審査をす

る政策審議会に諮問をしており、１０月には策

定を終える予定であります。 

 この総合戦略をもとに、今まで進めてきた事

業を総括しながら、市民とともに、共有、協働

して、すばらしい市政を実現してほしい、この

ように思っております。 

 あと残された期間、数カ月しかございません

けれども、きちっと今までのことも総括もしな

がら、次の市政につなげていけるよう、市職員

と一体となって、事業を進めてまいりたいと、

このように思っております。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 私が市長を初めてお

見受けしましたのは、先ほどの答弁でも出まし

たが、産業祭の折でした。昨年１１月に開催を

されました産業祭の開会セレモニーで、沖本市

長のお姿を初めて拝見をいたしました。 

 あの産業祭開会セレモニーが始まる、その直

前に、市長はたしか奥様を亡くされたばかりで

ございました。 

 私は、当然、開会セレモニーは副市長が代理

を務められるものだと思っておりました。とこ

ろが、市長は、本当にいつもと変わらぬ穏やか

な笑顔で、開会セレモニーを務めていらっしゃ

いました。 

 私、そのお姿を拝見しました折に、本当に、

奥様が、市長時代はもちろんのこと、それ以前

の市議会議員、県議会議員と、長きにわたり、

市長が地域のため尽くしてこられたのを、陰と

なり日なたとなり、献身的に支えていらっしゃ

ったのだと、奥様のお姿を見る思いがいたしま

した。 

 あの場に市長が出られるということは、選挙

公約にも掲げていらっしゃった産業祭でござい

ます。市長にとっては、あのセレモニーを無事

に務めることが、奥様の何よりも御供養になる

と、そう決断、判断をされての御出席だったと

思っております。 

 市長のそのお姿、本当に敬服をいたしました。 

 そして市長、私は、国会議員の事務所に長ら

くおりましたので、各市町村の職員の方と、た

くさん接する機会がありました。電話でのやり

とりが多かったわけですけれども、そういう私

の経験からしても、この宿毛市の職員の皆様の

電話応対、そして窓口応対は、県下でもトップ

クラスであると思います。 

 そして、市会議員となりまして、各部署のさ

まざまな方々と接する機会、お話をする機会が

ございまして、本当に宿毛市役所は人材の宝庫

だと思っております。 

 そして、このすばらしい人材を市役所に送り

込んでくださる宿毛市民の皆様、本当に限りな

い可能性がある、すばらしい市であると思って

おります。 

 市長、任期を全うするためには、市民の皆様

初め、市役所の職員の皆様、全ての皆様のお力

添えが必要でございます。任期を全うするため

にも、市民の皆様、そして市役所の方々に、一

言お願いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 川村議員の質問、ありがとうございます。私

も、常々思っておりました。宿毛市の職員は、

本当に優秀だなと。それぞれの分野において、

まさにプロフェッショナルと。常にどのような

相談にも応えることができる、そういう人材が、

この宿毛市の職員として、きちんと頑張ってい

ただいているということは、常に思っていたと

ころでございます。 

 そういう職員にも支えられ、そしてまた、多

くの市民の皆さんの御提案や御意見、あるいは、
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私はいつも思っているんですけれども、行政と

いうのは、市の行政と市民との関係があるんで

すけれども、その中に、さまざまな関係団体の

皆さん、民生委員であったり、地区長連合会で

あったり、消防であったり、さまざまな関係す

る人たちの協力と申しますか、活動、それはま

た、自主的な活動でもあるわけですけれども、

私は、その人たちの力を、本当にいただき、一

緒に協働していく中で、市政がスムーズに進ん

でいるということを、本当に思い続けてきたと

ころでございます。 

 そういう点で、ここまでそのような形で、と

もにすばらしい皆さん方と４年近く、市長とし

て、また自分は市会議員として４期近く、そし

て県議員、そして市長という形になったんです

けれども、この四半世紀にわたっての私の、と

にかく市民の皆さんの暮らしを向上させたい、

地域を発展させたい、そういう一念のこの四半

世紀であったと、自分では自負しておるわけで

ございます。 

 不十分なところ、たくさんあるのは、また当

然ではございますけれども、そのような思いを

こうして、貫くことができました。本当に心か

ら、全ての皆さんにお礼を申し上げまして、答

弁とさせていただきます。 

 最後まで、任期中、頑張ることも同じように、

約束をさせていただきたいと思います。本当に

ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） 私も、沖本市政の締

めくくりを、市議会議員という立場で、ともに

宿毛市のため、力を尽くせること光栄に存じま

す。 

 どうか最後までよろしくお願いをいたします。 

 以上をもちまして、私の９月議会の質問、終

了をいたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○副議長（山戸 寛君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） １０番、野々下昌

文でございます。通告に従いまして、一般質問

を行います。 

 私の今回の一般質問は、大きく分けて２題で

ございます。地方創生への取り組みについて、

また、子供の貧困対策についての２題を、質問

をいたします。 

 午前中の川村議員の質問に対して、市長は、

任期中、責任を持って取り組んでいくというこ

とでございます。この地方創生の取り組みも、

まさに今後、宿毛市の５年間の計画を、この１

０月までに、まさに沖本市長のもとで、計画を

決めていくとのことでございますので、しっか

り責任をもった、答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 この地方創生の大枠、説明は、皆さん御存じ

と思いますけれども、改めて国の取り組み、説

明しておきたいと思います。 

 政府は昨年１２月、日本の人口減少と将来展

望を示す長期ビジョンと、これを実現するため

の、今後５カ年の政策目標、施策を定めた総合

戦略の策定を発表しております。 

 長期ビジョンとしては、２０６０年に１億人

程度の人口を確保する。２０５０年代に、実質

ＧＤＰ国内総生産を成長率１．５％から２％程

度を維持するとしています。 

 総合戦略としては、四つの柱を設けておりま

す。 

 １番に、仕事づくりについて。２つ目に、人
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の流れについて。また、３番目に、結婚、出産、

子育てについて。また、４番目に、まちづくり

についてということで、四つの柱を設けており

ます。 

 この１番目の仕事づくりについて伺いますが、

２０２０年までの５年間で、地方に３０万人分

の若者向け雇用を創出する。つくり出すという

ことですね。 

 人の流れについては、２０２０年までに、東

京圏から地方への転出を４万人ふやしていく。

地方から東京への転入を６万人減らしていくと

いう取り組みでございます。また、結婚、出産、 

子育てについては、結婚希望の実現率を８０％、

夫婦の予定する子供の数、実現率を９５％にし

ようと、目標を掲げております。 

 また、４番目のまちづくりについては、小さ

な拠点の整備や、地域連携の推進などを挙げて

おります。 

 これらを受けて、本市でも、この夏から秋に

かけて、人口の現状分析や、将来展望を目指す

地方人口ビジョンについて、どのような考えを

持って取り組んでおられるのか。また、地方版

総合戦略について、どのような取り組みをされ

ようとしているのか、お伺いをしたいと思いま

す。 

 市民の誰もが、少子化の進展や地域の衰退に、

強い危機感を抱いております。 

 問題が解決することを、心から皆さん、願っ

ておるところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

 まず、初めに、地方創生に取り組む基本姿勢

についてですが、今回は、評価対象期間を５年

間で、具体的な成果をあげることが要請をされ

ております。その上で、策定も短期間、１年で

要請をされておりますが、地方は今日まで、地

域活性化のために何十年も試行錯誤を繰り返し

て、大変、苦労をしてきております。 

 私が覚えているところでは、１９８０年代、

ふるさと創生、竹下政権のもとで、各自治体に

１億円ずつ配って、本市でも、桜のまちにしよ

うということで、桜の木をたくさん植えました。

それが、今考えると、必ずしも成功とはいって

いないようなことも思います。 

 このようなまちづくりの教訓を、どのように

認識をしておられるのか、まずお伺いをいたし

ます。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） １０番、野々下議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 まず、地方創生の取り組みについての、地方

人口ビジョン。そうした中でも、過去における

まちづくりの結果を教訓とすべきではないかと

の質問でございます。 

 本市におきましては、これまで、住民福祉の

向上や、地域活性化のためのさまざまな施策を

行ってきました。 

 昭和５０年代からの施策として、平田町戸内

地区に、西南地域の中核となる工業団地を建設

することにより、新たな就労機会を創出し、人

口が増加に転じた時代もありました。 

 また、中学生以下の医療費無料化など、子育

て世代に対する施策に力を入れることで、合計

特殊出生率は、高知県下でも上位に位置するな

ど、一定の成果を上げている施策もございます。 

 一方、成果がわかりづらい、成功とはいえな

い施策もあるのではないかと考えております。 

 そして、活性化に向けたさまざまな取り組み

にもかかわらず、今日まで、若者の流出を初め

とする人口の減少や、少子化等が年々進行し続

けていることは、厳しい現実として、認めざる

を得ないと考えています。 

 この厳しい現実を認識しつつ、過去の取り組

みの現状を教訓として、次の施策へとつなげて

いかなければならないと認識しています。 
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 今後も、その時々の情勢を見きわめつつ、住

民が、明るく元気に住み続けられるような、豊

かで活力に満ちた宿毛市づくりを目指して、全

力を傾注してまいらなければならないと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） この地方創生につ

いては、石破地方創生大臣も、これまでの取り

組みには、二つの欠点があったと。 

 一つは、国民活動を巻き込む、国民運動にな

らなかった。もう一つは、それゆえに、持続で

きなかったことだというふうに言われておりま

す。 

 今回、この地方創生は、霞が関から、集落の

隅々まで、国民運動にしていかないと、長続き

せず、再びこれまでと同じ道をたどることにな

ると。国民運動にできるかできないかが最大の

ポイントであるというふうに、石破大臣も言っ

ております。 

 本市の総合戦略も、この計画が動かなければ、

何の意味もなさない計画になってしまいます。 

 そういうことも踏まえて、これから後の質問、

よろしくお願いをいたします。 

 本市の地方人口ビジョンについて、基本的な

方向性、取り組みについて、お伺いをいたしま

す。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市の人口ビジョンにつきましては、宿毛

市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の基本

になるものであり、本市における人口の現状を

分析するとともに、長期的、継続的に人口を維

持していけるよう、目指すべき将来の方向性や、

人口の将来展望を定めるものであります。 

 本年１０月末をめどに策定するため、現在、

民間委員等で組織する宿毛市政策審議会におい

て、協議を続けているところでございます。 

 本市では、平成１２年以降、死亡者数が出生

者数を上回る自然減少と、転出が転入を上回る

社会減が同時に続く、本格的かつ深刻な人口減

少局面に入っています。 

 特に、社会減による影響が大きく、進学や就

職を機に、１０代後半から２０代前半の転出超

過に加え、近年では、子育て世代の３０代、４

０代の転出もふえています。 

 また、自然減につきましても、本市の合計特

殊出生率は１．５７と、国や高知県の値を上回

って推移はしておりますが、国が示す人口維持

に必要な、合計特殊出生率２．０７とは大きく

乖離している状況が続いております。 

 宿毛市人口ビジョンの基本的な方向性といた

しましては、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの促進を初め、

子育て環境の充実や、安定した雇用の確保、結

婚、出産支援策の充実等を通じて、子育て世代

の安定、移住を促進し、若年層の流出を抑制す

るとともに、人口維持に必要な数値へと、合計

特殊出生率を上昇させることを、基本的な方向

としたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 人口ビジョン、非

常に取り組みとしては厳しい、目標としては十

分、そういう目標を立てるわけですけれども、

実際には、本当に厳しい取り組みになると。こ

れは感じます。 

 先日、私たちが行政視察で行った島根県邑南

町でございますが、日本一の子育て村構想とい

うことで取り組んでおりまして、安心して子育

てのできる環境整備に取り組み、平成２４年の

特殊出生率が２．６５で、過去５年間の平均で

も２．１５と、全国や島根県の平均よりも、か

なり高くなっており、５年、６年前から取り組

んできた環境整備が実ってきた結果だろうとい
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うふうに話しておりました。 

 このような取り組みも参考にしながら、これ

から宿毛市のそういう厳しい現実に向けて、取

り組んでいってもらいたいと思います。 

 次に、地方総合戦略について、柱となる４点

から、それぞれお尋ねをいたします。 

 まず、仕事づくりについてでございます。ポ

イントとなるのは、この５年間で地域の強みを

最大に生かし、稼ぐ力をつける。人材確保に知

恵を絞る、結集するということですね。 

 また、前議会で紹介しました、エコノミック

ガーデンのように、えこひいきをしてでも、や

る気のある人、やる気のある会社は伸ばしてい

くこと、それが地域の雇用創出へつながろうか

と考えます。 

 本市の取り組みについて、お伺いをいたしま

す。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 地方版総合戦略についてでございますけれど

も、宿毛市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

つきましては、宿毛市人口ビジョン策定時期と

同様に、平成２７年１０月末の策定を目指して、

現在、協議を続けております。 

 議員御指摘のように、安定した雇用の場を創

出するには、地域の強みを最大限に生かすとと

もに、民間活力の積極的な活用や、人材の確保、

育成が重要であると考えております。 

 本市の基幹産業であります農林水産業の進行

や、地元企業の成長支援、人材を育成する事業

等について取り組むことで、安定した雇用の場

を創出してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 今、市長が申され

ましたけれども、何といっても、本市の基幹産

業、一次産業なわけですね。今までも一次産業

で、ずっと伸びてきた市であります。 

 この一次産業に対して、若者が本市に住み続

けて、生活してもらえるためには、まず一次産

業の魅力を高めていくことであり、農林水産業

の魅力を理解するためには、この職業に接する

機会をふやしていくことを、小さいときから接

していくことが大事だろうと思います。 

 今でも取り組まれておりますけれども、小・

中学校からの職場体験や、また親子で体験でき

る場もふやしていくことが必要ではないかと考

えます。 

 そういう地道な取り組みをふやしながら続け

ていく中で、必ず、一人、二人と定住につなが

っていくものと確信をしております。市長の所

見をお伺いいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 再質問にお答えいたし

ます。 

 子供のころから、本市の基幹産業である一次

産業の魅力に触れられる機会をつくることは、

将来的に、若者の定住につながる可能性はある

と考えます。 

 現在、宿毛市内の中学校では、生徒の希望に

応じた職場での体験活動を実施しており、小学

校では、社会見学において、漁港等へ見学に行

ったりしているようであります。 

 また、各小・中学校でのキャリア教育におい

て、農業や水産業等に従事している方々を講師

として、学校に招聘し、それぞれの職業の大変

さや、喜びなどを講演いただくなど、地域で活

躍されている人材を活用した取り組みも実施し

ているようであります。 

 今後も、教育委員会でも十分に協議し、連携

を図る中で、子供たちが一次産業に触れる機会

をふやせるよう、取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 
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○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 総合戦略の２番目

の柱であります人の流れについてでございます

が、地方では、進学や就職を機に、転出をする

人が、転入者を上回る社会減が人口減少に拍車

をかけております。 

 いかに社会減を食いとめるか、また人を呼び

込むかがポイントとなろうかと思いますが、本

市の取り組み、基本的な取り組みについて、お

伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 人の流れについてでございますけれども、本

市の人口ビジョンの基本的な方向性、取り組み

についての御質問の中で、答弁をいたしました

ように、本市の人口減少の主な要因は、社会減

である、このように考えております。 

 この社会減を克服するためには、本市から都

市部等へ出ていく人の流れをとめることと、さ

らにあわせて、本市への新しい人の流れをつく

る必要があります。 

 そのためには、現在、住んでいる市民が、住

み続けたいと思える、魅力あるまちづくりと、

移住希望者に対する支援事業等を組み合わせて

行い、その取り組みを市内外へ広く情報を発信

することが重要であると考えております。 

 現在、策定中でもあります宿毛市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略においても、宿毛市へ

の新しい人の流れを創出することが、大きなテ

ーマとなっており、本市の地域資源を生かした、

戦略的なシティプロモーションを行い、定住人

口の増加と、移住者の増加、これを目指してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 定住者の増加、ま

たは移住者の増加を目指していくということで

ございますが、今の、隣の土佐清水市において

は、高知県内で近年増加している台湾人観光客

への対応を強化しようということで、台湾の大

学生を受け入れるインターンシップ制度を取り

入れて、土佐清水の町の中で働いていただいて、

また台湾へ帰ったときに、それを向こうで発信

してもらう、そういう取り組みが行われており

ます。 

 また、四万十市でも、食や観光面での交流を

見据えて、市長や議長等、台湾を訪れておりま

して、積極的なアジア向け外交戦略を展開をし

ております。 

 そういう面では、本市は、非常に出おくれ感

を否めません。今後の海外政策について、どの

ように、市長、考えておられるのか、お伺いを

いたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 他市に比べて、おくれているんじゃないかと

いう質問でもございますが、議員御指摘のよう

に、訪日外国人が１，０００万人を超えている

現状。さらに、中国を初め、アジアの地域から

多く訪れている現状を踏まえ、今後、新しい人

の流れをつくるには、本市の魅力を国内にとど

まらず、海外へも積極的に発信することは、大

変重要と考えます。 

 一方、宿毛市だけで誘客の施策を展開するよ

りも、現段階では、県単位、または広域での対

応が効果的であると考えております。 

 このため、幡多広域６カ市町村と高知県が連

携を図る中で、昨年度も、まち・ひと・しごと

創生総合戦略の上乗せ交付金を活用して、訪日

外国人の誘客を促進するための戦略や、広域ガ

イドマップの多言語化等の事業を実施するため

に、国に申請を行っております。 

 今後も、県や関係市町村と連携を図る中で、

交流人口の増加に向けて取り組んでまいりたい
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と考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 人の流れの再質問を行います。 

 県は、今、シニア世代の受け皿をつくろうと

いうことで、高知版ＣＣＲＣ研究というのを、

どういうことかといいますと、高齢者が健康な

うちに入居して、終身、過ごすことが可能な、

持続的なケアや、サービスが整った生活共同体、

集合住宅のこと、そういうことに県は力を入れ

て、そういう研究をしていこうということで、

県のほうは５月にそういう取り組みを発足して

おります。 

 東京で聞いてみますと、５１％の人が、退職

後、地方への移住を検討していると答えており

まして、健康で活動的な生活支援を提供できれ

ば、地域活性化にもなり、また子や孫の訪問に

より、流入人口の増加にもつながるわけですが、

この本市での日本版ＣＣＲＣをどのように考え

ているのか、見解をお伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 日本版ＣＣＲＣ、これはさきも言われました

けれども、継続的なケアつきリタイアメントコ

ミュニティーということの略語という形らしい

ですけれども、都市部からシニア層を呼び込む

施策でございます。 

 超高齢化が進む本市へのシニア層を呼び込む

という施策は、確かに人口がふえ、その方々を

支援するための雇用の場の創出にもつながる施

策であると考えますが、一方、宿毛市で定住し

ていく上で必要となるさまざまな施策、特に介

護保険事業や、国民健康保険事業、後期高齢者

医療等に関しては、大幅な負担が伴ってくるこ

とも想定しなければならないなど、制度がどの

ようになるのかが明らかになっていない状況で

ありますので、直ちに日本版ＣＣＲＣについて、

取り組むことは考えておりません。 

 本市といたしましては、まず、子育て世代に

対する定住、移住施策へ重点を置き、日本版Ｃ

ＣＲＣについては、今後の動向を見守っていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 再質問を行います。 

 本市には、子育て、定住政策に力を入れて、

このＣＣＲＣ、今後の動向を見守っていくとい

うことでございますが、やはり、ハード面はど

うしていくのか、また、誰がやっていくのかと

いう問題もあろうかと思いますけれども、県は、

文字どおり力を入れておりまして、また９月に

も、これも勉強会を行っているというような方

向に進んでおります。 

 そういう県との連携は、とられているのかど

うか、一言、お伺いいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 県との関係においては、まだこのような形で

の情報交換を含めまして、対策等については、

話し合いをしているということは聞いておりま

せん。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 県との連携がとれ

てないということですが、県も非常に力を入れ

て、取り組みを進めておりますので、連携をと

りながら、ＣＣＲＣについても、研究を進めて

いっていただきたいと思います。 

 続きまして、人の流れについて、再質問でご

ざいます。 

 今こそ、この地方創生の中で、幡多６カ市町

村の広域連携に力を入れることは必要ではない

かということを感じております。 
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 この宿毛市というのは、非常に観光資源が少

なく、流入人口も少ない地域であります。それ

ぞれの市町村の特徴、それぞれいいところがあ

るわけでありますので、６カ市町村、話し合い

をしながら、幡多地域への人の流れをつくる、

６カ市町村での連携協議が必要であると考えま

す。 

 この部分について、市長はどのように考えて

おられるのか、お伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほども御答弁いたしましたように、交流人

口を増加させるためには、国や県との連携はも

とより、幡多６カ市町村で、連携した取り組み

が重要でございます。 

 地方創生総合戦略の中にも位置づけておりま

す。 

 去る９月２日には、内閣府へ幡多６カ市町村

の、実際は５市町でございましたけれども、集

まりまして、幡多広域市町村で取り組む観光施

策の新規性、及び有効性について説明をし、一

定評価をいただいたところであります。 

 幡多広域観光については、幡多圏域全体の経

済活動が活発になることによる波及効果や、高

知県唯一の有人離島である沖の島と鵜来島にお

ける海洋レジャーの魅力や、スポーツイベント

の開催等、本市の持つ資源や魅力を広く知って

もらうことにもつながるため、今後も高知県や

幡多広域の市町村と連携を図る中で、交流人口

の増加に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） はたから見てて、

非常に宿毛市というのは、広域連携、弱いよう

に感じますので、そういう広域連携、強力に前

へ進めていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 続けて、四つの柱の中の、結婚、出産、子育

てについてでございます。 

 このポイントとしては、若い世代の結婚、出

産、子育ての希望をかなえていく。若い世代の

経済的安定や、妊娠、出産、子育てへの切れ目

のない支援につながっていこうかと思います。

本市の取り組みについて、お伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 結婚、出産、子育てに

ついての質問について、お答えをいたします。 

 人口ビジョンの策定に向けた取り組みの中で、

市民２，０００人を対象に、結婚、出産、子育

て等に関するアンケートを行いましたが、理想

とする子供の数は、３人と答えた割合が多くな

っている一方、経済的な理由等から、理想と現

実にギャップがあるということがわかりました。 

 結婚、出産、子育ての希望をかなえるために

は、経済的な不安や、子育ての不安等、各段階

に応じた、若い世代が持つさまざまな不安を取

り除く必要があります。 

 現在、取り組んでいる中学生までの医療費無

料化を初め、妊婦健診及び乳幼児健診の無料化、

子育て支援センターにおける育児支援など、子

育て支援に対する数々の取り組みを、切れ目な

く、継続して実施するとともに、新たな経済的

支援策等についても、地方創生総合戦略に盛り

込んでいきたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 新たな経済的支援

策も、地方創生に盛り込んでいくということで

ございます。また、切れ目のない住宅への支援

も行っていくということでございますが、私た

ち、このあいだ、行政視察へ、広島県の安芸高

田市というところに行きました。 

 ここでは、耐用年数の過ぎた市営住宅を２年

間かけて解体をして、子育て、婚活、定住促進
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団地購入補助金、また子育て・婚活住宅新築等

補助金、安全安心環境リフォーム補助金という

ものを制度化しておりました。 

 婚活世代が団地を購入する場合、１００万円

を上限として、購入額の１０％から３０％を補

助し、新築の場合は、市外の婚活世帯に対して、

５０万円、また市内の方には、２５万円等の補

助を行い、平成２５年から２年間で、土地と建

物２７件が売れております。 

 その中で、補助金は８２５万円を補助し、こ

の建物を、建築するときには、市内の業者を使

わなくちゃいけないということになっておりま

して、市内の建築業者の受注金額は５億６，０

００万ということになっておりました。 

 また、リフォーム補助金は、３年間でござい

ますが、２４４件ありまして、４，１６１万８，

０００円の補助を行い、市内業者の受注金額は、

５億２，０００万円となり、市の経済対策にも

大きく貢献している施策となっておりました。 

 本市にも売れ残っている、東平の土地である

とか、これをずっと抱えておくよりも、若者定

住への思い切った住宅支援策へつなげていくこ

とはできないか、考えるところでございますが、

市長の所見を伺います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 他の自治体での、さまざまな取り組みを紹介

していただく中で、本市の対策等を求めた質問

でございます。 

 宿毛市で結婚し、生活をするための土地や家

屋の購入に対する支援を考えるべきだという質

問でございますが、現在、県外から移住される

方に対しては、５０万円を上限とする住宅改修

補助金制度や、実質１万円程度の家賃で、入居

可能なお試し住宅の整備、空き家バンクの充実

など、国等の移住促進補助事業を活用して、さ

まざまな施策を、宿毛市でも実施しております。 

 しかしながら、本市に住んでいる若者が結婚

したときの住宅支援については、国等の有利な

補助事業もなく、特別に行っている取り組みが

ないのが実情でございます。 

 若者世代が、市外へ転出していく原因はさま

ざまあろうかと考えますが、住宅に対する支援

よりも、もっと優先されるべき課題があるので

はないか、このように考えております。 

 全ての事業を実施できれば望ましいのであり

ますけれども、限られた予算の中では困難であ

りますので、事業の優先順位、費用対効果等を

勘案する中で、若者の定住に向けた施策を実施

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 一つ、市長、確認

なんですが、東平の宅地なんか、ずっと、ほと

んど塩漬けに近いような形で、販売促進も進ん

でおりませんけれども、そういう土地を、聞き

ますと、今まで販売してきた人たちとの兼ね合

いとか、公平性という問題があって、なかなか

そう安くできないという話がございました。 

 そういう部分で、若い人たち、こういう今の

限界集落じゃないですけれども、消滅市町村と

いうふうな形で、将来、見られているのは、本

市のようなところで、若い人たちが結婚をして、

そういう土地を求めてきた場合に、本当に市長

の裁量で、安く売ってあげるとか、そういう施

策とかできないのか。 

 それは、もし裁量でできるものか、また、法

的な何か問題があるのか、そこのところ、お聞

きをしておきたいと思います。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 東平の市の土地に対し

て、市長の政治的な判断で、それを安く販売す

ることはできないかということであると思いま

すけれども、これは、さまざまな規定、制約が



 

－ 80 － 

ございまして、これは、私の政治判断でできる

という性格のものではございません。 

 また、そのことについての内容について、担

当のほうから、再質問に対してお答えさせてい

ただきますので、お聞きください。 

 よろしくお願いします。 

○副議長（山戸 寛君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、野々下

議員の質問にお答えします。 

 市長の政治判断で、宿毛東団地について、若

い人たちに安く売却できないかという御質問で

ございます。 

 地方自治法第２３７条に、財産処分について

の規定がございます。これによりますと、条例

または議会の議決による場合でなければ、適正

な価格なくして譲渡してはならないというふう

に規定されております。 

 また、これを受けまして、宿毛市財産条例に、

財産の減額譲渡について、規定をしております。 

 公用もしくは公共用、または公益事業の用に

供するために、地方公共団体または公共的団体

に譲渡するとき、というように、特定の個人に

譲渡することはできない旨を、規定をしており

ます。 

 したがって、市長の政治判断では、売却でき

ないということになっております。 

 しかしながら、宿毛東団地については、本年

５月号の「広報すくも」でも、分譲をＰＲさせ

ていただいておりますように、宿毛東団地建設

促進事業費補助金交付要綱を策定し、平成２７

年４月から施行をしております。建築面積が５

０平米以上の建築物について、坪当たり２万円

の補助金を創設しておりますので、ぜひこのよ

うな制度を御活用いただきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） わかりました。 

 次に４番目の、本市ではコンパクトな中心部

と、小さな拠点と連携についてのということで

ございますが、地域住民の力の活用であり、地

元の資源を生かす工夫や、地域内のきずなを強

くしていくことが、このコンパクトな中心部と

小さな拠点づくりということになろうかと思い

ます。 

 本市がどのような、まちづくりについて取り

組んでおられるのか、お聞きをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 コンパクトな中心部と、小さな拠点との連携

についての質問でございます。 

 議員御指摘のように、連携のポイントは、地

域住民の力の活用であり、地元の資源を生かす

工夫や、地域内のきずなを強くしていくことで

あろう、このように考えます。 

 本市におきましては、人口減少や、高齢化が

著しく進行している中山間地域などの維持、創

生を図るため、高知県とも連携を図る中で、住

民が主体となって、地域の支え合いや、活性化

に向けた仕組みづくりを行う集落活動センター

や、あったかふれあいセンターを拠点とした取

り組みに対して支援をし、中心部と中山間地域

が連携を深める中で、集落の維持、発展につな

げてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 集落活動センター、

また、あったかふれあいセンターについて、力

を入れていくということでございますが、この

集落活動センターについては、国が本腰を入れ

る、過疎地域の活性化に必要なサービスを集約

をし、集落をネットワークで結んでいく、小さ

な拠点の形成に、高知県は先行して取り組んで

きておるわけでありますが、本市でも、設置に
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向けて、取り組みは進んでおりますが、今後の

本市における設置計画等への取り組みについて、

お伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本市におきましては、数年前より、地域の代

表者からの要請を受けて、集落の維持と活性化

の拠点となる集落活動センターの設置に向けた

取り組みを推進しております。 

 この間、高知県とも連携を図る中で、関係す

る地域の方々と協議を重ね、先進地の視察等も

行ってまいりましたが、集落活動センターを設

置した後における取り組み内容等について、意

見調整が整わず、今後も時間をかけて協議を重

ねていくことになりました。 

 一方、沖の島地域において、新たに集落活動

センター設置に向けた動きがスタートし、今月

１６日に、高知県と宿毛市の担当者が沖の島を

訪れ、関係住民の方々と協議を始めることとし

ておりますので、宿毛市としても、高知県の協

力もいただきながら、積極的に支援してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 今まで取り組んで

いたところが、まだ進んでいないということで、

今後、沖の島で、また県、市と力を合わせて、

そういう取り組みをしていくということでござ

いますが、やはりどれだけ地域から盛り上がっ

ていくかということが、大事なことだろうと思

いますし、どこまでも、ボトムアップで、地域

から盛り上がってきた、そこを行政が支えてい

く、そういう取り組みじゃないと、なかなか動

いていかない、成功していかないというふうに

感じますので、どうかその地域を支えていって、

発展していくような取り組みにしていっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 地方創生については、これで終わります。 

 続いて、子供の貧困について、お尋ねをいた

します。 

 子供たちの健全な成長を願っていくのは、社

会全体の希望でありますし、責務でもあると思

います。しかし、日本の子供たちの今を考える

ときに、見過ごせない数字があります。 

 １６．３％。子供の貧困率をあらわす数字で

あります。子供たちの６人に１人が貧困である

ことを、意味しております。 

 この貧困率というのは、世帯収入から、国民

一人一人の所得を試算して、順番に上がってい

ったときに、真ん中の人の所得の半分に届かな

い人の割合をいうそうでありますが、どうやっ

て調べるのかと気になりますけれども。 

 この１６．３％というのは、６人に１人が貧

困ということを意味し、総務省がことしのこど

もの日に合わせて発表した、１５歳未満の子供

の推計人口は、１，６１７万人と発表されてお

ります。 

 人数でいうと、約３００万人が、この子供の

貧困ということになります。 

 ひとり親などの、大人が一人だけの世帯の貧

困率は５割を超えておりまして、ＯＤＡ参加国

の中でも、最も高い水準にあるのが日本であり

ます。 

 そういう親を亡くした子供たちを支援する、

あしなが育英会という団体がありますけれども、

奨学金を受けている高校生のアンケートをした

ところ、以下のような声が寄せられております。 

 正直、あした食べる御飯に困っている。早く

自立できたらと、何度もふさぎ込んだことがあ

ると。 

 あるいは、学校では、食べずに我慢をして、

友達といるとお金がかかるので、いつもひとり

でいる。など、非常に深刻な話であります。 
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 貧しさは子供の責任ではないはずであります

し、子供の貧困から、私たちは目をそむけては

ならないと思います。 

 政府は、昨年１月に、子供貧困対策法を成立

をさせました。また、８月には、子供の貧困対

策大綱を閣議決定し、各都道府県には、貧困対

策計画をまとめる努力義務が課せられておりま

す。 

 子供の貧困を解決するには、税制を初め、さ

まざまな支援が必要でありますし、そのために、

福祉や教育、保健など、多くの分野で、横断的

な政策を打ち出せる自治体の役割が大きいと考

えられます。 

 貧困には、負の連鎖がどうしてもつきまとい

ます。経済的な理由で、進学を断念せざるを得

ない子供は、成人しても、安定した収入を得ら

れる職につけず、親として、同じように、貧困

にあえぐケースが多いと言われております。 

 生まれ育った環境で、将来が左右される事態

は、本来あってはならないことであり、しかも

不十分な食生活の影響で、栄養は偏りがちにな

る面も、健康面でも心配をされるところであり

ます。 

 子供たちへの支援は、次の時代を担う大人を

育てることでもあります。そういう思いから、

以下、お伺いをいたします。 

 子供貧困対策法、また子供の貧困対策大綱な

どの国の動きについて、市長の子供貧困対策に

ついての認識をお伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 国が子供の貧困対策法や、子供の貧困対策大

綱、こういう形を設けたというのは、非常に今、

このような状況が大変な事態に、一方ではなっ

ているということのあらわれではないかという

ふうに思います。 

 貧困は、子供たちの生活や成長に、さまざま

な影響を及ぼしますけれども、その責任は、決

して子供たちにはありません。次代を担う子供

たちの将来が、その生まれ育った家庭の事情等

によって、左右されることのないよう、また貧

困の連鎖によって、子供の将来が閉ざされるこ

とのないよう、子供たちの成長環境の整備と、

教育を受ける機会の均等を図る貧困対策は極め

て重要である、このように認識しております。 

 全ての子供たちが、夢と希望を持って成長で

きるよう、市としても、貧困家庭の実態把握に

努め、関係部署が連携して、総合的な貧困対策

に取り組む必要があると、このように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 本市における現状

について、どのように把握をしておられるのか、

お伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本市の状況についてでございますが、子供の

貧困対策に関する大綱で設定している、子供の

貧困に関する２５の指標については、さまざま

な調査等をもとに示された国全体の数値であり、

その他の方法としても、子供の貧困について、

都道府県別や市町村別の具体的な数値が公表さ

れているものはありません。 

 また、宿毛市の現状について、独自の指標を

設定をしたり、貧困率を算出するなど、現状を

数値化することは困難であります。 

 しかしながら、生活の困窮などにより、望ま

しい食習慣や、生活習慣が形成できず、年齢に

応じた発育、発達状況、健康状態、栄養状態、

そして生活状況に、問題がある子供や、十分な

学習の機会が与えられていない子供が、宿毛市

にも存在している現実があることは、教育現場

での課題や、さまざまな相談業務から把握する
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ことができます。 

 市としましては、貧困という視点だけでなく、

厳しい環境にある子供の実態把握に努め、関係

部署が連携をして、早期の段階で、生活支援や

福祉制度につなげていけるよう、一貫した取り

組みに努めたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） よろしくお願いを

したいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 子供の貧困対策に対する本市の取り組みにつ

いてでございますが、子供の貧困対策法にうた

っている地方自治体の責務を踏まえて、本市と

しての、今、取り組んでいる施策についてお伺

いをいたします。 

 どのように取り組んでいるのか、よろしくお

願いします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 宿毛市が取り組んでいる施策はとの質問でご

ざいます。 

 経済的な支援であれば、基本的には、生活保

護制度や、就学支援制度による生活支援や、教

育扶助が挙げられ、特に貧困率が高いとされる

ひとり親家庭への支援としては、児童扶養手当

や、医療費助成等、各種施策が見られます。 

 また、低所得世帯に限定したものではありま

せんが、児童手当や中学校修了前までの医療費

助成事業については、本市における既存の子育

て支援施策として、挙げられます。 

 その他の施策としましては、教育の支援とし

て、各種支援員の配置による放課後の学習支援

の充実や、スクールカウンセラーや、スクール

ソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実

を図っております。 

 生活支援としては、乳児家庭全戸訪問事業や、

養育支援訪問事業等により、子育てに関する情

報の提供、並びに乳児及びその保護者の心身の

状態及び養育環境の把握を行い、家庭の経済状

況等にかかわらず、子供が健やかに育成される

よう、要保護児童対策地域協議会と連携した養

育の相談、指導、助言等を行っています。 

 さらに、就労の支援としましては、高等職業

訓練促進給付金事業や、自立支援教育訓練給付

金事業により、ひとり親家庭の就業支援を行い、

生活困窮者や生活保護受給者に対しましては、

就労支援員による支援を行っています。 

 市としましては、今後、これらの既存の各種

施策の充実を図るとともに、公共性、公益性の

検証を行いながら、新たな福祉施策を検討する

など、関係部署が連携して、子供の貧困対策に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 子供の貧困対策大

綱で、教育長にもお伺いをいたします。 

 子供の貧困対策大綱では、学校を子供の貧困

対策プラットホームと位置づけております。 

 学校を窓口に福祉関連機関と連携するなど、

総合的に対策を推進するとともに、教育費の負

担の軽減を図ろうとしております。そこでは、

スクールソーシャルワーカーがかなめの役割を

果たすことが想定をされておりますが、本市の

小・中学校において、子供の貧困対策として、

取り組んでおられる施策について、お伺いをい

たします。 

○副議長（山戸 寛君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 野々下議員の御質問

にお答えをいたします。 

 小・中学校で行っている貧困対策との御質問

でございますけれども、学校での貧困対策とい

いましても、御承知のように、生活支援から学

力保障まで、さまざまな支援がございます。 
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 本市におきましては、議員の言われましたス

クールソーシャルワーカー事業についても、現

在、２名体制で行っております。 

 スクールソーシャルワーカーの主な業務につ

きましては、昨日の原田議員の答弁でお答えを

させていただきましたように、いじめに起因す

る問題等を扱っておりますし、それから、貧困

対策のみというわけではありませんけれども、

不登校児童生徒など、問題を抱える子供たちへ

の支援、家庭訪問による児童生徒だけでなく、

保護者への生活支援や、自立支援などを行って

おりますし、そのほかにも、学校やその他の施

設とつなぐ支援や相談事業など、個々に対応す

るだけでなく、子供たちを取り組む環境も含め

て、さまざまな支援を行っております。 

 そのほかの事業といたしましては、不登校の

問題を抱えている児童生徒への支援といたしま

して、４名の不登校支援員を学校に配置してお

りまして、いろいろな形で、子供たちの援助、

あるいは支援を行っている状況です。 

 また、学力保障といたしましては、市内三つ

の中学校へ学習支援員を配置をして、学力の向

上に努めております。 

 また、そのほかにも、スクールカウンセラー

を配置するなど、専門的な知識を生かしながら、

児童生徒への支援を行っておりまして、今後に

つきましても、各小・中学校の状況を見ながら、

適切な対応を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 適切な対応を、こ

れからもよろしくお願いいたします。 

 ４月から生活困窮者自立支援制度では、新た

な自立支援制度のほかに、自治体の任意事業と

して、子供の学習支援が組み込まれております。 

 本市の取り組みは、どのような取り組みをさ

れているのか、お伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市は、生活困窮者支援事業の任意事業と

して、生活困窮者の家計再建のために、細やか

な相談、支援、貸し付けのあっせんを行う家計

相談事業を実施しております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） 本市としては、家

計支援事業を行っているということでございま

すが、高知市の例でございますが、高知市は、

任意事業として取り組んでいる高知チャレンジ

塾というのがございます。 

 学習の場を提供するだけではなく、不登校児

童の居場所としても機能をあわせ持ち、また就

学促進支援員が、生活保護世帯を訪問し、塾へ

の参加を促しております。 

 ２４年度の実績を見ると、登録者が３３６名

で、そのうち生活保護世帯は１０６名でありま

す。中学校３年生は４３名いましたが、４１名

が進学をしております。 

 改めて今後、貧困家庭に対する学習支援は、

どのような形で進めていかれるのか、その方向

性についてお伺いをいたします。 

○副議長（山戸 寛君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 再質問にお答えをいた

します。 

 先ほども説明したとおり、宿毛市では、家計

相談支援事業以外の任意事業は実施しておりま

せんが、子供の教育を支援するという観点では、

学校教育課において、市内中学校３校での学習

支援員をおいた放課後学習事業を行っており、

また、生涯学習課においては、中学校５校で放

課後子供教室事業を行っております。 

 今後、このような各課の取り組みや、他市町

村での実績や動向及び取り組みなども確認をし
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て、また財政的な負担も考慮しながら、来年度

の任意事業の実施について、これを検討してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山戸 寛君） １０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君） どうも、いろいろ

御答弁ありがとうございました。 

 この子供たちの貧困対策と、このような対策

大綱とか、対策法、できておりますけれども、

この法が子供たちを救っていくんじゃなくて、

どこまでも現場でありますし、そういう現場の

先生方や職員方、法が救うんじゃなくて、人が

救っていくんだという思いで、これからも取り

組みをしていただきたいと思いますので、どう

かよろしくお願いいたしまして、一般質問を終

わります。 

 ありがとうございました。 

○副議長（山戸 寛君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午後 ２時０２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） １番、まず初めに、一

般質問について、市民の声があります。私の考

えと、皆様にお考えを申し述べます。 

 全ての議員に、市政にかかわる全てのことを

問いただす機会があるわけでありますが、市民

の多様性を反映する多様な議員が、おのおのの

立場から、市民のかわりに一般質問を行ってい

るわけでありますが、このことは、事前に通告

する形態がとられているわけであります。 

 答弁調整が行き過ぎると、八百長と学芸会と、

前総務大臣の片山氏の評であります。 

 題名も概要もわからないほどぼかすことが、

必ずしも質問の目的を達成するわけではありま

せん。目的とは、執行機関のあり方のチェック

機能と、政策立案機能でありますが、市民のか

わりに一般質問を通じて、この機能を果たせば、

執行機関に対する緊張と、審議の手段の一つと

して、二元代表制の中で、重要な意味を持つこ

とは明らかでありますが、全ての質問、再質問

以降を含め、全てのやりとりを原稿化するので

あれば、形式に意味はないと考えます。 

 一般質問は、議員ひとりで行うことができる

わけで、このことは、一般質問の持つ弱点でも

ありますが、みずからの質問で、監査機能、政

策提案機能をよく発揮することは、ひとりでも

始められる議会改革であります。 

 議会改革の波が遠くても、一般質問によって、

議会が執行機関に対峙して、監査機能と政策提

案機能を果たし得る質問に心がけなくてはと、

責任を痛感しております。 

 議論の広場として公開される議場での発言で

ありますので、市民に対する喚起や、周知の機

会でもあり、議事録として残るということにも

意味あることとして、政策判断を問い、そのこ

とが執行機関の意思として明らかにされ、記録

に残されること自体が重要であり、そのことか

らして、首長交代ということになっても、多く

は承認されるものと考えます。 

 現市長におかれましても、市民のため、力を

いかんなく発揮せられ、未来の宿毛のため、議

会発展のため、御尽力いただけるものと存じて

おります。 

 かみ合った質問、答弁のための答弁調整は、

必要最小限の調整であるべきと考えます。 

 討論が緊張感あるものとすることを重視して

いくことも大切であります。議員当人は、理解

できたことであっても、質問する価値あること

もあります。幾つもの質問にほぼ同じ答弁をす

ることになると、事務局のため息を耳にするこ



 

－ 86 － 

とがあるかもしれません。労少なく、議会の質

問を乗り切れると、ほっとする担当者もいるか

もわかりません。一般質問は、なれ合いではな

く、緊張関係が大前提で、全てはこの町に住む

人々のために、よりよいまちづくりを目指すも

のであるという信頼を築くことが、緊張関係の

土台となっていくのであります。 

 議員は、ひとりで情報収集から文書作成して

いる監査機能、政策立案機能も不十分だ。なれ

合い政治だと、厳しい市民の声があります。市

民からの批判を受けとめ、議員と執行機関とし

ても、力をいかんなく発揮され、本音がぶつか

り合う議会こそ、市民に応えていくべき道と考

えます。 

 市民の負託を受けている議会の質問を痛感し

ております。果たし得る機能から見れば、一般

質問は議会改革の主役ではないとしても、それ

を支える質問力は、議員の重要な能力でありま

す。 

 それらを資源として、議会力につながると考

えます。市民もそういう観点から、議会を注視

していただければと思っております。 

 質問のほうへ移らせていただきます。 

 １項目めとして、行政課題への取り組みでご

ざいます。 

 一つ目に、政策の選択と集中の変化について、

お伺いいたします。 

 ２点目、新しい公共性の認識について。 

 ３点目、自発的な活動や、団体の支援につい

て。 

 ４点目、自治体と住民との再構築について。 

 ５点目、職員の能力について。 

 ６点目、職員の意識改革について。 

 ７点目、縦割り行政と横割り行政。 

 ８点目、これからの１０年、市長の決意につ

いて、順次質問してまいります。 

 行政課題の取り組みについて。１点目の政策

の選択と集中の変化についてであります。 

 地方創生、言葉こそ、その時々で異なってい

ますが、歴代政権が語ってきたことであります。

それがなぜ、先送りされてきたかであります。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略５カ年計画

は始まったばかりで、今後の行方は定かではな

い状況でありますが、政策の目標を明確にし、

それに基づく適切な施策内容としているが、厳

密な定義はなく、地方人口ビジョンと、今後５

年間に及ぶ地方版総合戦略の策定が、国から求

められています。 

 市町村は、県の人口ビジョンと総合戦略とも

勘案しなくてはならないので、取り組みをして

いることと思います。国から県への通達の中に、

地方議会の関与が必要との指摘が、基本的な考

え方としてあり、議会と執行部が車の両輪とな

って推進することが重要と思われます。 

 しかし、現地方自治制度は、首長主義を採用

しているので、議会サイドへの周知がどうなっ

ているかと思いますが、地方版総合戦略の策定

は他人事ではありません。 

 国からの要請で、応えるのは執行部責任。議

会はその応答ぶりを監視していけばよいとはな

りません。急ぎ足で対応を迫られている地方版

総合戦略の策定、段階、そしてその効果検証の

段階について、議会の審議が求められるという

ことであります。 

 これは、目新しいことではなく、議会で執行

部からの政策提案において、議会はそれらの政

策の水準を高める観点から、立案執行における

論点、争点を明らかにするとともに、執行部に

おける政策評価に資する審議に努めるものとな

ります。 

 この役割を果たさなくてはならないのであり

ます。議会の役割を果たすチャンスでもあると

考えています。 

 市民の皆様に、少しわかるように説明したい
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と思います。 

 国の総合戦略は、４９施策のメニューの中か

ら、各自治体がそれぞれの成果を重視した目標

設定に適合した推進施策を選択、再編し、まず

仕事、人の循環をつくる、今後５年間の見通し

を立てた上、その好循環を、活気あふれたまち

づくりに結びつけていく道筋であります。 

 短期実施可能施策と、長期施策、両方が含ま

れているわけであります。 

 どのようなスピードで取り組みを進めていく

か、最終的に地方版総合戦略の策定を通じて、

判断していくことであります。 

 県、市、両議会が車の両輪にふさわしい、十

分な審議を尽くし、期待されるような役割を全

うすることであります。 

 地域住民の代表機関である議会が、この地方

創生を機に、地方経営に責任を持つ議会となる

ことを再確認する必要があると決意しています。 

 議会とは、一体、何なのか。表決するだけの

機関にすぎないのかといった住民の声に応える

ためにも、私はそう考えます。 

 来年春までの地方版戦略の策定という期限に

あるわけですが、早い者勝ちという風潮を、政

府はいかに制御し、議会が作成をチェックして、

住民が関与していくか、重要であるわけであり

ます。 

 政府の目指すべき方向としては、何も手を打

たなかったら、１億２，０００万人が２０６０

年には８，６００万人になるところ、１億人程

度は確保したい。人口構造が若返る時期を迎え

ることとなり、高齢者を支える働き手の負担も

低下し、経済的にも好循環となるものでありま

す。 

 取り組みは中長期的ビジョン、人口現状と将

来の姿を示し、人口問題に関する国家の共通認

識とするとして、５年後の政策目標として、人

口減少問題に取り組む基本としては、１、東京

一極集中の是正。２、若い世代の就労。３、地

域の特性に即した地域課題の解決、将来の方向

として、若い世代の結婚、子育ての希望が実現

することを明示しています。 

 目指すべき方向としては、結婚、子育ての希

望が実現すると、合計特殊出生率が１．８％か

ら２．７％に回復すると、２０６０年には、１

億人が確保されるとなり、人口構造が若返る時

期を迎えてまいります。 

 高齢者を支える負担も低下し、経済的にも好

循環となる取り組みは、中長期的視点に立った

人口減の克服への取り組みとなっています。 

 自治体締めつけの中で、さきにあげたサービ

スの市場化と政府による統制、そしてコミュニ

ティーの活用という、三つの流れが合わさって

いる状況であります。 

 トップダウンで、政策の選択と集中を行おう

とするのは、無理がきています。 

 住民と公共性の創造の主体として位置づける

姿勢が、重要ではないかと考えます。市長のお

考えを伺います。 

 質問も、今してあります。住民と公共性の創

造の主体として位置づける姿勢が重要ではない

かと考えます。今の私のお話の中で、市長はど

のように考えられるか、お尋ねしたいと思って

おります。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） １番、川田議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 政策の選択と集中という形での御質問をいた

だきましたけれども、宿毛市といたしましては、

さまざまなイベント等も含めまして、政策を実

施する場合においては、市政懇談会や地域懇談

会等、市民の皆様の声を聞くようにして、でき

るだけ市民の声を大切にして、政策に生かして

いく、こういう姿勢を貫いているところでござ

います。 
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 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） とてもいいお答えをい

ただきました。地域との懇談会、これを大切に

していただきたいと思っております。 

 新しい公共性の認識について、お伺いいたし

ます。 

 幅広い年齢層からなる住民と産業界、行政機

関、教育機関、金融機関、労働団体、下からの

創意工夫、新しいものをつくり出そうとする気

持ちによって、持続可能なむらづくりを進めよ

うとしていくことは、新しい公共性を生むこと

になると考えます。 

 開発のみの行政から、大きく転換させ、行政

の果たすべき公共的な役割の基準が、住民の命

と暮らしを守ることであるという、新しい公共

性を生み出すことと考えます。 

 この新しい公共性について、市長の認識をお

伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 新しい公共性に対する認識についての御質問

でございますが、公共性とは、広く社会一般の

人々に資するものと考えております。言いかえ

れば、自発的な活動かどうかにかかわらず、そ

れが特定の個人や団体のみの利害にかかわるも

のではなく、あくまでも公平、中立で、市全体

や、多くの市民の利害にかかわるものが公共性

である、このように認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） そういうことで、公平、

公共的な立場で活動を進めていただければ、望

ましいのであります。 

 それでは、次にいきます。 

 自発的な活動や、団体の支援について、聞き

ます。 

 公的な役割を果たす上で、住民との協働や連

携を進めていかなくてはなりません。 

 例えば、子育ての分野で考えるなら、子育て

の支援システムづくりという視点が必要です。

住民自身が、育児経験や悩みを交流し合ったり、

育児グループを援助したり、協力する活動も大

事な仕事になるわけで、福祉や環境づくり等の

分野でも、必要と考えられます。 

 市長の自発的な活動や、団体の支援について

の御見解をお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 民間による自発的な活動や、団体に対する支

援を行っていくつもりはあるのか、このような

質問であろうと思いますが、民間による自発的

な活動や、団体設立については、積極的に行っ

ていただくことは、市の発展につながると考え

ております。 

 これらの活動や団体に対する支援につきまし

ては、補助金の交付、物品の貸与、名義後援等、

さまざまありますが、市民の皆様から相談を受

ける中で、公共性等の観点に基づいて内容を精

査し、できる限り、支援を行っていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） このことは、電気、水

道が都市の生活に欠かせないと同様、人々が動

き、人間らしい暮らしを送る上で、不可欠なイ

ンフラともいうべきものとなっています。 

 住民関係団体、そして専門員が協力して練り

上げるべきものだが、総合的なまちづくりの一

環として進める上でも、身近な地域への分権の

仕組みも必要となります。 

 続きまして、自治体と住民との再構築につい

て、お伺いいたします。 

 大事なのは、主権者である住民との関係を、
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どう構築していくかということであります。行

政が距離のある、よそよそしいものになってい

るとの声も聞こえます。職員教育の問題もあり

ます。政治がコミュニティーから信頼されなけ

ればならないことが問題です。 

 行政と市民との再構築について、市長の御見

解をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 職員への対応についての御質問もいただきま

したけれども、折に触れて、丁寧な対応を心が

けるよう、喚起してまいっております。 

 そのため、職員一人一人が、常日ごろから、

みずからの職務に誇りと責任を持ち、業務に取

り組んでいるものと認識をしております。 

 今後も、宿毛市職員として、使命感を持ち、

市民生活の向上に向け、全体の奉仕者である、

このことを認識し、信頼される職員像を目指し

て、取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 職員の能力について、

お伺いいたします。 

 私たちの政治が、住民の支持を得ているか、

謙虚に振り返っていかなくてはなりません。コ

ミュニティーは、身近な課題について合意形成

し、意思決定する民主的な場であり、身近な公

共サービスをみんなで組織していく場であり、

地域の将来を考える計画、企画の場で、そうい

う可能性を持っているわけであります。 

 政治施策、制度再編は、そうしたコミュニテ

ィーが構築されるための一環であると考えます。 

 行政の力と地域住民の力を合わせて、協働し

て、安心して暮らせる地域社会をつくることで

ありますが、政治は生き物です。社会を変える

には、さまざまな変化があると思います。 

 前議会で、市長は、答弁の中で、職員の能力

に応じてとのくだりがありました。職員の能力

は大変重要と、私も考えます。市長は、能力と

は、どのような理解で捉えられておりますか、

お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 ６月議会で答弁したのは、職員の能力という

ことについてでございましたが、お答えをいた

します。 

 職員の能力とは、職務で用いる知識や技能な

どのことであり、これらを発揮させるための住

民対応力や、企画力、判断力等、さまざまなも

のがあると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 一般的にそのような理

解になると思います。もう少し深くしてみます

と、人間の能力とは、育てる心を積み重ねて、

培われるものであります。 

 これは、いろいろ、さまざまな、その能力が、

知識や判断力、問題解決能力なり、よい方向を

示す能力と、また反対に、自暴自棄になり、い

いかげんな言い方をしていく能力にもなってい

く場合もあります。 

 職員がすばらしい能力を発揮していただけれ

ば、人間関係が円満に進むなど、幸せの度合い

が高まっていきます。それは、個人にとどまら

ず、職場にも、また市民の幸せが広がっていく

と考えます。 

 社会的地位や権力を得たために、地位や権力

を乱用したり、贈収賄等の不道徳を侵したり、

不幸な結果を招くこともあります。 

 能力が豊かであったり、社会の地位が高かっ

たりした場合に、それを有効に使いこなす能力

が必要になってまいります。 

 さまざまな能力がありますけれども、市長も

職員の能力をしっかり見きわめて、配置をして
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いくと思いますけれども、その能力そのものに、

もう少し触れてみたいと思います。 

 持ちこたえる力、つながる力、さまざまあり

ますが、宿毛市民のためには、どれも必要です。

市長は、頑張ってこられました。そのつながる

力とか、努力する力とか、さまざまな出会いの

中で、最も重要と考えておられる能力をお伺い

いたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 能力というのは、先ほども答弁したように、

一つだけとかいう形ではなくて、職員の持ち得

る知識や技能等のこと、あるいは、行政の職員

としては、住民対応力や企画力、判断力等々、

さまざまなものが組み合わされたものだという

ふうに考えております。 

 私は、そういうことが非常に重要だと認識し

ております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 首長が、行政の実行を

約束しても、直ちにできるわけではありません。

政策に人手も金もかかります。法律の取捨選択、

解釈運用、自治六法も必要でしょう。社会の中

にある技術、ノウハウをどうやって活用するか

という問題、先行自治体の経験も学ばなければ

なりません。人・金・立法技術・情報など、政

策資源を最適な状態で整える仕事は、税金で雇

われている職員の仕事であり、職員の政策能力

がつかなければ、首長はよい仕事ができません。 

 大月、三原との合併が決裂して１０年であり

ます。振り返ってください。そのときに出した

ものは何だったでしょう。町は津波が来るほう

へ、被害の出るほうへと広がり、にぎわったま

ちは、見る影もありません。 

 人口動向分析による人口推移によると、平成

１２年まで、緩やかに増減。平成１２年、２万

５，９７０人、５年後、平成１７年は２万２，

６１０人、１０年後の２７年は、２万１，０１

４人、今の宿毛です。 

 今、人口が高いのは、高齢者が寿命を延ばし

ているからであります。しかし、５年後の３２

年には、２万人を割って、１万９，５４６人、

平成５２年には、１万３，６６６人、平成７２

年、８，６７８人と予測されております。 

 １０年前に合併したところは、独自で危機感

を持って努力したところ、それぞれ結果を出し

ています。 

 北海道の東川町は農業の町であります。農業

の付加価値を目指すとともに、福祉教育におい

ては、国民の命を支える農業をとうとぶ教育が

なされ、外に向かって、農村の魅力ある生活を

発信しています。 

 また、先進事例として、安倍総理が言及する

島根県海士町があります。本土から二、三時間

かかる小さな町ですが、１９５０年、７，００

０人いた町が、今、２，３００人、高齢化率４

０％。１９８０年以降、いわゆる公共事業で生

きてきた島、生かされてきた島であります。 

 宿毛も同じでありますが、公共事業によって

支えられてきたまち、それによって生活は改善

されたものの、まちの財政力以上に地方債残高

が膨らみ、町財政悪化、２０００年ごろは、課

題先進地となり、改革、取り組みを進め、２０

１３年には総務大臣賞、そして２，０００人が

町を訪れています。 

 平成の大合併の混乱のとき、２，０００人の

町長となり、島は自分たちで守り、未来はみず

から築くと、町民や職員の後押しで、自立への

道の選択でありました。 

 ２００２年、１０１億円の借金です。毎年１

０億円以上の返済は無理、さらに三位一体改革

には、みずから身を切らなくてはの考えで、町

長は給与５０％のカットを実行しました。 
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 職員からも、カットの申し出が相次ぎ、町議、

教育長も続きました。それにより、２億円の財

源として、さまざまなプロジェクトが立ち上が

っていきました。 

 町長のリーダーシップのもと、住民の徹底し

た理論と生活の中で培った知恵を体系化し、実

践を試みたものであります。 

 企業の経済グローバル化の中で、企業は疲弊

する中山間地域の移転対象とならないことも見

えています。海士町のような試みのように、知

恵でいかに現代化し、付加価値をつけた商品の

販売ルートを開発していく以外にはないのであ

ります。 

 また、産業厚生常任委員会では、島根県邑南

町に研修に行かせていただきました。２０１０

年から始まる日本一の子育て村構想地域で、子

育てをスローガンとし、若者流出を食いとめる。

大都市に出た若者を呼び込む機能の強化であり

ました。 

 行政と住民による多面的な取り組みが、若い

女性の心に響き、彼女らの移住を支えています。

これらに取り組んだのも、職員の意識改革でし

た。職員の意識改革について、お尋ねいたしま

す。 

 いわゆるお役所仕事といわれる、その日が暮

れたらよいとするスローモーな仕事ぶりの一掃

です。意識が変わると、そんなに職員が要りま

せんという、住民がお任せでなく、職員がどの

ような役割を果たすべきか。自分たちのまちを

よくするのは、自分たちしかいない。職員が必

死になれば、住民も必死。２０代、４０代のＩ

ターンはふえています。子育ての島、ひとづく

りの島をブランドとして、その価値を高め、定

住促進につなげていきたいと、町長はおっしゃ

っています。 

 コンビニもなく、不便で住みにくい。しかし、

ないものを嘆くのではなく、人のつながりを大

切に、無駄なものは求めず、シンプルで満ち足

りた暮らしを営むことができるまちを、住民と

ともにつくり上げる、海士町長の言葉です。 

 上のことから、市長のお考えをお聞きいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 職員の意識改革、このようなことについての

質問でございますが、これまでも、市全体、組

織全体として、危機感を持って、職務に当たっ

てまいりました。今後も、人口減少がさらに見

込まれる中、地方公共団体の役割を、その大き

さをさらに認識をして、これまで以上の、行政

として、組織全体での必要性、その任務を比較

しながら、職員の士気の高揚と、そして住民サ

ービスの向上に努めてまいりたい、このように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 職員の意識改革は、地

域を知ることであり、広い視野を持つことであ

ります。アイデア、知恵などを、得意分野で発

揮していくことです。 

 住民のため、ともに努力していかなければな

りません。 

 次は、縦割り行政を横割りに替えることにつ

いて、お伺いいたします。 

 今でも縦割り行政の弊害が言われてきました。

言われながらも、部課の組織は縦割りになって

おります。国は、自治体が一定のまとまりの政

策分野ごとに、戦略の基本目標を徹底するとあ

る、政策分野ごとが縦割り行政に好都合だから

です。 

 分野横断的な、総合的な基本目標を設定しな

いということです。それぞれ思惑が集まった、

国の地方創生施策と、指摘もあります。 

 しかし、地方自治体は、地域住民のための総
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合行政体で、仮に中央が縦割り行政であっても、

地域で総合化していかなければなりません。 

 人口減少対策においても、地域の課題、特徴

を見きわめて、政策横断的な、統合的な基本目

標と、基本方向を明確にする必要があります。 

 若者支援は子育て支援、教育、高齢者を支え

ると、つながっていきます。横断的な立案する

部と、事業実施後の評価をする部の横割りにか

えることなど、成果を出すために、縦割り構造

を変えることが重要と考えますが、お考えをお

伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 縦割り行政についての質問でございます。 

 市役所の業務は、多岐にわたっており、その

対象分野は、産業、福祉、税、土木と、非常に

幅広くなっております。 

 この業務分野ごとでの効率性を上げるために、

関連する業務をひとまとめにする形で、課とし

て組織をしておりますが、それが縦割り行政と

呼ばれる原因だと考えます。 

 本市においても、課を組織し、そしてセクシ

ョンごとに業務を分担しておりますが、課を超

えて対応が必要な業務については、横断的に連

携し、対応しております。 

 情報共有を、今後も徹底してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） １項目めの最後でござ

います。 

 これからの１０年、市長の決意についてであ

ります。 

 課題は多くあります。二、三、例でも取り上

げましたが、そこには職員の意識改革があった。

民間企業は、生き残るためには、リストラなど、

企業努力を重ねています。行政は、親方日の丸、

倒産がないから安心だということも聞くわけで

ありますが、とんでもないことです。 

 地方公共団体の財源の健全化に関する法律の

施行もあり、実質、倒産と認定されるようにな

り、努力しなければなりません。 

 数値がよいとしても、財政が改善されたとは

言えないのです。経営感覚を取り入れ、強力に

推進すべきと考えます。 

 これからの１０年、市長はもうすぐ交代にな

られますけれども、１０年、自分の決意として、

その思いを聞かせてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 １０年先ということでございましたけれども、

私にとりましては、御存じのとおり、このよう

な形で、決意を自分のものとしてということは

できませんが、残されたこの期間の中で、含め

た形での答弁とさせていただきたいというふう

に思います。 

 本市については、川田議員おっしゃるとおり、

人口問題を初め、課題が山積しております。 

 川田議員のお話していただいた他市町村のア

イデアや、試みを勉強させていただき、本市に

とって、最善の方向を模索する中で、今後の地

方創生の政策等に反映させ、市民の皆様にとっ

て、暮らしやすいまちとなるよう、企業誘致や、

産業振興など、交流人口の拡大、観光振興、教

育、福祉の充実に向けて取り組んでいただきま

して、私も、残された期間、その方向で、全力

で取り組んでまいりたいと、このように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 若者支援と子育て支援

について、お尋ねいたします。 

 農家の嫁候補、全国に発信についてでござい

ます。 
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 知事が、後継者をつくるよう要請もあって、

第１次産業、後継者がふえております。しかし、

嫁探しに苦労しているとの話をあちこちで聞き

ます。当市の基幹産業である文旦農家にも、多

くの立派な、すばらしい若者が、文旦を育てて

います。 

 収穫しても終わりではなく、作業が待ってい

る。文旦はどんどん売れるとのことで、生産が

少ないくらいだと聞いております。 

 県も婚活をしておりますが、あちらこちらで

チャンスがあると良いと思います。しかし、最

近の女性は、職業で選ぶことが多く、農業には

人気が少ないため、苦労を聞くことがあります。 

 テレビでやっております、男女の出会い等へ

の申し込みは、積極的にしてほしいものです。

これは、自治体の申し込みとなっておりますの

で、力を発揮していただきたい。都会にない、

自然の豊かな恵みを、宿毛を売り込んでいただ

きたい。 

 潮風に育てられ、太陽の甘味を十分に含み、

日本全国にその品質のよさが求められている、

宿毛のよさをアピールしてください。情報の力

を使って、宿毛を売り込んで、人を呼び込み、

Ｉターン、Ｕターン者の受入強化にもつながる

でしょう。 

 農家の嫁候補、全国発信など、どのように考

えているか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 農家の独身男性に対する結婚支援として、婚

活イベント等を行い、全国からお嫁さんを募集

してはどうか、このような提案だと思います。 

 農業は本市の基幹産業の一つであり、その担

い手である農家の後継者対策を推進することは、

大変、有意義なことであると考えております。 

 一方、水産業や林業分野においても、恒常的

に後継者対策が求められており、各分野にわた

る結婚支援を充実させることが、地方創生でい

われております少子化対策にもつながっていく

ものと考えております。 

 本市では、青年会議所等が、婚活イベントを

通じて、若い男女の出会いの場を創出する取り

組みを行っていただいておりますので、今後、

青年会議所等と連携を図る中で、若者が結婚で

きる環境づくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 １０月ですか、各県下の１１市の市長と知事

との懇談会がございますけれども、その場で、

私としては、この婚活イベント等について、ぜ

ひとも県下一斉にキャンペーンをはった形で、

県民の意識をさらに結集させていくような、そ

ういう形での取り組みについても、意見を述べ

させていただこうということで、県のほうに、

今、その素案を送っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 次、出会いの場の必要

性について、お伺いいたします。 

 少子化対策の視点から、自治体として支援が

必要ではないかと考えます。現在は、お見合い

ということは、若い方も好みません。このよう

な状況から、結婚を考えながらも、出会いの機

会が減少している独身の男女の交流促進するこ

とが、行政としても必要ではないかと考えます。 

 市内には、独身男女の多い職場、また独身女

性の多い職場というのがあります。 

 そういう企業や団体をネットワーク化し、出

会いの機会をつくる、そういうことであれば、

大きな予算は必要でありません。要は、市のや

る気さえあればできることでありますし、市の

活性化としては、一番大きな、大切なことでは

ないかと思いますので、市長のお考えをお伺い

いたします。 

 結婚したくてもできない、子供を産みたくて
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も産めない状況の改善は必要であります。よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 未婚や晩婚化が進んでいる中で、独身男性と

独身女性を引き合わせる出会いの場の創出は、

人口減少に歯どめをかける施策として、大変重

要な取り組みだと考えております。 

 また、出会いの場の提供を行う団体に対する

支援については、現在、人口減少問題の克服に

向け、本年１０月末までに策定予定の宿毛市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の具体的な取り

組みとして、どのような支援ができるか、協議

を行っておりますので、その状況を踏まえて、

対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 若い女性の人口減につ

いて、お伺いいたします。 

 結婚は個人の自由ではありますが、何も手を

打たないで、少子化対策の解決はありません。

婚活では、一生をともに生きていく方を選ぶこ

とでありますが、昔とは随分女性の心の中も変

化したようであります。 

 経済成長で便利になったことなどや、長く勉

強するようになったことなど、条件をお互い求

めていくことも多くなったと聞きます。 

 私など、人生を長く生きてきたものから思う

ことは、条件に合わなくても、好みに合う人は

いる。そんな出会いを求めていくことも、自分

の幅を広くしていくのではと思ったりします。 

 若い女性が流出しないよう、しっかり子育て

に予算をとって、保育園の無料化、住宅の支援、

また親世代の敷地内へ若者世代を隣接する補助

金を出すなど、魅力的な対策、子育てしやすい

社会環境整備が不可欠だろうと考えます。 

 子育てにかかる経費、また経済的負担を考え

ると、２人目、３人目を諦める人も多いと聞き

ます。これまで、子供が減った数を、寿命を延

ばした高齢者の人口がカバーしてきたので、小

さな人口減にとまっていますが、加速度的に進

む人口減少で、集落など、コミュニティーを維

持することも困難となってきます。 

 病院も商店も減少し、働く場所も減る。地方

から流出する、人口が減ると、大都市も衰退す

る可能性が高くなってくるわけです。そのため

にも、少子化対策の充実強化は重要であります

が、若い女性が流出すると、帰ってくることは

少ない統計が出ております。宿毛で、安心して

子育てできる社会環境の整備が不可欠と考えま

す。 

 経済的な不安から、子供を持つことをためら

う若年層のために、手厚い経済的支援を進める

必要を考えます。 

 市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 進学や就職を機に、本市の若年女性の人口は、

年々減少し続けております。 

 人口減少に歯どめをかけるためには、子供を

産み育てる世代の流出をとめ、または呼び込む

施策を講ずることが、最も重要であると考えて

います。 

 現在、宿毛市まち・ひと・しごと創生総合戦

略策定に向け、協議を続けておりますが、Ｕ・

Ｉ・Ｊターンの促進、子育て環境の充実や、雇

用の拡大など、子育て世代の定住、移住を促進

する事業も盛り込んだ、総合戦略にしていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 子供のイベントについ

て、お伺いいたします。 

 若者支援、子育て支援に思い切った予算措置
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を取り組んでいかないと、人口減少を食いとめ

られない状況の改善を述べてまいりました。 

 結婚、出産は、個人の自由でありますが、た

めらわせる要因は、取り除くことが重要と考え

ます。 

 時間をかけられないので、早期に、本気に取

り組む姿勢を求めていきたいと思います。 

 子供たちの心と命を守るため、生まれてきた

ことを後悔させないためにも、子供たちが成長

し、花をつけ、実をならしていくのは、多くの

大人の喜びであります。 

 人間の世界には、晴れを学ぶということがあ

ります。日常から非日常、俗なるものから聖な

るものへ身を置く、日常を離れて、非日常の生

活を味わう。 

 昔でいえば、１月１日、３月３日、５月５日、

７月７日、それぞれまつりごとを行う日があり

ました。月日も流れて、日本の文化であった祭

りも変化を遂げてまいりましたが、残したい行

事であります。 

 宿毛でも、子育て支援として、母親等への講

演など予定されて、行われているものもありま

すが、金 香百合先生の講演も、土日ではなか

ったので、参加者も少なかったようであります。 

 加えてですが、子供たちのイベントをふやし

ていくことで、親も、またおじいちゃん、おば

あちゃん、また近隣市町村から、交流人口がふ

えることで、活性化となっていきます。 

 プランは、トップダウンではなく、下から盛

り上がったものを応援していくことで、共同作

業と、人が動けば何か変わります。市民ととも

に、知恵を出してください。何もない宿毛とい

われているところから、頑張っているね、宿毛

へと変わりましょう。変わるしかありません。 

 市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 子供を中心としたイベントとしては、教育委

員会で実施している子供フェスタや、また楠山

あけぼの会が実施している笹平キャンプ場開き

などがあります。 

 これらのイベントは、宿毛市内の方々を中心

に、市外からも参加していただいて、実施をし

ていただいております。 

 また、市内外から多くの方々に参加をいただ

いております宿毛まつりや、産業祭、蛍湖まつ

り、観光びらきなどでは、子供の遊べるスペー

スを確保したり、ゲームができたり、子供と楽

しめる内容のイベントとして、実施しておりま

す。 

 子供が楽しめるイベントそのものが、直接的

に移住へとつながるかは、検証も必要ではない

かと思いますが、移住促進についても、複合的

な取り組みとして、現在、まち・ひと・しごと

創生総合戦略を作成しているところであります。 

 イベントにつきましては、子供はもちろんの

こと、市民の方々に楽しんでもらい、市内、市

外からも来客をふやせるよう、イベントを実施

することは必要であると考えております。 

 しかしながら、現在、実施をしておりますイ

ベントのほかに、新たな交流人口を促進させる

イベントの実施については、今後、検討しなけ

ればならないと思いますが、防災関係や民間団

体においても、積極的に、子供も含めて楽しめ

るイベントの実施がなされているところであり、

市としても、現在の宿毛まつりや、産業祭、蛍

湖まつり、観光びらき、子供フェスタなど、子

供連れを含め、市内外から多くの方々に楽しん

でもらうイベントを開催をしておりますので、

今後とも、より多くの方々に訪れてもらえるよ

うなイベントとして、継続できるよう、関係各

所と協力していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 
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○１番（川田栄子君） 続きまして、山間地の

公共交通対策について、お伺いいたします。 

 山間路線において、他市町村と同様、民営路

線のバスは、経営難のため、撤去を余儀なくさ

れており、その犠牲となっているのは、高齢者

であります。 

 同居する家族がおりましても、業務に支障が

生じるので、病院等に送迎することは期待でき

ません。足の確保は、交通対策というより、福

祉行政の一環として考えるべきかもしれません。 

 デマンドバスやスクールバスで、路線バスと

つなぐワゴンの運行ということを行っていると

ころもございます。 

 本市におきましても、お試し運行をしたとお

聞きしますが、利用する人が少なかったとも聞

きます。原因は何だったのか、その後の工夫は

どうなったのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 西地域で行いました実証運行につきましては、

以前、高知県交通が運行していた定時・定路線

バスが利用率が悪く、廃止路線となった経緯を

踏まえ、より効率的なデマンド乗合タクシー方

式での運行を行いました。 

 この方式は、交通手段を必要とする人が、あ

らかじめ電話で予約を行い、最寄りの乗降所で

タクシーに乗車し、他の人と乗り合わせながら、

目的地付近の乗降所へ送迎するサービスであり

ます。 

 週２回、１日３往復の運行を行っておりまし

たが、利用される方が、御自身で移動手段を持

たない高齢者の方々がほとんどであったことか

ら、電話で予約する煩雑さや、最寄りの乗降所

までの一定の距離がある等の理由により、利用

率が非常に低い結果となりました。 

 このため、実証運行開始から半年で見直しを

行いました。見直しの内容は、多くの方に、気

軽に利用してもらうために、毎月１回の無料利

用の日の設定を設けることや、地域内の乗降所

の増設など、利用しやすい形態への変更も行い

ましたが、稼働率アップにはつながらず、稼働

率は７．６％となっております。 

 また、実証運行期間中、定期的に利用してい

ただいた方は２名だけと、非常に少ないものと

なっております。 

 今回の実証運行で見えてきたものは、公共交

通を利用したいと強く望んでいる方は、高齢者

などの移動手段を持っていない方だけであった

ことや、自宅から目的地まで、利用者の時間に

合わせて移動できる手段でなければ、利用が難

しいというものでありました。 

 この結果のように、自宅から目的地まで、利

用者が使用したい時間に使用する形にすると、

現在あるタクシーと同じ形態となり、公共交通

機関とは別のものとなってまいります。 

 このため、改めて宿毛市全体の公共交通のあ

り方を検討することとし、今年度、コンサルタ

ントに委託して、調査研究を行うこととしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ただいま、コンサルに

依頼したとのことでございますが、今の状況に

ついて、お伺いいたします。 

 現在のように、自家用車が普及した社会であ

っても、高齢者の家族では、自動車免許のない

方、あるいは高齢のために安全を考え、免許を

返上されるというような方がふえてきておりま

す。 

 本市のような、住宅が点在しているところで

は、路線バスなどを走らせることは無理であり

ましょうし、町のバスを利用するとしても、限

られた財源の中では、無理と。タクシーを利用

するのは、毎日の生活においては、住民の負担
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が非常に大きく、たびたびできることでもあり

ません。やむにやまれず、利用している状態も

耳にいたしました。 

 現在、コンサルに依頼しているとのことでは

ありますが、現在の状況、方向性、わかってい

るものがあればお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたように、本年度、

宿毛市における公共交通のあり方について、調

査研究を行っていくこととしておりますが、本

年度は、橋上地域、これは平野、橋上、奥奈路、

神有、坂本、楠山、奥下藤、京法、還住薮。そ

して小筑紫地区の一部であります栄喜、舟ノ川、

石原、小三原、都賀川としております。 

 調査の進捗状況につきましては、８月に業者

選定を行っており、９月中旬から、随時、地域

に入って、地元の方々と直接、協議を行ってい

く予定となっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） では、結果がくるまで

何もしないのか、何か考えているのか、お伺い

いたします。 

 そこから結果が出るまで、何もしないままお

かれるのでしょうか。障害者、高齢者、移動に

困難を抱える人にとって、この影響は大きくあ

りません。既に大きな困難を有する移動環境で、

長く生活している人は、それを正常とし、認識

しようとするバイアスが生じる傾向があります。

閉じこもりがちな人に、日ごろのつき合いの中

で、外出するよう、働きかけると同時に、その

人にとって必要とする交通環境の改善計画に反

映させていく工夫を考えていかなければならな

いと考えます。 

 ２０１４年、地域公共交通活性化再生法が改

正されました。公共交通特定事業の一つとして、

地域公共交通再編事業が新設されたので、財源

が確保されるのではないかと考えますが、どう

いう点が不都合であるのか、具体例をお聞かせ

ください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 コンサルタントに委託する、その委託した結

果が出てくるまでのことについてでございます

が、以前、運行されていた路線バス等が廃止さ

れてきた経緯、これは周辺人口の減少や、モー

タリゼーションの進展等に伴い、公共交通を利

用する人が、急激に減少したことが大きな要因

であると考えます。 

 一方、人口減少等に影響して、高齢化も進み、

みずから移動手段を持たない方々が増加してい

ることも事実であります。 

 このような現状を踏まえ、大変厳しい財政状

況の中で、持続可能な公共交通を確立していく

ためには、地域の実情を把握するとともに、公

共交通を利用する側の意識の合意形成も必要と

なってきます。 

 このため、本年度、関係地域へ入っていき、

直接、住民の皆さんと意見を交わし、それぞれ

の地域に合った公共交通のあり方を目指して、

調査研究を行いたいと考えており、それまでの

間、別途の対策については、考えてはおりませ

ん。 

 そしてまた、具体例についてのお話もござい

ましたけれども、公共交通機関が廃止された背

景には、人口の減少や、１人１台の車を所有す

るような車社会が進展したことが大きな要因で、

路線バスを利用する方々が、急激に減少したこ

とも考えられます。 

 大変厳しい本市の財政状況を考えますと、県

や国の支援なしに、単独で、しかも利用者が極

端に少ない路線については、維持していくこと

は困難であると考えております。 
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 しかしながら、公共交通を必要としている方

は、車など移動手段を持たない高齢の方が大半

であり、現実に通院や買い物等で、大きな負担

を強いられている方々もおられますので、将来

にわたって、持続可能な運行体制について、地

域の声も踏まえる中で、調査研究してまいりた

い、このように考えておるわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 人が生き生きと生きる

ことができ、住民が自由に移動できる地域づく

りに取り組んでいくべきと考えます。 

 今回、住民自身が白ナンバー車両で運行する

ような形態も、具体的に明示されており、地域

で行われやすいような制度改正も行っています。 

 ２００６年、道路改正法で車椅子、あるいは

介助が必要な人のためには、交通手段として、

非営利団体による有償運送事業が制度化されま

した。 

 移動だけでなく、目的地での待機や、また閉

じこもりがちな人に外出を働きかけるなど、活

動をあわせて行っているところもあります。 

 デマンドシステムの元気バスによる外出、支

援バスサービスを、高齢者の安否確認などの安

全見守りサービス、安全情報配信サービスとと

もに始めたころ、少なかったデマンドバス利用

者もふえ、後期高齢者１人当たりの医療費増加

もなくなった例もあります。 

 スマートフォンと電話による予約で、スマー

トフォンでは、緊急連絡も発信できます。スマ

ートフォンの緊急通報を、タッチ機能で２４時

間見守られる地域住民の生活状況や、安否確認

ができ、安心して、尊厳を持って暮らすことが

できるまちを目指す、福祉と交通問題を総合的

に解決していくなど、御提案申し上げます。 

 続きまして、小筑紫保育園保険未加入問題を

お伺いいたします。 

 その後、契約履行されていますでしょうか。

和解後の契約履行がされているか、お伺いいた

します。 

 さらに、指摘を受け、どのように改善された

のか、伺います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 小筑紫保育園の質問に

ついて、お答えをいたします。 

 和解後における小筑紫保育園新築工事の進捗

状況については、５月１１日の和解後、同日付

で工事再着手し、１２月末完成に向けて、実施

しているところです。 

 ８月末の進捗状況は、棟上げが終わり、屋根、

壁の下地は完成しており、計画、実績とも、進

捗率４５％で、計画どおり履行できております。 

 さらに、その後のことについてでございます

けれども、今後の保険の未加入を防ぐための確

認体制につきましては、現在は、工事請負契約

時に受注業者へ保険加入を指示した上で、証券

等のコピーを提出させることにしています。 

 さらに、提出された証券等のコピーには、受

領印を押印し、担当者だけでなく、課長まで、

確実に確認をしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 火災保険のチェックの

担当課はどこか、内部責任についてお伺いいた

します。 

 保険契約のルールを決め、保険をかけるのに

意味があるだろうと考えます。 

 このルール、いつできたのか、調査依頼をし

てありましたが、請負業者の契約条項に、火災

保険加入を義務づけるようになったのは、いつ

できたのかはわからない。県の契約書の要綱に

倣っているとの報告をもらいました。 

 保険加入の記載があれば、発注者がルールに

基づいて提出を求めるとなるわけで、行政上の
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義務が生じるわけであります。 

 法令に基づいて適正な指導、また事後確認作

業等があったと思われます。チェックの担当課

はどこでありましたか。担当課の内部責任の問

題については、不問に付したのか、何らかの措

置をとったのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 担当課については、これは都市建設課でござ

います。その後の保険未加入を防ぐための体制

については、先ほど、答弁したとおりでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） チェックの担当課は、

都市建設課とわかりました。担当課の内部チェ

ックが抜けているわけです。担当課の内部責任

の問題については、何も行わなかったというこ

とでしょうか。不問に付したのか、また何らか

の指導をなさったのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 こういうことが、きちっと、これからもない

ように、チェック体制をきちんと、今後はする

ようにということをきちっと伝えて、対応をし

たわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 保険の保障高は、契約

金保障に見合うものかどうか、お尋ねいたしま

す。 

 保険料の保障高は、契約に見合うものであっ

たかどうか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在、建築中の小筑紫保育園の保険加入につ

いては、工事請負代金額に見合う保障額の保険

に加入していることを確認をしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） どうすれば請負業者の

多大な損失を防げたかなということに、入って

まいります。 

 今回、放火という事件で、請負業者にとって

は多大な損失をかぶることになりました。地元

の企業であって、これまでも、当市には何かと

貢献してくれたことと思われます。また、地元

産業を育てていかなければならない使命もあっ

たであろうと考えるにつけ、残念な結果となり

ましたが、どうすれば今回のことを防げたであ

ろうと思われるか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 工事請負業者が、工事目的物、及び工事材料

等を、火災保険、建設工事保険等に付していれ

ば、業者の損失は軽減できたものと思われます。 

 また、保険加入について、工事請負業者内で

のチェック体制は当然のことながら、発注者で

ある市のほうでも、業者に確認をしておれば、

業者の損失を軽減できたものと考えられます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） チェック機能は、本当

に大切なことだと思っております。いただいた

契約書の中にも、今度はきちんと判がついてあ

ります。そこらあたり、抜かりのないように、

地元産業の事業者も守っていかなければいけま

せん。 

 続きまして、みなみ保育園屋根の修理につい

てをお伺いいたします。 

 みなみ保育園の屋根の修理をしたと聞いてお

りますが、修繕費は２１２万２，２００円であ

りましたが、統合におくれが出たために、支障

が出てきたのか、説明を求めます。 
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○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 みなみ保育園は、閉園後、用途変更し、公共

施設として利用することを検討しており、こと

し６月に修繕をいたしました。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 市民に無用な心配、負

担について、お伺いいたします。 

 調理師１名は、統合がおくれたため、延長と

なったと聞いております。新園で卒業できるは

ずだった園児や家族、関係者を含めて、思いが

けない、防ぎようのない放火という事件に巻き

込まれることとなり、誰もが被害となったこと

といえるわけでありますが、市民への無用な負

担、心配をどう思われているのか、お伺いいた

します。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 負担の問題等についての質問をいただきまし

たが、職員の不足についてですが、保育士につ

きましては、新小筑紫保育園に配置予定であっ

た人数を、両園に分散することで、配置基準を

満たすことができましたが、調理師につきまし

ては、１名の不足が生じ、新たな職員配置をい

たしました。 

 市民の皆様の無用な心配ということですが、

このたびの火災においては、放火ということで

あり、多くの方々に御心配をかけたことと思い

ます。 

 何より、ことしの４月より、新しい園舎での

生活を楽しみにされていたお子さんたちや、保

護者の皆様のお気持ちを思うと、予定どおり開

園できなかったことに対しまして、大変遺憾に

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 最後に、私は、この請

負業者には何の思いも持っているものではあり

ません。また、担当課の方にも、聞き取りなど

の作業の中で、当時の担当者ではない方もいた

かもわかりません。御了承ください。 

 この問題の教えるところが、どこが問題があ

ったのか、検討して、再び起こさないことが重

要であります、ということをお伝えして、この

問題は終わります。 

 筆界未定についてお伺いいたします。 

 筆界未定の早期解決について、時間的にも長

期になっています。どう思われますか。境界線

は個人の話となるものですが、不明にした責任

はあるのではと考えます。権利の回復措置は重

要であります。早期解決のため、市長の御見解

をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 続いての質問にお答え

をいたします。 

 国土調査事業において、筆界未定となる原因

はさまざまありますが、結果として、隣接する

土地の所有者間で折り合いがつかず、どうして

も筆界未定になったところもあります。 

 筆界未定になった場合、それを解消するには、

土地の所有者間による話し合いや、法務局で実

施されている筆界特定制度等を活用し、所有者

みずからが土地境界を確定しなければなりませ

ん。 

 また、解消に至った場合でも、登記手続、再

測量等、多額の費用がかかってしまいます。 

 筆界未定の解消は、原則、土地の所有者みず

からが行わなければなりません。そのため、調

査を実施する際には、双方に対し、十分説明し、

理解を求め、境界画定には努めておりますが、

お互いの主張があり、画定できない箇所もござ

います。 

 これからも、国土調査を実施している区域に
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つきましても、筆界未定とならないよう、筆界

未定の趣旨を土地所有者の皆様に説明をし、で

きる限り、筆界未定を少なくしていくよう、今

後とも努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 市民の財産を守り、安

心して暮らせる社会の構築を求めます。 

 終わります。 

○議長（岡﨑利久君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時３４分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） おはようございます。

２度目の質問になります。市長、きょうはよろ

しくお願いいたします。 

 まずは、通告にありますように、国民健康保

険について、お伺いいたします。 

 この国保に関しましては、多くの市民から、

いよいよ高いということで、生活できんぐらい

高いので、もうずつないという話を聞きます。

私も、商売をしておりますので、ひところ８万

円ぐらい払ってました。 

 何ぼもうけがあるいいましても、８万円を８

カ月払うと、非常に苦しかったことを覚えてお

りますけれども。 

 この健康保険は、調べてみますと、もうちょ

っと、ちょっとやそっとではわからないという

か、非常に難しいからくりがございまして、に

っちもさっちもいかんがですけれども、自分な

りに調べた結果、ちょっとお伺いしたいことが

できましたので、御質問いたします。 

 これまでも、我が党の先輩議員のほうから、

いろいろと、何度か質問をしたとは思いますけ

れども、そのことも踏まえまして、お聞きした

く思います。 

 過去の質問におきまして、宿毛市でもほかの

市町村のように、一般会計から繰り入れて、国

保税の市民負担を軽減するように求めておりま

すが、その件に対する市長のこれまでの答弁は、

国民健康保険は、法律に基づく一般会計からの

繰り入れを除き、保険税収入や国庫負担により、

保険給付費等の費用を補うことを原則とした制

度のため、法定外繰入をするということは、国

保加入者以外の市民の方に御負担を求めること

になると。あくまで国民健康保険特別会計の中

で、収支を均衡させるなど、原則だと考えてお

りますという御答弁だったと思います。 

 その考えのもとで、財源不足を、基金を取り

崩しまして、２４年度には、税制改正を行って、

運営されておりますが、２６年度決算において、

基金はわずか、金利をはめましても５１０万で

すかね。いわゆる、かつかつの状態でなってお

ります。非常に苦しい、台所事情がお察しでき

るわけです。 

 さて、国保が抱えるこの財政的な構造問題で

すよね。赤字補填の法定外繰入などの解決のた

め、持続可能な医療保険制度を構築するための

一部を改正する法律が、この５月７日に成立い

たしました。 

 今回の国保改革は、国が財政支援を拡充しま

して、国保の財政基盤を強化すると。そして、

平成３０年度から、都道府県が財政負担の責任

主体となりますので、安定的な財政運営や、効

率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割

を担い、制度を安定させるという、皆保険制度

の創設以来の、最大の、いいほうの改革だと思

いますけれども、気になっております。 

 しかし、宿毛市国保の運営状況は、平成１９

年度から、毎年、基金を取り崩し続けまして、

赤字補填をしております。基金の残が５００万

余りの現在、県へ移行する３年間、どのように

運営をされていかれるのか、市長のお考えをお

聞きいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 皆さん、おはようござ

います。４番、山岡議員の一般質問にお答えを

いたします。 

 国保財源の運営についての質問でございます。 



 

－ 106 － 

 御指摘のように、長引く景気低迷等による保

険税収の落ち込み。一方では、高齢化の進展、

医療技術の高度化等による医療費の上昇等によ

り、平成１９年度から、基金からの繰り入れが

なければ、赤字決算になっております。 

 平成２６年度決算におきましても、歳入不足

を補うために、約６，０００万円の基金を取り

崩したことで、言われましたように、基金残高

はわずか５００万円まで減少しました。 

 また、御指摘の国保財政運営の責任主体が高

知県になる平成３０年度まで、どのように運営

していくかとの質問でございますけれども、国

より、平成２７年度から、低所得者に対する財

政支援として、１，７００億円、平成３０年度

からは、財政調整機能の強化等を目的として、

３，４００億円の財政支援がなされる予定とな

っています。 

 しかし、このように、財政支援がなされても、

厳しい財政状況にかわりはありません。 

 適正な賦課、収納、保険事業の充実及び医療

費適正化事業に取り組む中で、保険者として、

適正な財政運営に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） わかりました。今、市

長から、１，７００億円の財源があるとのこと

ですが、これは按分で、もしおわかりならば、

宿毛市では幾らぐらい入るでしょうかね。よろ

しくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 １，７００億円のうち、本市に幾ら交付され

るのかとの御質問だと思いますが、県のほうか

ら、金額は示されてはおりませんが、被保険者

１人当たり、約５，０００円の財政効果がある

と伺っていることから、単純計算で、市では３，

４００万円くらいではなかろうかと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 今、市長の御答弁で、

大体、３，４００万、按分でこのぐらいになる

のではないかというお答えでございました。 

 この３，４００万と、基金の残り５００万で、

およそ４，０００万円といたしましても、今回

の補正予算で計上している療養給付金返還金、

これが３，６００万、退職療養給付金返還金の

１，２００万の合計が４，８００万近くありま

すと。 

 昨年並み以上がかかるとなれば、２７年度も、

とても大変な運営になると思われます。 

 さて、そこで提案をさせていただきたいんで

すけれども、市の独自の事業といたしまして、

子供の医療の無料化制度を、２０年１０月から

は小学校修了まで、２２年１０月からは中学校

修了と設けております。 

 子育て世帯にとりまして、これは大変ありが

たい、いい施策だと思います。しかし、７月１

４日の高知新聞に掲載されておりましたが、市

町村が独自で実施している、この福祉医療費助

成制度に、国は安易な受診がふえるということ

で、市町村にペナルティーを課して、国庫負担

金を減額しております。 

 宿毛市は、単年でよろしいのですけれども、

２６年度は一体どのくらいの減額になっており

ますでしょうか。また、ペナルティーは、ほか

の保険者にはされていないのかどうか、伺いた

いと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 平成２６年度の影響額についてです。単年度

ということでしたので。 

 平成２５年度交付実績に比べ、調整交付金５

３６万６，０００円の減、そして療養給付費等
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負担金、これが８０５万８，８０１円の減で、

合計１，３４２万４，８０１円の減額措置を受

けております。 

 そしてまた、ペナルティーについてでござい

ますけれども、このような措置を課せられてい

るのは、市町村国保のみとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 今の御答弁で、１，０

００万を超す額が減額になっているようですが、

まことにもって、これはおかしな話だと、私は

思います。 

 しかし、このことを宿毛市のほうに、異議を

言ったところで、これはどうにもなりません。

が、これは地方から、ぜひ国のほうに訴えてい

かなければならないことだと考えております。 

 ただ、ここで私が市長に提案したいのは、一

般会計からの繰り入れについて、厚生労働省の

見解が示されております。国民健康保険予算編

成に当たっての留意事項と、そしてホームペー

ジ上に公開しておりまして、全都道府県に通知

をしております。 

 それによりますと、負担金の減額相当分につ

きましては、一般会計等による所要の財源措置

を講じるようにと、こう通知がされております。

これによりますと、ペナルティーの国庫負担金

の減額分は、一般会計から国保会計に繰り入れ

るべきであるという見解に至っておるわけです。 

 ２５年度の全国市町村の実質赤字ですよね。

これは、ひどい話で、３，１３９億円ございま

す。赤字補填のための法定外繰入は、３，５４

４億円と、調べた範囲ではこういうふうな数字

になっております。 

 法定外繰入の目的も、市町村によっては、さ

まざまだと思います。赤字の補填や、保険税の

負担の緩和を図るために、いろいろ、皆さん御

苦労されていると思います。 

 しかし、調べてみますと、高知県において、

地方単独事業の波及に充てるためとして、高知

市を初め、１４市町村が一般会計より繰り入れ

をしております。 

 幡多では、四万十市、土佐清水市もしている

と聞き及んでおります。 

 この厚生労働省の見解からすれば、宿毛市に

おいても、可能なのではありませんか。なぜし

ないのですか。 

 恩恵を受けているのは、国保加入者だけでは

なく、ほかの保険に加入している宿毛市民も、

同じように恩恵を受けているのに、ペナルティ

ーは国保加入者だけと、本来もらえるものがも

らえず、赤字が膨らみ、結果、保険税を上げざ

るを得なくなりますと。 

 市が単独で行っている事業で、国保の加入者

だけが大変になります。おかしな話ではないで

しょうか。 

 市長は、国保加入者以外の市民の方に、負担

を求めることになるため、一般会計からの繰り

入れは行わないと言っていますが、受益と負担

の公平性からも、減額分の繰り入れをしてみて

はいかがですか。見解をお聞きいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛市では、市単独事業として、平成２０年

１０月から、小学校修了まで、そして平成２２

年１０月からは、中学校修了までを対象とした

医療費助成事業を実施しています。 

 この事業は、子育て世帯にとって、有益な制

度と歓迎されていますが、財政運営上の不安定

要因となっています。 

 議員御質問の一般会計から減額分を繰り入れ

ることについての、私の見解についてですが、

宿毛市では、これまで、法定外に一般会計から

繰り入れることは、国保加入者以外の市民の方

に、負担を求めることになる、このような側面
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から、原則行わない、このように運営をしてき

ました。 

 しかしながら、子育て支援策の観点から行っ

た、実効性のある福祉施策に対し、国保保険者

のみが負担を強いられていること。また、厚生

労働省からも、先ほど、御指摘がございました

国保負担金の減額相当分については、一般会計

による所要の措置を講じられたいとの通知も出

されていることから、ことし中に国民健康保険

運営協議会に諮問をして、審議をしていただき、

その答申を踏まえる中で、検討していきたい、

このように考えております。 

 現在、厚生労働省では、この減額措置の見直

しについての検討会を立ち上げ、既に協議が始

められておりますが、子ども医療費の助成事業

は、国の主要施策となっている少子化対策にも

合致するものであり、国が一定の責任を負うべ

きものと考えますので、地方単独事業に伴う減

額調整措置の見直しに向けて、他市町村とも連

携をとりながら、国に要望をあげていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ありがとうございます。 

 市長の諮問に応じまして、国保について、審

議するところになっておりました国民健康保険

運営協議会、通称運協ですかね。これに諮問し

て、上に上げていくというお答えでございまし

たので、納得いたしました。 

 ひとつよろしくお願いいたします。 

 また、できましたら、ぜひとも、小学校修了

まで導入した２０年度にさかのぼって、いわば

遡及して、繰り入れの御検討をお願いを申し上

げまして、本質問は終わります。 

 ありがとうございました。 

 さて、いよいよまた話さないけませんけど。 

 公用車使用につきまして、質問いたします。 

 もっとほかの質問もしたいんですけれども、

これやらんといかんようになっちょる。 

 質問１、７月３日、高知新聞におきまして、

これはもう松浦議員が、初日に御質問したと思

いますけれども、公用車を使ったと。市長の答

弁で、大体はつまびらかになっておりますけれ

ども、宿毛市は２年前の要望書決議から、何度

も防衛省を初め、呉基地などへ陳情を重ねてお

りますさなかですね。 

 この２年のうちに、自衛隊艦船が、幾度とな

く湾内にも来まして、ついこの前は、機雷を沈

めたら、どの程度沈まったとか、砂とか海底の

あれを調べたとか、ＬＣＡＣも、実際に湾に来

ておりまして、漁業関係の方も目撃をしており

ます。 

 ２年前に、ここで議決されたとはいいまして

も、必ずしも満場一致ということではなかった

わけで、５対７でしたか、一人の方が会場から

出られたんですかね。 

 しかも、この議決は、議長を除くわずか１３

人というか、わずか１３人という言い方は語弊

があるかもしれませんけれども、その後市民ア

ンケート等も実施することもなく、誘致による

メリット、デメリットの考察ひとつあるわけで

もない状態で、要望書だけが先歩きしているの

が実際なんですけれども。 

 要望を出し続けることが目的かもしれません

けれども、何でも言い続けるということは大事

なことなんで。 

 しかし、新聞記事には、もう出ちゃいました

ので、この森本元大臣が遊びに来たと。片や、

公用車というような、ある先輩に言うたら、パ

ラドックスですって言ってましたけれども、こ

ういう対比でやられますと、市民がこの記事に、

普通に考えまして、ありゃと。どこの、公用車

使てやるがかと。おかしいじゃないかというの

が、僕は非常識なことを言っているでしょうか。
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普通に思うと思うんです。 

 しかし、この高知新聞の記事も、よしあしと

いうか、意図的にこういう書き方をしたのかも

わかりません。これはね。どのようにもとれま

す。 

 新聞は全部が全部、信用できませんので。気

をつけて報道していただきたいというのが、私

の印象なんですけれども。 

 いずれにしましても、市民にはいろいろな意

見や考え方がございます。こうでかでかと新聞

に書かれますと、要らざる批判を受けることに

なります。ましてや、森本さんは、軍事のスペ

シャリストというか、論客でございます。変な

誤解を市民に与えるのは、得策ではない。脇が

ちょっと甘いのじゃないかと、こう思いますけ

れども、市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 公用車の使用についてということでございま

すけれども、森本元防衛大臣を宿毛湾港新港岸

壁等へ案内した経緯につきましては、一昨日の

松浦議員の一般質問にもお答えをいたしました

が、森本元防衛大臣がどのような御用件で来ら

れたかは存じておりませんが、幡多地域を訪れ

るとのお話を聞きましたので、滞在中の空き時

間をいただければ、宿毛湾港等を視察していた

だき、その活用について、何か御意見等がいた

だけるのではないかとの思いで、要請したもの

であります。 

 高知空港からの公用車使用につきましても、

高知空港から高知駅を経て、幡多地域へ入られ

るようになっておりましたが、高知駅での鉄道

への乗りかえに２時間ほど時間を要することが

わかったため、この乗りかえに要する時間を、

宿毛湾港等の視察に割いていただくために、公

用車を使用したものでございます。 

 つけ加えますと、新聞記事につきましても、

最後までお読みいただければ、公に資する情報

を得られると判断をしたものだと、御理解いた

だける内容である、私はこのように考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） わかりました。 

 公用車を使って、森本元防衛大臣を宿毛湾港

新港等への御案内の経過につきましては、松浦

議員の一般質問にお答えいたしましたという返

答で、森本元防衛大臣がどのような御用件で来

られたかは、存じ上げておりませんという言葉

がありますけれども、本当に存じ上げていなか

ったかどうかを聞こうかなと思ったんですけれ

ども、これはやめます。 

 質問２に移りますので。 

 私は、今回の高知新聞のこの記事のことで、

一番疑問といいますか、不思議に感じますのは、

どうやってこの記者が、このことを知り得たか

と。一緒にいたどなたかが、あらかじめ知らせ

ないことには、これは絶対、知り得るわけがな

いんですよね。 

 これは、私が思いますに、森本元大臣が高知

へ来ることを知って、かつそれを市のほうに伝

えた人がおりまして、その方が新聞に、恐らく

知らせたように思いますが、そもそも森本元大

臣が来高することを、お答えにはできませんか

もしれませんが、市はどうして知り得ましたか。

できましたら教えていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 森本元防衛大臣が来高する、この情報につき

まして、どこから情報を得たか、これにつきま

しては、お答えすることは控えさせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 



 

－ 110 － 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） お答えできない、控え

させていただきたいと、正確に言えば。との答

弁ですが、私もここで、この話は括りたいと思

いますので、余り長くはやりませんけれども。 

 お答えできないという答弁なんですが、どん

な理由にいたしましても、時間内に公用車を走

らせて、職員まで動員したということについて、

新聞にも載っちゃいましたので、やはり何がし

か、申しわけないという部分も、絶対、少しは

認識をしていただきたいと。 

 賛否両論ある中で、市民の耳目にも達したと

いうことは、これは消せませんので、こういう

ことが、妙なところで政治不信につながっても、

これはいけませんので、今後はこうした説明の

できないような行動は、厳に慎んでいただきた

いと。このことをお願いをしたいということで

ございます。 

 しかし、そこまで原稿を打っておりましたけ

れども、きのうの朝、また載りました。また新

聞に載りまして、高知新聞に載りました。今度

は４人、写真が写っておりました。 

 この中にも一人、背の高いおんちゃんが写っ

ておりました。しかし、それはそれでいいんで

すけれども、こういう事実がありまして、その

ときは、今ノ山のほうまで行かれたというよう

な新聞記事でございました。しかし、またそこ

でも、高知新聞が巧みに書いております。遊び

と、公用車というような書き方をしているんで

す。 

 今ノ山に行ったということに関しては、松浦

先輩の質問にはお答えがなかったんですけれど

も、ちょっと通告外なんですけれども、それほ

どずらずらと、何十人が訪問したというわけで

はないと思いますので。 

 大月のほうは、町長さん、あるいは、村長の

ほうは田野さんですかね、御一緒だったかどう

かだけ、よろしければお伺いしていいですかね。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今ノ山は、田野村長も同行をされておりまし

た。 

 つけ加えますと、今ノ山へ視察に行ったとい

うのは、そこには自衛隊のレーダー基地もござ

います。さらに、今回の宿毛湾港の利活用とい

うのは、防災上の、南海トラフで発生する巨大

地震に対しての、防災上の点からも、この港の

利活用ということを考えておりまして、そのと

きには、芳奈の総合運動公園の視察もしていた

だき、そうした流れの中で、私もレーダー基地、

まだ見たことがございませんでしたので、今ノ

山に同行させていただいたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） このことについては、

先ほど言いましたけれども、ぜひひとつ、僕ら

みたいな政党は、いろいろありまして、言わな

いかん立場もありますので。 

 本当は、こういう公用車のことで質問をする

時間があったら、もっと住民福祉に資する質問

をいたしたいんです。時間の無駄になりました

が、ひとつ、今後は厳に慎むようにお願いいた

します。 

 公用車を使うたことは消えませんけん、これ

だけはひとつ、最後に通告というか、厳しく言

っておきます。 

 さて、次に、海上自衛隊誘致の問題なんです

けれども、これまた海上自衛隊なんですけれど

も、６月議会の折には、質問者、つまり私の質

問が長々とありまして、言うたほうはすっきり

はしましたけれども、後で市長の答弁を思い出

してみますと、どうもすっきりしないと。市長
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の答弁は、艦船が寄ってきて、飲んできち、お

金を落として、行っちきち帰っちきちもらうと。

水や食料の補給をすると。何ら問題はないとい

うようなことをおっしゃったと感じましたが。 

 要望書の内容を、何度もあれから読み返しま

したけれども、市長の言う、ただ艦船誘致だと

する文言は、どこにも、僕には見つけられませ

んでした。 

 たぶん私がもう一度尋ねましても、やはり市

長は、前回と同じことをおっしゃるとは思いま

すけれども、市長、いかがですか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどの公用車の使用について、今後、この

ような使い方はしないようにとかいう質問もご

ざいましたけれども、私どもは、公用車を使う

場合、常に相手が公人であるとかという形だけ

ではございません。当然、私人に対しても、会

社に対しても、宿毛市に対して、行政上、そこ

に市民のために資することができる、そういう

行動をするためには、当然、公用車を使います。 

 ですから、今回の、時間的なことも含めまし

て、いろんな情報をいただけるという認識がご

ざいました。しかも、森本元防衛大臣が、何の

目的で来たかということは、我々は詳しい話は

知りませんので、遊びに来た人を、それで迎え

に行ったという認識は、我々は持っていません

で、非常に、有効な情報を持たれている方が、

そういう形で幡多のほうに来られるということ

で、対応したことでございまして、新聞の構成

上、非常におもしろい構成をしていると思いま

すけれども、私は、先ほども答弁しましたよう

に、最後まで読んでいただければ、行政のとっ

た対応については、私は間違いはないというふ

うに判断をいたしております。 

 それから、海上自衛隊の誘致についてでござ

いますけれども、６月議会でも答弁した内容に

なろうかと思いますけれども、防衛省の要望書

の内容の基本的な考え方、これは宿毛湾港の有

効利用、このことについてでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 公用車の件は、また、

そう言いますけれども、それなら高知新聞に公

表されたらいかがですか。それをおっしゃるな

ら。 

 これは何でか言うたら、公の新聞というもの

は、出ましたのでね。あんまり、この話はここ

までにしたいんですけれども。外に出ちゃうと、

どうしても、ここだけの話じゃなくなってきま

すので、そのことを踏まえて、懸念に思ったわ

けでございます。そこは御理解していただきた

いと、こう思います。 

 さて、やっぱり市長は今までの見解どおりと

いう御答弁でございました。 

 それでは、この要望書の中身は、一体、何な

んですかと。要望書は、市長初め、時の議長、

商工会会頭の印鑑がきっちり押されております。

その一部をかいつまんで、一番ここが、その文

書の中心かなと思うところ、ちょっと抜粋しま

した。 

 自衛隊の市への常駐と物資の集積と、装備品

の整備、海上、航空、地上輸送や護送、事前の

展開準備ということがありまして、各部隊編成、

訓練などを行うための近傍作戦根拠地として、

最適の候補地でありまして、ぜひとも当地域へ

の活動を御要望いたしますと、こうはっきり書

かれていますよね。 

 そこでお伺いしますけれども、この要望書の

中の事前の展開準備ですよね。部隊編成、訓練、

これはいかなる自衛隊の行動を指すのでしょう

か。市長の御見解、お答えください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 展開準備とは、どのような自衛隊の行動を指

すのかとの質問でございますが、具体的な内容

については、十分、把握できておりません。 

 ただ、我が国は、南西諸島における防衛の強

化を図る上で、四国西南地域は、後方支援の役

割を担うことはできるのではないかとのアドバ

イスをいただきましたので、宿毛市の地勢的な

優位性を強調する意味で、要望書に書き入れた

ものであり、基地化等の具体的な構想があって

のことではございません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 実は、７月１４日、１

５日にかけまして、うちの党の塚地佐智県議と、

大月の浦木町議と、３名で、一回防衛省に行っ

て、どういう受けとめをしているか聞こうじゃ

ないかということになりまして、行ってきまし

た。 

 ちょうど衆議院の、今の平和安全保障法案が

強行採決された日やったと思いますがね、１５

日は。 

 これは、議員会館前の歩道は、デモの人、人、

人であふれかえっていました。 

 そんなわけもあったんでしょうか、総務の方

は国会対応で多忙ということで、非常に若い防

衛省の防衛計画課の方が応対してくれました。 

 それも多忙なのかどうか、ちょっとわかりま

せんけれども。 

 まず、聞いたのは、統合作戦近傍根拠地とい

う長い言葉が、要望書にはあるけれども、これ

はどういう作戦基地かと尋ねました。そうしま

したら、防衛省では、通常、そういう言葉は、

日ごろは使っておりませんという返事でござい

ました。 

 その防衛省の職員が言うには、宿毛市のどな

たかの造語ではないですかと。誰かがつくった

んじゃないですかと。 

 この統合作戦近傍根拠地という言葉の作者と

申しましょうか、この呼び方を考えたのは、企

画課ですか。それとも、昨日、松浦議員にお答

えしたように、三者で、市長がお考えになって、

皆さんで考えたというお返事だったんですけれ

ども。わかる範囲で教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 御質問の統合近傍作戦根拠地を初めとする言

葉は、企画課で考えたものではありません。 

 先ほども御答弁いたしましたが、さまざまな

アドバイス等をいただく中で、本市の、地理的

な優位性を強調する意味合いで使用させていた

だいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 私も、そのときに政務

活動費もいただきましたので、多少とも御報告

をせねばなりません。 

 その防衛省の職員は、今のところ、この厳し

い財政状況の中で、新たに基地をつくるという

のは、正直、念頭にないと。難しいというよう

なお答えでございました。 

 将来は、どういうふうになるか、これは経済

も政治も動いていますので、わからないにしま

しても、ただいまのうちは、なかなか俎上にあ

がるようなことにはなってないというようなお

返事でした。 

 ただ、こういう我が町のように、手を挙げて

いるところがほかにもありますかとお聞きしま

したら、ほかにもあると。 

 例えば、海の向こうの佐伯市ですよね。佐伯

では、もう既に小さな駐屯地があるみたいなの

で、まちの活性化のために、もうちょっと広げ

てくれというようなことは言っておりました。 

 それから、機雷の検査も、通常、ああいうこ
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とをいつもしているんだというような答えでご

ざいました。どうかなとは思いましたけれども。 

 まあしかし、話は何分、若い方で、らちがあ

きませんでした。結論からいいますと。 

 そこで、くどいようですけれども、防衛省は

宿毛市、そのときに私、思いましたのは、質問、

話しているうちに、防衛省と宿毛市と市民の三

つの認識が、まだまだ、かなりぶれがあるとい

うふうなことを感じました。 

 防衛省は、今のところ念頭にはないといいま

して、作戦近傍根拠地という言葉も、ふだんは

使うとらんといいます。ところが、市は、近傍

根拠地にしてほしいと、切望をしております。 

 市長はといえば、あくまでも艦船の誘致寄港

だと、こう申しておりまして、市民はといえば、

要望書の内容も知らない市民が大勢おるという

ことの中で、ぐるぐる回って、空回りしている

ような状態だと思うんですけれども。 

 基地化による経済効果のシミュレーションも、

何もしてありません。しかし、これを呼んだら、

経済がバラ色になるということでもないとは思

うんですよね。 

 一番の、僕らが腹をくくって考えないかんこ

とは、自衛隊というものは、いわゆる国家権力

なんで、それを呼び込むいうことですけん、よ

っぽど覚悟がないと、市民にも覚悟が要求され

るという、大きな案件でございますので、市長

には、どう考えても、この要望書の中身を、や

っぱり市ヶ谷のほうへ要望しているのは、これ

は事実なんで、本腰にやるのなら、そのように

市民にも説明をしなきゃなりません。そのとき

に、賛否がいろいろと出てきますし、もっとす

っきりしやしませんか。 

 これを言っても、また市長は同じ答えをなさ

ると思いますけれども、通告外ですけれども、

きつく言いますと、市長がみずから市ヶ谷に赴

くということは、これは重いことです。県議が

市議が行くようなものとはわけが違います。そ

のあたりは、よく踏まえてお聞きしたいんです

けれども。 

 市長は、市ヶ谷に何度お参りをいたしました

か。覚えている範囲で教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 私個人として３回行っています。副市長は１

回代理で行っています。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ちょっと言いにくいか

もしれませんけれども、市ヶ谷の、防衛省の部

屋の中で、あくまでも自衛艦船の誘致が目的だ

とおっしゃいましたでしょうか。と聞こうかな

と思ったんですけれども、余り言うと。いいで

すか、そしたら答えてください。 

 ぜひ、よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほど、防衛省のほうには、私のほうから３

回参っております。 

 最初、訪問したときは、要望書とか、そうい

うものはなくて、全くこれは、会頭と、たしか

議長もおられたと思いますけれども、寄港要望

ということで伺いました。 

 そして、その次には、議会での請願を、商工

会議所からの請願を受けて、それを採択して、

それで市長も同行をして、そのときに、４月１

１日でしたか、平成２５年のですね。このとき

に、自衛隊誘致の要望を出しました。 

 その後も、ずっと出しているんですけれども、

最初、その自衛隊誘致の請願というのは、これ

は議会のほうで潜水艦基地という形で、あるい

は掃海艇の基地とかいう、具体的な形での請願

は採択しておりましたけれども、市としては、

そのような内容は記載をしないで、自衛隊の誘
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致という形で請願をし、それが自衛隊そのもの

の基地を誘致ということにつながっているとい

うふうに思います。 

 このことについては、私も、議会が確かに反

対する方もあったにせよ、議会としての、宿毛

市議会としての意思決定ですから、それはまた、

市長も、私は対応すべきだという判断で、同行

した経緯はございます。 

 しかし、先ほど、山岡議員も言われましたよ

うに、非常に基地というのは、困難であるとい

う状況をつぶさに、いろんなところでお聞きを

いたしました。そうした中で、あとの２回、３

回の要望には、これははっきりと、自衛隊の艦

隊の寄港を要望するという内容にかえておりま

す。 

 そういうことでの、私としての防衛省に対し

ての要望活動は、続けてきたということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） これはもうくくりにい

たしますけれども、海上自衛隊の誘致要望につ

きましては、言論の自由及び思想、信条の自由

において、私個人は反対なんですけれども、反

対ではあるけれども、市は、議会の議決を経ま

して、さっき市長が言われましたように、市民

の熱い要望の意思が示された場合、これは自衛

隊の誘致に限らず、市民にその事業の必要性を

心から説明して、これこれしかじかであるから、

絶対にみんなでやろうやと、訴えることもない

事案が成り立つわけありません。 

 前回の私の質問で、市長は、市町村への説明、

周知をする必要を求めましたら、市民への説明

と近隣市町村への説明は、今後、その必要があ

るならば、そういう必要に応じて、現在、宿毛

市が取り組んでいることについては、市民の皆

さん、漁業者の皆さんにも明らかにしていく、

懇切に、求められればお話していきますとおっ

しゃいました。 

 宿毛市は、今でも一次産業のまちでございま

して、なかんずく宿毛湾の漁業はすばらしいと

いうことは、もう御存じかと思います。 

 これを何とか残していきたいし、地方創生に

向けてでも、この海を手放しよったら、もう宿

毛市は首くくるみたいなもんですけんね。何と

かこの漁師町を生かす方法を、皆さんで考えて

いくということが肝要かと思います。 

 私も、どうもようわからんがです、いまだに。

何度も言いますけれども、何度も、もう余りは

言いません。 

 これが最後かもしれませんけれども、市長答

弁とこの要望書の中身は、市長が幾ら言うても、

僕にとっては別物なんですけれども。 

 まことに失礼ながら、逃げを打っているんじ

ゃないかなというような印象もあるんですけれ

ども。 

 要望書の内容は、歴然と、軍事基地化という

か、これは要望してほしいと。これは宿毛市だ

けじゃなくて、西南地域ぼったりで、要望して

いるということが物語っておりまして、今後も

自衛隊誘致の件は、誘致そのものに限らず、そ

の誘致に関する手法についても、賛成、反対の

前には、今後も敏感に対応していきたいとは思

っております。 

 私、ここで、最後に言いたいのは、市長も残

念ながらおやめになるということでございます

けれども、もう一回言いますけれども、はっき

り要望書にうたわれた、そのものを要望してお

るんじゃと言うたほうが、すっきりするし、市

民のほうも、ああ、そうながやと。どんなメリ

ット、デメリットあるの、出してくれやと。こ

ういう議論になると、私は思って、ええ意味で、

賛否両論がええ意味で拮抗して、皆さんが公聴

会なんかで話し合っていきましたら、本当、こ
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この傍聴席も満員になるかもしれません、今後

は。 

 やっぱりみんなが議論を、一つのことをする

ということは、とても大事な、政治的な手法だ

と考えております。 

 ぜひ、本当はすっきりしたほうがいいと思い

ます。 

 時間の引き伸ばし。 

 最後に、岩国元市長さんが、あれは井原さん

でしたかね。２００７年でしたか、福祉センタ

ーに、ある団体を呼んで、岩国いうたら、皆さ

ん御存じのように、米軍基地あるところなんで

すけれども。宿毛市が誘致したいというような

ことを、参加者の中の誰かが質問しました、言

うたらしいんですよ。そしたら、井原さんは、

信じられんというようなことを言っていたそう

です。 

 信じられんのは、いろいろ示唆に富む、現実

に基地のある、元市長さんがそうおっしゃるの

で。その中では、確かに予算も、補助金もくる

と。くるけんど、ほとんどがひもがついとって、

なかなか使い勝手悪いというようなお話がござ

いました。 

 何をやるにしても、後で後悔することなく、

どっちにしろ、市民とひざを突き合わせて、腹

を割って話さんことには、大きな事業は進展し

ませんので。そのあたりのことを、少し言わさ

せていただきまして、質問は終わりますけれど

も。 

 市長は、もう一つ、安保法案は反対というよ

うなことで、新聞に載っておりましたので、そ

れについては、市長個人として、宿毛市長とし

ての見解で、なかなか立派だったと、最後に言

わさせていただきます。 

 何かありますか。よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 山岡議員のほうから、

要望についての本音を言えと。うそを言ってい

るんじゃないか。うそというか、本当のことを

言ってないんじゃないかという話です。 

 私は、先ほども申しましたように、この間の

４年間の流れについて、要望の経緯、過程につ

いて、先ほど御答弁させていただきました。 

 私としては、先ほど言いましたように、現在、

基地化というのは、非常に困難だと。ですから、

私としては、わずかな任期しかございませんけ

れども、自分の任期中には、基地誘致、そうい

う要望等については、全くするつもりはありま

せん。 

 これが、今の全体を通じる、私の経過の中で、

考えが浮かんだこともございますけれども、私

は、今の心境は、そういうことでございます。 

 そして、先ほどの内容、また繰り返しになり

ますけれども、最大の、私が望んだのは、南海

トラフの巨大地震に対して、本当に宿毛市には、

自衛隊の応援が届かない、こういうものが県の

調査の中でもわかっています。非常に孤立して

しまうという状況の中で、この宿毛湾港を利用

して、防災上の対応、非常に有効に利用できる

んじゃないかと。 

 そういう、非常に強い思いもあって、私はこ

の自衛隊についての寄港誘致、あるいはさまざ

まな、燃油や、水の補給であるとか、総合的な、

一定の根拠地的な役割を持つ自衛隊の、そのよ

うな活動が欲しいという要望をしてきた経緯が

ございます。 

 そのところについては、信じていただけるか

どうかわかりませんけれども、私はこの４年間、

この件に関して、取り組んできた最大の目的で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） 信じるも信じんも、市

長、今おっしゃいましたこと、信じるしかない
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ですもんね。言いましたよね、確かにね。 

 これで質問を終わりますけれども、１番の眼

目は、やっぱり大きいことをする場合は、どっ

ちにしろ、市民の協力と応援がないと、これは

できませんので、そのことだけは。 

 しかし、市長はもう、１２月になったらおり

ませんものね。 

 市長とは、同じ党におりまして、けど、市長

とはいよいよニアミスで、全然、交流はありま

せんでしたね。 

 そのことを申しまして、質問終わります。 

○議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１１時００分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１１分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） １４番、一般質問を

いたします。 

 問題１、消防団の組織変革と定数削減につい

て。 

 私は、長らく地元を離れ、情報音痴の状態で

ございましたが、過日、２人の方が来店してく

ださり、濵田さん、この前の市政懇談会で、消

防団の定数削減をしたいというお話を聞きまし

た。執行部から提案されたものでございますの

で、私は、市政懇談会にもいませんでしたので、

その方の話に沿って質問しますが。 

 消防団とは、地域防災力の中核として、市民

の生命、財産の番人として、代替のできない存

在であると、私はそのように思っております。 

 ３．１１以来、どこの自治体も、いざという

とき、一番頼りになるのが地域の消防団である

と言われております。 

 話は少し余談になりますが、以前、宿毛から

宮城県仙台の津波被災地まで、昼夜を問わず、

２トン車で小夏を満載していかれた宇須々木の

久保さん夫婦に出会いました。 

 その久保さん夫婦が被災地で出会ったのが、

災害復興支援グループの「きぼう」の代表、浅

見さんでございました。 

 その方は、通産省から郷里の仙台に帰り、消

防署に勤務、最後には、公民館長として努めて

おりましたとき、災害に遭われました。 

 そのとき、その公民館は避難場所ではござい

ませんでした。しかし、その浅見さんは、その

公民館を避難場所として、すぐに看板を立てて、

ここへ来てくれというような情報を伝達しまし

た。 

 そして、その日のうちに、災害復興グループ

支援センター「きぼう」を立ち上げ、食品、毛

布、その他を各所に手配し、もし、よう払わな

ければ、私の退職金で払うと、そういうような

あれで、各スーパーとか、そのあたりの食品、

そしてスーパーなんかとかで毛布を調達して、

そこにあるのを全部持ってきてくれという話を

したそうでございます。 

 そのとき、公民館を開放して、集まった人が

１，２００人から、最大で１，５００人はおっ

たんではなかろうかと、そういう話を聞いてま

いりました。 

 そういうことで、私も、久保さんを通じて浅

見さんと知り合ったわけではございますが、そ

れで、４回ほど、公私合わせて４回ほど、被災

地に行かせていただきました。そこで、被災地

の方々のところに、浅見さんが連れていってく

ださり、いろんな方々と話したわけでございま

すけれども、その仮設住宅の人たちも、消防団

の方がいなければ、私は今ここに命はなかった

であろうという、年とった、８０過ぎの老人の

方が、そういう話をしてくれました。 

 そして、どういうことでございましたかとい
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うと、私は、着の身着のまま、そして服なんか

もぬれておりましたと。そして、消防団の方が

来てくれて、消防団が着いていた、ジャケット

を私に与えてくれましたと。私は、ずぶぬれの

体から、そのジャケットで命が助かりましたと。

そして、名前を聞いたけど、何々と言ったけど、

その名前を忘れてしまいましたと。わかるもの

なら、もう一度、その人にお礼を言いたいと、

そういうふうな話を聞きました。 

 また、団員の方からも、いろんな話を聞きま

した。 

 そして、その団員の方、２５４名の方々の命

が失われたわけでございます。 

 私は、どうしても、そういうこともあって、

今回の定数削減構想は納得がいかないことでご

ざいます。 

 もしよろしければ、その理由を、市長、ひと

つお聞かせ願えませんでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） １４番、濵田議員の一

般質問にお答えをいたします。 

 消防団員定数の削減の意図についての質問で

ございます。 

 消防団組織につきましては、市制発足時に２

４分団７４０名でスタートし、３回の定数見直

しを行い、昭和４９年から約４０年間、８分団

の２４部、４９８名体制で活動をしております。 

 幸いにも、現在は、定数を確保できておりま

すが、人口の減少に伴い、団員確保が難しい状

況が出てきており、また、就労形態の変化によ

り、昼間に地元にいる団員が少ないなど、部単

位での出動態勢では、人員確保が困難になって

おります。 

 さらに、消防団詰所の老朽化が著しい状況と

なっていることや、津波からの団員の危険回避、

及び車両の損失回避のためにも、津波浸水域に

ある詰所も、高台移転及び詰所の集約について、

検討をすることとしています。 

 集約することにより、車両台数及び定数の見

直しも必要となることから、これまで明確な基

準が決められていませんでした定数について、

消防車両１台につき、出動可能な最低人員３名

を基本とし、その５倍の１５名を基準としたも

のであり、決して定数の削減が主たる目的では

ありません。 

 また、消防団員の処遇改善については、平成

２５年に制定されました消防団を中核とした地

域防災力の充実強化に関する法律により、装備

品の充実や、各種災害等に出動した際に支払う

出動手当の創設が求められております。 

 このような背景を受け、消防団員の安全確保

並びに消防団の持続可能な体制構築、及び機能

強化が、再編計画の目的であります。 

 この再編計画は、１０年をかけて進めていく

計画であり、老朽化した消防屯所の集約化、集

約に伴う消防車両の見直し、それに伴う団員定

数の見直し、そして処遇改善を柱とする計画で

ありまして、予測される将来の課題に対して、

今、できることに取り組むこととしたものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 南海トラフ地震が発生すると言われておりま

すが、今後３０年以内には、７０％の確率で発

生すると言われております。 

 このようなときに、行政みずからが、私は定

数削減をするというのは、おかしなことではな

いかと。ほかのところは、消防隊員の募集なん

かをかけております。何で宿毛が、このときに、

執行部が出さないかんのですか。私はそれが知

りたいと。 

 それから、確かに２０年もすれば、宿毛の人

口１万５，０００人から１万３，０００人ぐら
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いに減るというのは、世間一般に言われている

ところでありますが、しかし、行政がそれを先

取りして、１０年以内にそれまでするというの

は、そのときになったら、まだ、消防団員は足

らなくなると、私はそのように思っております。

市長の見解をお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 濵田議員の再質問にお

答えいたします。 

 今計画は、人員削減のみを目的としたもので

はなく、詰所を集約して、最低限の初動人数が

確保できれば、火災対応が速やかにできること。

さまざまな事情により、団活動に従事できない

団員もいることから、削減しても、機能は維持

できると考えます。 

 また、道路事情が改良されたことにより、短

時間で現場へ到着できることや、高性能な消防

資機材が配備されている現状、及び詰所の集約

化に合わせた、効率的な初動体制の構築により、

対応が可能であると考えます。 

 ちなみに、県下の類似団体においては、室戸

市が２９４人、安芸市が２８２人、土佐市が３

３１人、須崎市が２３０人となっております。 

 これからも、団員及び市民の方々の、より一

層の理解を得られるよう、丁寧な説明を行って

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 私が聞くところでは、

定数削減ですね。４９８名から、１３３名、３

６５名とするわけでございますが、急激に、今

から１０年先までの間に、そのようにして、そ

れから先、急激に人口が減ってくるときに、こ

の３６５名という人が保てるか保てないかとい

えば、そのときは保てないと思います。 

 それを、今、先取りする必要があるか。そし

て、それは地区の区長さんとか、そういう地区

民とは相談してからの話かどうか、市長にもう

一度聞きたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 濱田議員の再々質問に

お答えいたします。 

 本計画においては、庁内の検討会において、

３回の協議を経て、策定したものです。 

 関係者との協議については、消防団とは消防

係が、団幹部会において４回、説明し、和田分

団とは、７月に市長が意見交換会を行いました。 

 ８月には、団幹部と市長との意見交換会を行

っております。 

 地区長連合会にも、７月の理事会で再編計画

について、説明を行いまして、各地区からの意

見集約をお願いしましたが、現在のところ、地

区長連合会として、意見集約されたものは届い

ておりません。 

 今後、消防団との意見交換において、定数削

減など、まだ理解が得られていない部分もある

ことから、１０月２日に、市長及び再編検討委

員会と、団幹部との意見交換会を予定をしてお

ります。 

 その後、政策審議会にも諮り、答申に基づき、

議会に提出していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 私は、地区長連合会

の方に、二、三聞きました。そうしたら、市の

ほうから、何も連絡はなかったと、そういう話

を伺いました。 

 今、市長の話によると、地区長連合会にも連

絡はしてたと。しかし、片一方のほうでは、受

けてなかったという話でございますが、それは

どっちが正しいんですか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 濵田議員の質問にお答

えをいたします。 
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 団のほうからの説明によりますと、５月２０

日、宿毛市地区長連合会の理事会で説明をした

ということです。 

 ただ、私もその後、地区長連合会長さんとお

話ししましたところ、その再編計画案を示され

て、約５分間だけ説明があったと。意見をまと

めてほしいというふうな話があったけれども、

まだ個々の、さまざまな地区長さんの意見はあ

るけれども、地区長連合会とか、そういう形の

中での意見集約はしていないと。 

 また、１０月には、代議員会でしたか、ある

から、そこで協議はしたいという、連合会長さ

んの直接のお話は聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 このような事態でございますから、ほかの市

町村では、消防団員を、増強に努めているとい

うようなときでございますから、わざわざ行政

のほうから、くび切りを宣告するようなことは、

私はしないほうがいいんではないかと。そのま

まほうっておいても、団員の数は、必ず減って

くると、私はそのように思っておりますが、や

はり、あえて行政のほうからこういうことをし

なきゃならないのか、もう一度お聞きします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどもお話を、御答弁申し上げましたけれ

ども、地区長連合会とは、そのような関係にご

ざいます。そして、消防団幹部との話し合いに

ついても、先ほど、定数削減など、理解を得ら

れていないことがあるから、１０月２日に、市

長より再編検討委員会と意見交換会をするとい

うお話もしました。 

 私としても、このような執行部からの話の中

では、消防団との協議はされている。先ほどの

答弁もしましたけれども、そういう説明を受け

て、再編計画を、これで進めようという話での

合意に至ったわけでございますけれども、その

後、幹部会との話の中では、再編計画について、

団側の見解として、幹部会からも文書で定数削

減は、団員数の削減は了承をしないと、明確に

文書として出されておりますし、車両の問題や、

山北部についても、この和田分団から宿毛分団

に移ることについては、全く賛成してないとい

うこと。 

 さまざまな内容について、団側との相違はあ

ると。ただ、これは行政の立場ですから、率先

していかなければいけないことも事実ですけれ

ども、やはりこのような事例は、消防団とよく

話し合いをして、時間をかけて、論議すべき内

容ではないかと、こういうことを指摘する中で、

もう一度、団の皆さん方と、１０月２日に意見

の交換会をしましょうという形になっておりま

して、肝心かなめの団側との、このような再編

の方向で進めますという合意ができてない中で

は、非常に厳しい状況ではないかと、私は今、

判断をしております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 今、市長の話を聞く

ところによれば、まだ団も納得していないとい

うような話に聞こえましたが、でき得れば、団

の方も、そして市民も納得いくような、運営方

法を考えていただきたいと、そのように思って

おります。 

 それでは、次に、消防関係者の自主防災組織

へのかかわりについてでございますが、宿毛市

においても、各地区自主防災組織が組織されて

いますが、災害時の活動について、消防団関係

者による訓練、指導等のかかわりは、どのよう

に行われているか、市長にお伺いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 自主防災組織へのかかわりについてというこ

とでございますけれども、自主防災組織の訓練

等につきましては、現在、自主防災組織からの

要請があれば、消防職員が地域に出向き、消火

訓練、救急法、各種災害に対する対処法を指導

しております。 

 消防団員は、訓練指導を行ってはおりません

が、今後は、地域防災の中核である消防団員の

方々にも訓練、指揮を行ってもらい、訓練指導

を行ってもらい、自主防災組織との連携を図る

よう、計画しようと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 私があるところで、自主防災を見せていただ

きました。そういったところが、その器具の使

い方がわからないと。そして、見ていると、皆

７０を超えた人ばかりでございました。 

 私たちに、例えば、発電機を起こせといって

も、発電機を起こしてやってもかからないと。

どうやったらこれ、簡単にかかるんですかいう

て聞かれたけど、私も知りませんという答えで

ございます。 

 いざというときに役に立たない器具をそろえ

ても、何にもならないと。それやったら、消防

団のほうから、お願いして来てもろたらどうで

すという話をしましたら、できる限り、私たち

もそうしたいです。団のほうからも、そういう

ようなあれがあれば、訓練をやってくれるとい

うことであれば、いつでも門戸を開いて、お願

いしたいというような話も伺ってまいりました

が、団としては、そういうような計画も、消防

署としてはあるんですか。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 災害時の消防団活動についてでございますが、

団においては、平成２６年に震災対策初動マニ

ュアルを策定し、団員自身の安全確保を最優先

として、安全が確保された後に、各分団の所管

する拠点に参集し、各関係機関、自主防災組織

等と連携して、市民の救助、及び避難誘導に当

たることとしておりますので、自主防災組織の

サポートにつきましても、十分可能である。ま

た、要請があれば、必ずという形で対応すると

いう形になると思います。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） できる限り、防災の

ことについては、今からは年に二、三回は、そ

ういうように市のほうからも、防災のほう、皆

さんに区長にお願いしてやっていただくような

組織をつくっていただきたいと、そういう意味

で思っております。 

 これについては、これで終わりにします。 

 それから、自主防災、災害時の消防団の活動

について、お伺いします。 

 大地震が発生した場合、自主防災組織だけで

は、似たようなものですが、さっきと。 

 救出器具の取り扱いに、大変不安があると。

それはもちろん、地区の皆さんが、同じような

ことですが、私もそれ、極端に言うたら、さっ

きの発電機、それなんかもようかけなかったで

す。力がなくてかけなかったのか、それともや

り方が違ってたのかはわかりませんけれども、

教えてくれといっても、なかなか私なんかの力

では、そういうことを教えることはできません。 

 バールを持ってきて、これはどういうように

使うたらいいんですかというような話も聞きま

したけれども。 

 例えば、ゼスチャーを示してやってはみまし

たけれども、それで本当に救助ができるのかど

うか、それは私にはわかりません。 

 そういうことであれば、なおさら団員の削除

とか、私はもう少し、先に延ばしていただきた
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いと、そのように思いますが、もう一度、お願

いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 やはり自主防災組織よりも、比べるわけでは

ございませんけれども、消防団員の皆さん方は、

さまざまな資機材等の扱いになれているという

ふうに思います。 

 そういう点で、今後、そういうサポートとい

うことについては、先ほどもお答えしましたけ

れども、十分できるのではないかというふうに

思っております。 

 こういうこともあるので、消防団員の削減は

やめてほしいという質問でございます。 

 言いましたように、削減がさきにあるという

ことではなくて、きちっと再編、屯所であると

か、あるいは消防車両であるとか、そういうこ

とを再編をしていく中で、団員が減らすことが

十分できるならば、同じような機能を果たすこ

とができるならば、私は、それはその流れでよ

ろしいと思います。 

 ただ、全体として、先ほど、濵田議員も申さ

れましたように、この震災、大災害に対して、

さまざまことが想定される、いざというときに

は厳しい状況があるときに、消防団員、本当に

大きな、私は役割を果たすというふうに思って

おります。 

 ですから、その辺のところを、きちっと、肝

心かなめの消防団員の皆さん方と、特に団３人

の幹部からも、反対だという形で意見書が出さ

れるような状況では、なかなかこれは進まない

んじゃないかと。 

 だから、よくその辺の、人員削減ではなくて、

本当に団をきちっと再編をして、団員の皆さん

の安全も守るし、屯所や資機材、車両等の安全

も確保する。そして、出動態勢も、さらに向上

させていくということを、私は地域の皆さん方

や消防団員の皆さんと、時間をかけて論議して

いくことが、これからは肝要ではないかという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 大体、市長の申され

ることもわかりました。 

 それでは、問題２として、消防屯所の高台へ

の統合移転について、お伺いします。 

 統合屯所は、この話も直に聞いた話ではござ

いませんが、例えば、高台に屯所を新築すれば、

津波などへの対応はよいとしても、大きな部落

には、必ず消防屯所があり、火事だというとき、

必ず近くの団員が駆けつけてくれます。 

 それが、１キロ、２キロ先の高台まで、消化

器材を取りに行く間に、ぼやで済むものが延焼

し、大火事になってしまう場合があります。 

 そこで、私は、１カ所に、高台統合移転は反

対という立場から、市長に、高台をどうしてそ

こまで持っていかなければ、統合移転しなけれ

ばならないかというのをお尋ねします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まだまだ、そういう議論そのものが深まって

ないという状況の中で、濵田議員のような考え

方も、される方もおられると思いますけれども、

やはり今、学校や保育園もそうですけれども、

公共施設もそうですけれども、あの大きな、想

定される大きな津波が来た場合に、屯所も車両

も資機材も、全て流されてしまうという状況に

なったら、後の復興復旧、これは全くできませ

ん。 

 ですから、そういうことに対応するために、

よりよい参集場所であり、安全な場所であり、

地域の皆さん方との合意をいただく中で、私は、

あるときには、特定な形になってませんけれど

も、高台に移転をして、基本的には、再編でき
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るところは再編もしていくという形が望ましい

のではないかというふうに考えております。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 私は、高台移転が全て悪いというのではござ

いません。 

 例えば、大島などのように、津波が来て、橋

が決壊すれば、そこはもう陸の孤島となるわけ

でございます。そういうような所に、今の屯所

を、町も割合大きいんですよね。それを、私の

聞いた話では、小深浦のほうに統合するという

話でございましたので、それはちょっとやぼな

移転計画じゃないかと、そういうように私はと

りました。 

 そして、この消防再編計画書というのを見せ

てもらいましたら、話がまた変わってきました

けれども、区長会の方々はそれを知らないわけ

ですね。極端に言うたら、市のほうから、区長

会なんかにも配っておるんかと思ったら、それ

も配ってはないと。だから、そういう話が、直

に私のところに来たと。 

 片島もそうです、どこもそうです。海岸ばた

のところで、やはりその地区、地区にあって、

いざというときに出動できるのが一番ベターで

はないかと、私はそのように思いますが。 

 確かに市長がおっしゃるように、小深浦の山

の上に持っていけば、津波には遭いません。し

かし、小さなぼやが大火になる場合は、大いに

あると思いますので、やはり多少、大島、片島

とか、そういうところには、人口が集中してい

るところには、やはり屯所を置くべきじゃない

かと、そのように思っておりますが、市長の答

弁をお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 全体のところからお答えいたしますけれども。 

 本市の消防団詰所は、昭和４０年から５０年

に建設されたものが約９割であります。しかも、

ほとんどの施設の構造が、補強ブロックづくり

であることから、老朽施設の建てかえが必要な

状況でございます。 

 さらに、東日本大震災では、２５４名の団員

が津波の被害に遭ったことから、南海トラフ巨

大地震による津波から、団員の命を守り、被災

後の救助及び復旧活動を確実に遂行するための、

車両の確保策とあわせて、津波浸水域にある詰

所を、高台に移転する必要があり、今回の消防

団再編計画に入っております。 

 大島部の詰所については、大島橋の落橋によ

り、同地区が孤立するおそれがあることから、

単独に存続し、島内の高台に移転、新築を計画

をしております。 

 津波浸水域においては、先に申し上げたこと

から、屯所の高台移転は必要と考えますので、

引き続き、消防団、地区を交えて、検討を行い、

高台への統合移転について、御理解いただける

よう、努力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 市長の今の答弁で、大体のことはわかりまし

たが、私は、あくまでも、片島、大島、そして

西町とか、そういうところが孤立するのではな

いかと、そういうようなので、部分的に、高台

に分けてくれるということでございますので、

納得いたしましたけれども。 

 でき得れば、団員のことも、そしてまた屯所

のことも、やはり地区の方々の意見も聞いて、

進めてもらいたいと、そのように思っておりま

す。 

 それでは、この問題はこれでいいですが。３

番目の問題、路線なき地域へのお年寄りの送迎

について。 

 私は、以前、西町方面のバス路線が廃止にな
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った折に、藻津地区の老人クラブの会長、故後

田美智夫氏から頼まれ、宿毛医師会の医師たち

にお願いに回り、許可をいただき、中村の西南

交通まで交渉に３度ほど行きました。 

 そして、週１回ではありますが、医師会から

の負担で、今だにバスを走らせていただいてお

ります。 

 そういうことを、ある老人の方が聞きつけて、

濵田さん、どうしても南方面にもバスがないが、

医療バスですけれども、医療バスをスーパーと

かあれとか、いろいろ寄っていただいておりま

すけれども、今、１回に２人、３人というよう

ながで、余り乗ってないらしいです。 

 それで、医師会のほうから私のほうに、やめ

たいというお話が来てましたけれども、それは

何とかしてくれやという話で、またこの間も、

この話を持っていくと、うちはもう、患者は要

らないから、そんな負担はもうできんでという

医師もおりました。 

 そして、詰めて話しておりますと、市のほう

が半分補助してくれるなら、医師会としても、

金は出してもいいというような回答をいただき

ましたが、市としては、どのように考えますか。

ひとつよろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在、医師会が運行している病院バスは、基

本的には、それぞれの病院へ通う方々を対象と

したバスとなっているために、各病院へ通院さ

れる方々を運ぶという意味合いが強く、事業活

動の一環として、運行されている病院バスに対

し、補助を行うことは困難である、このように

考えております。 

 しかしながら、最近の地域を取り巻く現状を

見てみますと、高齢化の進行とともに、平均寿

命が年々延伸しており、自宅の近くに公共交通

がないことにより、通院費が経済的に大きな負

担となっている現実があります。 

 この状況を少しでも解消するため、平成２５

年度から２６年度にかけて、西地域において公

共交通のあり方を検討するための実証運行を行

いました。 

 本年度は、橋上地域や栄喜地区を初めとする

小筑紫地区の一部を対象に、直接、職員が訪問

し、地域内の声を聞かせていただくこととして

おりますので、将来に向かって、持続的可能な

公共交通の確立のための調査、検討をしてまい

りたい、このように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） きのうの川田さんの

質問で、大体のことはわかっております。 

 でき得れば、やはり市としても、何らかの対

策を、早くとっていただきたいと。 

 デマンドバス、なかなかこれも難しいようで

はございますけれども、孤立したような状態で

おくのも、私はちょっと気の毒なような気もし

まして、何とか市のほうも、対策をとってもら

うように話してあげますという話でございまし

たので、質問させていただきました。 

 今後ともよろしく御検討ください。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） これにて一般質問を終

結いたします。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０２分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程第２「議案第１号から議案第３３号ま

で」の３３議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し
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ます。 

 ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） ３番、質疑を行います。 

 私がお聞きしますのは、議案第１５号別冊、

平成２７年度宿毛市一般会計補正予算でござい

ます。 

 まずは、１１ページ、第２款総務費、第１項

総務管理費、１５目防災対策費、１９節負担金

補助及び交付金、宿毛市災害対応型給油所整備

促進事業費補助金２００万円についてでござい

ます。 

 この事業の対象者が、給油所となっておりま

すが、整備場所と内容をお聞かせください。 

 次に、１４ページ、第３款民生費、第２項児

童福祉費、８目子育て世帯支援費、２０節扶助

費、子育て世帯支援事業費扶助、４６５万円に

ついてでございます。 

 この事業の手段が、図書カードになった理由

について、お聞かせください。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） 危機管理課長、

原田議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）の１１ページ、第２款

総務費、第１項総務管理費、１５目防災対策費、

１９節負担金補助及び交付金の宿毛市災害対応

型給油所整備促進事業費補助金、２００万円の

計上予算について、御説明いたします。 

 本予算は、災害に伴う停電時に、ガソリン等

の石油製品を安定的に供給するため、津波浸水

区域外の給油所が、自家発電設備及び緊急可搬

式ポンプの二つの機材を整備することに対しま

して、補助を行うものでございます。 

 この要件としましては、緊急車両等へ優先的

に燃料を供給すること等が補助要件となってお

ります。 

 本事業の創設前には、国の通常災害対応型給

油所整備事業補助金に対しまして、県、そして

宿毛市が補助を追加する形で、平成２５年度か

ら整備促進をしておりましたけれども、平成２

６年度に国の事業が、地域エネルギー供給拠点

整備事業に移行しまして、同時に補助要件のほ

うも、タンク容量の増量、そして耐震性の高い

配管へ改修する必要があるなど、事業所負担が

大幅にふえまして、非常にハードルの高いもの

となりました。 

 これに対応するために、県が本年６月に、市

町村の補助を条件に、新たな補助制度を創設を

しましたので、宿毛市としましても、災害時に

おける給油体制の重要性を勘案しまして、制度

を導入しようとするものでございます。 

 補助率につきましては、県、市ともに、２分

の１ずつの全額補償となっておりまして、補助

上限額は、県、市それぞれ１００万円ずつの、

合計２００万円でございます。 

 予算措置としましては、上限額２００万円の

１事業所分、２００万円を計上しております。 

 なお、補助を予定しております給油所は、平

田にありますＪＡ高知はた平田サービスステー

ションでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（佐藤恵介君） 福祉事務所長、

原田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、１４ページ、第３款

民生費、第２項児童福祉費、８目子育て世帯支

援費、２０節扶助費。子育て世帯支援事業費扶

助４６５万円の事業が、図書券の配付になった

理由はとの御質問でございます。 

 この事業は、国の地域活性化、地域住民生活

等緊急支援交付金を活用し、高知県が１８歳未

満の子供を持つ多子世帯等への生活支援等を目



 

－ 125 － 

的として、創設した補助制度により、市内に住

所をおきます小・中学生に、図書カードを配付

するものです。 

 県の補助要綱によれば、使途は幅広く、他市

町村におきましては、インフルエンザ予防接種

や、プール利用券の助成を実施しているところ

があるようですが、なるべく多くの子供たちに

利用してもらいたいこと。また、学力向上への

寄与や、よい本を読んで、感受性豊かな人にな

ってほしいとの思いから、図書カードの配付に

決定しました。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 再質疑をさせていただ

きます。 

 一部御回答をいただきましたが、もう一度、

質疑させていただきます。 

 給油所の整備ですが、災害時に安定供給をす

るためとなっておりますが、そこは建物の倒壊

や、先ほど、津波被害を受けないと答えていた

だきましたが、建物の倒壊や、津波の被害を受

けない場所や状態になっているのでしょうか。 

 そして、図書カードのほうですが、図書カー

ドは、配付してしまえば、どのようにも利用で

きてしまいます。事業の目的どおりに利用され

るための事前の説明や、利用後の調査や報告な

どの手段は、考えているのでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） 危機管理課長、

原田議員の再質疑にお答えをいたします。 

 ＪＡ高知はた平田サービスステーションは、

平成４年１２月に建築をされておりますので、

耐震性がありまして、倒壊のおそれはないと考

えております。 

 また、タンクにつきましても、平成２３年６

月の改正消防法によりまして、漏えい防止の厳

しい基準が設けられておりまして、こちらもク

リアしております。 

 また、立地場所が平田でございますので、津

波の心配もございません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（佐藤恵介君） 福祉事務所長、

原田議員の再質疑にお答えいたします。 

 事業目的につきましては、広報の１０月号及

び、図書カード配付時に文書を同封することに

よって、周知をしようと考えております。 

 また、利用状況につきましては、国、県から

アンケート調査の実施を求められておりますの

で、年度内に実施する予定です。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君） 御説明ありがとうござ

いました。 

 以上で、質疑を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） ２番、川村三千代、

質疑を行います。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、こちらにつきまして、

二つの項目について、質疑を申し上げます。 

 まず、１６ページ、第７款商工費、第１項商

工費、５目観光費、１９節負担金補助及び交付

金、こちらの幡多広域観光協議会運営事業費負

担金（地方創生先行型）、こちらの１，３１３

万１，０００円、こちらについて、内容、そし

てどのような目的なのかをお示しください。 

 そして、もう１点は、１８ページ、最後のペ

ージになりますが、こちらの第１０款教育費、

第５項保健体育費、３目社会体育振興費、１８

節備品購入費、レスリングマット購入費（地方

創生先行型）、こちらの１，０３２万８，００
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０円。こちらについても、質疑を申し上げます。 

 たくさんのスポーツ競技がある中、どうして

レスリングになったのか。そして、またその経

緯を教えていただき、またどのような購入によ

って、見通しが立てているのか、こちらについ

て、担当課の説明を求めます。 

○議長（岡﨑利久君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山戸達朗君） 商工観光課長、

２番、川村議員の質疑にお答えします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、１６ページでござい

ます。 

 第７款商工費、第１項商工費、５目観光費、

１９節負担金補助及び交付金、幡多広域観光協

議会運営事業費負担金（地方創生先行型）の１，

３１３万１，０００円の増額につきまして、御

説明いたします。 

 この予算につきましては、幡多６市町村が広

域的に観光振興に取り組むため、地方創生交付

金上乗せ交付分を財源といたしまして、一般社

団法人幡多広域観光協議会が事業実施主体とな

り、観光商品の造成や、誘客促進、広報ＰＲ、

体制強化を図り、幡多６市町村への観光入込客

数の増加、さらには宿毛市の観光振興に寄与す

ることを目的としております。 

 事業内容は、大きく四つの事業で構成されて

おりまして、一つ目の事業として、一般旅行の

推進事業としまして、事業費４，３６０万円、

幡多地域特有の山・川・海の豊かな自然を活用

した体験型旅行商品によります一般旅行客の誘

客を促進するため、商品造成、誘客促進、広報

ＰＲに関する事業を実施します。 

 ２点目の事業としまして、スポーツツーリズ

ムの推進事業といたしまして、事業費４００万

円、温暖な冬場の気候や、日本一長い日照時間

等などの環境面や、県立大規模西南公園を初め

とする、充実した施設面などの強みを生かした、

スポーツ客誘致を促進するため、スポーツツー

リズムのワンストップ窓口の体制づくりを実施

いたします。 

 ３点目の事業といたしまして、国際観光の推

進事業としまして、事業費１，０４０万円、訪

日外国人旅行者が、本物の日本が体験できる地

域として、ブランド化を図り、地域の持つ自

然・食・文化・人柄などを生かした国際観光を

推進するため、計画等の策定や、受入環境の整

備を実施いたします。 

 最後に、四つ目の事業といたしまして、広域

観光協議会の体制強化、収益事業の推進事業と

いたしまして、事業費１，２００万円、広域観

光協議会が、地域の観光関係者をまとめ上げる、

プラットホームとしての役割を果たしていくた

め、戦略的マーケティングや、企画立案のため

の体制強化や、将来にわたり、自立的、継続的

な事業を展開していくための収益体制の向上を

図る事業を実施してまいります。 

 以上、四つの事業の事業費は、合計で７，０

００万円となっており、幡多６市町村と高知県

が、地方創生交付金として、それぞれ受け入れ、

事業を実施する一般社団法人幡多広域観光協議

会に対して、負担金として支出するものです。 

 宿毛市の負担金額は、交付金受入額と同額の

１，３１３万１，０００円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（桑原 一君） 生涯学習課長、

２番、川村議員の質疑にお答えさせていただき

たいと思います。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、ページ１８ページ。

第１０款教育費、第５項保健体育費、３目社会

体育振興費、１８節備品購入費の事業として、

提案させていただいておりますレスリングマッ

ト購入費、地方創生先行型、１，０３２万８，
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０００円についてでございますが、御質問とい

たしましては、この地方創生先行型について、

レスリングのマットの事業を選んだ経緯という

ことではないかと思います。 

 それからまた、この事業における今後の見通

しということではないかと思いますので、それ

について、お答えをさせていただければと思っ

ております。 

 宿毛市としましては、スポーツ振興を図りま

して、交流人口を拡大をさせていきたいという

ことで、取り組みを進めさせていただいており

まして、また、まち・ひと・しごと創生総合戦

略の計画の中にも、そういったものを盛り込ま

せていただこうと。 

 特に、基本目標の一つであります、新しい人

の流れをつくる取り組みを進めさせていただこ

うと思って、計画を策定はさせていただいてお

るところでございますが、その一環としまして、

レスリングにつきましては、現在、宿毛市とし

まして、こういったレスリングマットであった

りとか、直接、競技にかかわる備品であったり

とかいうものを保有しておりません。 

 実際、古い話になるんですけれども、国体で

レスリング会場になっておりましたので、その

ときには、どうしたかということにもなろうか

と思うんですけれども、実際、国体のときの会

場が、県有施設であれば、県のほうが整備しま

すよということになっておりましたので、レス

リングにつきましては、県立であります宿毛高

校と、宿毛工業高校が会場でございましたので、

県のほうが、レスリングマットについても、整

備をしまして、その後、県立高校等へ、そのマ

ットを配付されたという状況がございまして、

実際、宿毛高校には、１面、レスリングマット

がございます。 

 そのときに、４面整備をしておりましたので、

残りの３面は、市外の県立高校のレスリング部

のほうに配付をされたのではないかと思ってお

ります。 

 そういった状況がある中で、ここ２年ほど前

から、宿毛市でもレスリングクラブの設立がご

ざいまして、そのレスリングクラブを中心に、

レスリングの普及であったり、大会を開いたり

ということが行われております。 

 そういったものの後押しをさせていただいて、

レスリング以外の競技では、いろいろ整備とか

もされているんですけれども、レスリングにつ

いても、マットを整備をさせていただくことに

よって、宿毛市の普及する競技として、一つに

入れていければということを考えておりまして、

今回、レスリングマットの整備を挙げさせてい

ただいておりました。 

 もともとレスリングにつきましても、２年ぐ

らい前から取り組みが始まっておりましたので、

できるだけ早く、レスリングマットを整備でき

たらということは考えておったんですけれども、

なかなか市単独で、レスリングマットを整備す

るというのは、なかなか難しい。 

 財政的にも難しいという状況がございました

ので、いい方法はないだろうかということで考

えておりましたけれども、今回、先ほど、商工

観光課のほうからもありましたように、先行型

の上乗せタイプについて、タイプ２におきまし

ては、初めて、どういったものが対象になるか

というものが明記されておりまして、今までは、

ソフト事業でないと、この総合戦略においても、

事業対象にはならないというようなことであっ

たんですけれども、今回の上乗せ分のタイプ２

におきましては、初めて備品についても、対象

にできますよということが明記されましたので、

今まで、なかなか取り組みをさせてもらえなか

った中で、備品が初めて入ったということがご

ざいましたので、それを活用させていただいて、

この機に、レスリングの普及にも取り組ませて
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いただければと思っております。 

 このマットを買ったことによる、今後の展開

についてなんですけれども、マットを活用して

いただいて、レスリングクラブのほうで、レス

リングをもっともっと普及をさせていただいて、

少年少女、ついては、中学校、高校までも、レ

スリング人口は拡大していっていただければと

思っております。 

 それをやることによって、少年少女の合同合

宿を、宿毛でやっていただいたりとか、それか

ら、大学以上の、レスリング部のあるところが、

宿毛で合宿をしていただいたりとか、いうこと

で、どんどん、市外から、レスリングを活用し

て、宿毛に来ていただくようになればというこ

とを目的として、今後、使わせていただければ

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） ２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君） どうも、それぞれの

担当課長から御説明をいただきました。 

 また、のどの調子が十分でない中を、ありが

とうございました。 

 観光面につきましては、今、観光のニーズと

いうのが、観光地をめぐる周遊型から、体験型

への観光へと移行しております。これは、四万

十川や足摺岬といった、知名度の高い観光地を

有しないこの宿毛におきましては、この豊かな

自然や、そしてまた豊富な、おいしい食べる物、

こういったものをどんどんと売り出していく好

機であると思います。 

 幡多地方の各市町村と、連携と協調を図りな

がら、決して宿毛市が通過点にはならないよう

な、積極的な観光振興を期待しております。 

 よろしくお願いいたします。 

 また、レスリングマットにつきましても、本

当に日本は吉田沙保里選手を初めとして、大変

優秀なメダリスト、有望な選手をたくさん輩出

してまいりました。今回、この宿毛の地のレス

リングマットから、そういった優秀な人材が育

ってくることを願っておりますし、また、スポ

ーツ振興を通しまして、交流人口の拡大にも期

待をしております。 

 以上、私の質疑、終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） １番、質疑させていた

だきます。 

 議案第１５号別冊、１１ページ、第２款第１

項１５目災害対応型給油所整備促進事業につい

て、場所とか、原田議員の説明を聞いておりま

したので、省かせていただきますけれども、協

定というものがあるでしょうか、どうでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君） 危機管理課長、

川田議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）の１１ページ、第２款

総務費、第１項総務管理費、１５目防災対策費、

１９節負担金補助及び交付金の宿毛市災害対応

型給油所整備促進事業費補助金について、御説

明をいたします。 

 協定の件ですけれども、本事業の補助要件と

しまして、緊急車両等への優先的な燃料供給等

が規定をされておりますので、本事業を実施す

るに当たりまして、新たに協定の締結をすると

いうことは、考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 議案第１５号別冊、１

２ページ、第２款第２項２目軽自動車検査情報

取込基幹システム改修委託についてでございま

す。 

 内容は、ほぼ伺っておりますけれども、市民
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の皆様に対して、具体例として、軽自動車が、

経年１０何年かすると、税金が高くなるという

内容だと思いますけれども、一例お示しをいた

だきたく思います。 

○議長（岡﨑利久君） 税務課長。 

○税務課長（岩本昌彦君） 税務課長、１番、

川田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算、歳出、ページ１２ページ。第２

款総務費、第２項徴税費、２目賦課徴収費、１

３節委託料、軽自動車検査情報取込基幹システ

ム改修委託料５１万９，０００円の事業内容に

ついての御質疑でございます。 

 軽自動車税につきましては、平成２８年度よ

り、新規登録後、１３年を経過した車両に対す

る経年車重課が実施されるとともに、平成２８

年度分に限って、一定の燃費基準を満たした車

両に対するグリーン化特例が実施されます。 

 このうち、経年車重課を実施するためには、

各車両の初年度検査年月を把握する必要があり

ますけれども、軽自動車につきましては、平成

２６年度以前は、初年度登録年月についての申

告義務がなかったために、改めて課税対象とな

る各車両の初年度登録年月を把握する必要が生

じております。 

 また、グリーン化特例の実施につきましても、

各車両の燃費性能を判定する必要がありますけ

れども、同じ車種でも、グレードによって、燃

費性能が違っているなど、煩雑な確認作業が必

要となってまいります。 

 このような作業を、市町村が個別に対応した

場合は、市町村はもちろんですけれども、情報

提供を依頼することになります、全国軽自動車

協会連合会の負担も、一時的に大きくなります

ので、スムーズな課税情報の把握に支障を来す

おそれがあります。 

 そのため、本事業を円滑に実施するために、

国主導で、全国的な軽自動車検査情報の電子的

情報提供システムが構築されることになりまし

て、そこから提供される電子情報を、本市の基

幹システムであるｅ－ＡＤ２へ取り込むことが

できるようにするためのシステム改修が必要に

なったものであります。 

 具体的には、昨年４月に設立されました地方

公共団体情報システム機構が、全国軽自動車協

会連合会から提供を受けた軽自動車の検査情報

等を、総合行政ネットワークでありますＬＧＷ

ＡＮを通じて、全国の市町村に対して、データ

形式によって提供することになるため、その情

報を本市の課税システムであるｅ－ＡＤ２へ取

り込むことができるようにするための、システ

ム改修を行うものであるということです。 

 本システムを導入することによりまして、軽

自動車税に係る経年車重課及びグリーン化特例

の判定確認が、データ形式により一括処理が可

能となります。また、大幅な事務負担の軽減が

図れますし、軽自動車検査情報の提供が、紙媒

体からデータ形式にかわることで、入力の際の

負担が軽減されるとともに、人為的な入力ミス

も防ぐことができるというメリットがあるとい

うふうに考えております。 

 市民生活への影響ということで、軽自動車税

率の改正につきましては、議員御承知のとおり、

既に昨年の議会において、議決をいただいてお

るところでありますので、軽自動車重課とグリ

ーン化特例について、簡単に一例を挙げて説明

をさせていただきますと、初めに、経年車重課

については、例えば、平成２６年３月３１日ま

でに登録された四輪軽自家用車に課される税率、

これが７，２００円ですけれども、これに対し

て、重課として、１万２，９００円が課される

ものになります。 

 なお、これは、中古車両を購入した場合でも、

その車両が最初に登録された年月から起算され
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ますので、御留意のほうをお願いいたしたいと

思います。 

 次に、グリーン化特例の具体的な税率につい

てですけれども、本特例は、平成２７年度中、

つまり平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日までに登録された車両を対象として、平

成２８年度課税分に限り、一定の燃費基準を満

たす車両について、税の軽減を図るものであり

ます。 

 平成２７年４月１日以後に登録された四輪軽

自家用車に課される新税率と比較をいたします

けれども、この新税率、１万８００円に対しま

して、燃費性能に応じて、２５％軽減で８，１

００円、５０％軽減で５，４００円、７５％軽

減、これが最高ですけれども、２，７００円と

いうことになります。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。 

 続きまして、１４ページへ移ります。 

 第３款第２項８目子育て世帯支援事業につい

てでございます。先ほど、原田議員の説明で、

１点追加させていただきます。 

 封筒で各家庭へ送るとなっておりますので、

労務賃などかかると思いますけれども、どれく

らいかかるのか、教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（佐藤恵介君） 福祉事務所長、

川田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、１４ページ、第３款

民生費、第２項児童福祉費、８目子育て世帯支

援費、２０節の扶助費。この事業の図書カード

の送付について、労務費はどれぐらいかかるか

という御質問です。 

 具体的な事務内容としましては、該当者の抽

出から始まって、図書カードの購入、封入文書

及び宛名シールの作成、封入といったものとな

ります。 

 対象は、１，５００世帯ぐらいになる予定に

なっておりまして、事務量としましては、延べ

５０日程度を想定しております。特に、現在の

職員の給与とか、人件費のほうで賄いますので、

労務費としては算定しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。 

 続きまして、１８ページです。 

 第１０款第５項３目レスリングマット購入事

業についてでございます。原田議員の説明のほ

かに、管理はどこがするかということについて、

教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（桑原 一君） 生涯学習課長、

１番、川田議員の質疑にお答えさせていただき

ます。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、１８ページ、第１０

款教育費、第５項保健体育費、３目社会体育振

興費、１８節備品購入費、レスリングマット購

入費、地方先行型１，０３２万８，０００円に

つきまして、このレスリングマットの購入後の

管理という御質問だと思いますが、これは市の

ほうが整備をさせていただきますので、市のほ

うで管理をさせていただくと。 

 担当課としましては、生涯学習課のほうで管

理をさせていただこうというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。 



 

－ 131 － 

 続きまして、１６ページ、第７款第１項６目

大島桜公園進入路補修工事でございます。 

 どういう形で補修がなされるのか、教えてく

ださい。 

○議長（岡﨑利久君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山戸達朗君） 商工観光課長、

１番、川田議員の質疑にお答えします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、１６ページでござい

ます。 

 第７款商工費、第１項商工費、６目さくらの

里推進事業費、１５節工事請負費、大島桜公園

進入路補修工事費１６０万円の増額予算につき、

御説明いたします。 

 この予算につきましては、本年７月に発生い

たしました台風１１号の影響等によりまして、

大島中央線から大島桜公園への進入路の一部が

崩壊し、車両や歩行者の通行に支障を来してい

るため、安全に通行ができるように、早急に補

修工事を実施しようとするものであります。 

 なお、工事概要につきましては、延長を約１

０メートル、高さを３メートルの擁壁工事を予

定しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） １７ページでございま

す。第８款第６項１目住家安全対策工事につい

てでございます。 

 工事の概要と、場所はどこか教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 土木課長。 

○土木課長（川島義之君） 土木課長、１番、

川田議員の質疑にお答えします。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、１７ページ、第８款

土木費、第６項砂防費、１目住家防災対策費、

１５節工事請負費。住家安全対策工事費１４７

万９，０００円、この工事の場所と工事内容に

ついて、お答えします。 

 工事場所については、宇須々木地区でありま

して、工事の概要につきましては、住家の裏の

石積みが崩落したため、コンクリートブロック

積みで復旧するもので、延長は約４メートル、

高さは３メートルとなっております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。 

 続きまして、議案第１９号に移らせていただ

きます。 

 宿毛市行政手続条例の制定についてでござい

ます。規則から条例になったものでございます

けれども、本来、条例のほうが、より市民を守

るということになっていくわけでありますけれ

ども、透明性とか、市民にとって利点など、明

らかにしてください。 

○議長（岡﨑利久君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、川田議

員の質疑にお答えします。 

 議案第１９号、宿毛市行政手続条例の制定に

ついて、規則から条例になった市民への影響、

利点についてという御質問でございます。 

 今回、行政手続法の一部改正に伴い、宿毛市

行政手続規則に改正点を加えて、新たに条例と

して整備するものです。 

 上位法により、条例として策定を指定されて

いる以外には、住民の権利、義務に関する事項

について規定する場合に、基本的条項を条例と

し、具体的な運用について、規則として策定す

る場合が一般的であります。 

 いずれも法令に違反しない限り、公的な効力

を持つものでございます。 

 条例、規則の違いについては、手続的に議会

の議決を経るか否かに大きな違いがあるもので

す。 
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 今回、規則から条例として整備することによ

って、今後、変更点がある場合には、議会で御

審議をいただくようになりますので、疑問点や

問題点等も、適時、明確にされ、より透明性が

担保されることとなるものと考えます。 

 市民の皆さんにとっても、議会での審議を通

じて、身近な問題として、よりわかりやすく御

理解していただくことになるのではないかと考

えております。 

 以上です。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。 

 続きまして、議案第２０号でございます。議

会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

 国のほうから、議会議決はどちらでもとなっ

ておりますけれども、やめる場合は、議会無視

にならないか、市のほうといたしましては、ど

ちらになさるのか、教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、１番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

 議案第２０号、議会の議決すべき事件に関す

る条例の一部を改正する条例について、御質問

いただきました。 

 本議案につきましては、これまで市の振興計

画につきましては、地方自治法第２条第４項に

おきまして、市町村に対して、振興計画の策定

が義務づけられておりました。あわせて、議会

の議決を経なければならないという形で、国の

法律によって定められておりましたけれども、

地方分権に関して国が推進をしているという方

向の中で、平成２３年５月に、地方自治法の一

部を改正する法律が公布をされまして、基本構

想の法的な策定義務がなくなりました。 

 これは、ただいま申し上げましたように、地

方分権、いわゆる地方自治の本旨に照らして、

自治体が判断すべきであるという国の方針のも

とに、改正をされたものでございます。 

 これを受けまして、宿毛市におきましては、

従来から市の総合的かつ計画的な行政運営の指

針を示すものでございますので、市民にまちづ

くりの長期的な展望を示すことから、法的な策

定義務がなくなっても、振興計画を策定する必

要があるだろうということで、まさに本年度、

５カ年計画の振興計画の最終年度になっており

ます。新たに２８年度からの５カ年計画を、た

だいま作成する作業を行っておりますけれども、

それとあわせまして、今議会に、やはりこうい

うまちづくりの基本構想につきましては、市民

の代表である市議会の場において、議決をいた

だくことが、市民の総意によって策定されたも

のであろうということが裏づけられるという判

断のもとから、法律での義務づけはなくなりま

したけれども、条例において、議会の議決を経

る義務づけをするということで、提案をさせて

いただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。 

 最後になりますけれども、議案第２８号から

３０号についてでございます。一括してお聞き

いたします。 

 随分古いものでございますが、議決すべきで

あったものが、どうして今ごろ、こういうこと

になったのか。議会議決規則があるのに、決め

ていることをしなかったのは、どうしてか。決

めていることを、みんなで見た、担当課長、見

落としたのはなぜか、教えてください。 

○議長（岡﨑利久君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、１番議

員の質疑にお答え申し上げます。 
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 議案第２８号及び議案第２９号、並びに議案

第３０号について、今回、これは追認議案でご

ざいますけれども、本議案３議案につきまして

は、ことしの３月の当初議会におきまして、全

員協議会の場で、この事実が明らかになりまし

たので、議員の皆様には、経過の報告をさせて

いただきましたけれども、それ以降、県とも調

整する中で、今回、最終的に議案の整備ができ

たということで、上程をさせていただいたもの

でございます。 

 議員御指摘のように、本来は、その時点にお

いて、それぞれの市町村の議会で議決をいただ

かなきゃならないものでございますので、大変

申しわけなく思っておるところでございますけ

れども、その当時、一部事務組合、広域のほう

で扱っておりますけれども、法の解釈の部分で、

十分、理解できていなかったと。理解不足があ

ったということで、こういうふうに至ったと。 

 一部事務組合の共同処理する事務の変更であ

りますとか、あるいは規約の変更、それから財

産の処分ということにつきましては、議員御指

摘のように、自治法において、各市町村の協議

を経て、実施をしなさいと。 

 自治法の２９０条において、各市町村との協

議というのは、各市町村の議会議決であるとい

う定めがございますので、先ほど申し上げまし

たように、本来は、その解釈の部分で、十分、

法の趣旨に基づいた解釈ができておれば、こう

いうことはなかったんですけれども、そこでそ

ごがあったということで、今回、議案第３１号

及び３２号の「しおさい」広域の、特別養護老

人ホームの「しおさい」を、土佐清水市へ移管

する議案も、今回、あげさせていただいており

ますけれども、この議案を審議する過程におい

て、県のほうから指摘を受けて、この３件の議

案が、各市町村の議決を経られてないという事

実が明らかになりましたので、今回、追認とい

う形ではございますけれども、既にそれぞれの、

市町村に移管されているものでございますので、

適切に運営をされておるものでございますので、

議会において、追認の議決をいただきたいとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） １番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） ありがとうございまし

た。よくわかりました。 

 以上で終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑あり」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 山本議員。 

○５番（山本 英君） 通告を失念しまして、

１件だけ確認させてもらいたいことがあるんで

すが、大丈夫でしょうか。 

 議案１号なんですが、任期が来たので継続さ

れるというお話で承っておりまして、私も同氏

の説話を聞いたことがあって、非常に感銘深く

聞いた記憶があって、人格的に問題がない方だ

ろうと推定はしているんですが、この方が、今、

現住職でしょうか、元住職なんでしょうか。お

寺の駐車場に、宿毛憲法９条を守る会の看板を

立てられているんです。 

 私が知る限り、９条を守る会というのは、某

党とかなり資金のやりとりがあるというふうな

ことを承っておりますので、教育としての中立

性が保たれる方なのかどうか、よく審査されて

ますかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君） 暫時休憩いたします。 

午後 １時５２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時１９分 再開 

○議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 
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 市長。 

○市長（沖本年男君） 山本議員の質疑にお答

えをいたします。 

 まず、議案第１号の教育委員のことでござい

ますけれども、増田全英氏は、現在、延光寺の

住職については、息子さんに譲られたというこ

とで、現在は住職ではございません。 

 そして、もう一つの質疑でありました、特定

の主義主張、またこのような団体に属している

方ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君） ５番山本 英君。 

○５番（山本 英君） 通告なしの質問で、大

変皆さんのお時間をとりまして、失礼いたしま

した。 

 中立性が保たれる立派な方であるということ

を理解いたしました。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１号」については、会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会の付託を省略いた

したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号」については、委員会

の付託を省略することに決しました。 

 ただいま議題となっております「議案第２号

から議案第３３号まで」の３２議案を、お手元

に配付してあります議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の委員会へ付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、９月１０日、９月１１日

及び９月１４日、９月１５日は休会いたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月１０日、９月１１日及び９月１

４日、９月１５日は休会することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月１０日から９月１５日までの６日間は休

会し、９月１６日午前１０時より再開いたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後 ２時２４分 散会 
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議 案 付 託 表 

                             平成２７年第３回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 

常任委員会 

（１７件） 

議案第 ２号 

議案第 ３号 

 

議案第 ４号 

 

議案第 ５号 

 

議案第 ６号 

 

議案第 ７号 

 

議案第 ８号 

 

議案第 ９号 

 

議案第１０号 

 

議案第１１号 

 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

 

議案第１８号 

平成２６年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成２６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２６年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決

算認定について 

平成２６年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成２６年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

平成２６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成２６年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２６年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２６年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 

平成２７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算につ

いて 

平成２７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算に

ついて 

平成２７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 
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総 務 文 教 

常任委員会 

（１５件） 

議案第１９号 

議案第２０号 

 

議案第２１号 

議案第２２号 

 

議案第２３号 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

 

議案第２６号 

 

議案第２７号 

 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

 

議案第３０号 

 

 

議案第３１号 

 

議案第３２号 

 

 

議案第３３号 

宿毛市行政手続条例の制定について 

議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

土佐清水市との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更

することについて 

大月町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する

ことについて 

三原村との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する

ことについて 

黒潮町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する

ことについて 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更につい

て（追認） 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更に伴う

財産処分について（追認） 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡

多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に伴う財産処分につ

いて（追認） 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡

多広域市町村圏事務組合規約の一部変更について 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡

多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に伴う財産処分につ

いて 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 
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平成２７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１６日（平成２７年９月１６日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第３３号まで 

      （議案第１号、討論、表決） 

      （議案第１５号から議案第３３号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 請願第１号及び陳情第３号外１件 

   第３ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第３３号まで 

   日程第２ 請願第１号及び陳情第３号外１件 

   日程第３ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 川 田 栄 子 君     ２番 川 村 三千代 君 

   ３番 原 田 秀 明 君     ４番 山 岡   力 君 

   ５番 山 本   英 君     ６番 髙 倉 真 弓 君 

   ７番 山 上 庄 一 君     ８番 山 戸   寛 君 

   ９番 岡 﨑 利 久 君    １０番 野々下 昌 文 君 

  １１番 松 浦 英 夫 君    １２番 寺 田 公 一 君 

  １３番 宮 本 有 二 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
沢 田 美 保 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 
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   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
山 下 哲 郎 君 

   保健介護課長  和 田 克 哉 君 

   環 境 課 長  児 島 厚 臣 君 

   人権推進課長  滝 本   節 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  中 町 真 二 君 

   福祉事務所長  佐 藤 恵 介 君 

   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
杉 本 裕二郎 君 

   千 寿 園 長  山 岡 敏 樹 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０２分 開議 

○議長（岡﨑利久君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第３３号ま

で」の３３議案を一括議題といたします。 

 これより「議案第１号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１号」は、これに同意することに御

異議はありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより「議案第１５号から議案第３３号ま

で」の１９議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（髙倉真弓君） おはよ

うございます。予算決算常任委員長。本委員会

に付託された議案第１５号から議案第１８号ま

での４議案について、審査の概要と結果を御報

告いたします。 

 議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分けて、９

月１０日と９月１１日の２日間にわたり、審議

を行いました。 

 その後、９月１５日に意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て、意見調整を行った結果、本

委員会に付託された議案４件につきましては、

原案を適当と認め、可決すべきものと決しまし

た。 

 以下、分科会における主な審査内容について、

御報告をいたします。 

 まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）の、第２款総務費、第

１項総務管理費、８目電算管理費、１９節負担

金補助及び交付金、ケーブルテレビ事業経営安

定化支援補助金９８万２，０００円についてで

あります。 

 委員からは、補助は、固定資産税に対してだ

けなのか、またこの補助は、いつまで続くもの

なのかとの質問があり、執行部からは、ケーブ

ルテレビ事業に係る固定資産税分だけで、累計

赤字が解消されるまで補助するものである。こ

こ数年は、新規貸付を受けずに頑張っている状

況であり、現在、政策投資銀行等からの借り入

れはあるが、あと数年もすれば、返済が完了す

ると思われる。今後、経営が安定すれば、補助

も終了したいと思っている、との回答がありま

した。 

 続いて、第２款総務費、第１項総務管理費、

１５目防災対策費、１９節負担金補助及び交付

金、宿毛市災害対策型給油所整備促進事業費補

助金２００万円についてであります。 

 委員からは、このような給油所は、これから

もふやしていくのか、との質問があり、執行部

からは、補助対象となる事業所は、浸水区域外

の４カ所だけで、今回は、ＪＡ高知はた平田給

油所が対象だが、他の事業所は、今のところ、

まだ決まっていない。 

 この事業の趣旨は、あくまでも災害時におけ

る緊急車両への給油である。現状では、市内の

事業所の多くが浸水区域内にあるということを、

大いに危惧しているところである、との回答が

ありました。 
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 また、委員からは、昨年度も同事業の補助金

を予算に計上していたが、今回は、補助額が少

なくなっているのはなぜか、との質問がありま

したが、執行部からは、昨年度は国の補助対象

事業で、整備条件のハードルが高く、補助額は

高くても、事業所の負担も大きかったため、利

用を見合わせたが、今回は、県の事業で、必要

最小限の整備でよいことから、補助額は少なく

なっているが、事業所負担も余りないものとな

っているとの回答がありました。 

 次に、第１０款教育費、第５項保健体育費、

３目社会体育振興費、１８節備品購入費、レス

リングマット購入費（地方創生先行型）１，０

３２万８，０００円についてでありますが、本

予算は、レスリングを通じて、市外の地域との

交流を図るため、３試合面分のレスリングマッ

トを購入するものであります。 

 委員からは、マットはどのようなもので、大

きさはどのくらいのものか。保管場所はどこに

なるか、との質問があり、執行部からは、体育

の授業で使うようなマットに専用シートを張っ

た一体型のもので、１２メートル四方のものに

なる。 

 保管場所は、総合運動公園か、和田体育館の

予定であるとの回答がありました。 

 また、委員からは、宿毛市のスポーツの水準

を向上させ、レスリング人口の増加を図るため

には、小・中学校と高校の相互協力が必要であ

ると思われる。県に働きかけをしなければいけ

ないのではないか、との意見が出され、これに

対して、執行部からは、宿毛市での競技人口は、

現在、３０名弱で、経験者が小学生を集めて指

導をしており、徐々に成果を上げてきている。 

 今後、この子供たちが中学校、高校と進んで

ゆき、それぞれクラブができることを期待して

いる。 

 高知県には、レスリングの指導者が少なく、

これまでも普及していなかったが、これからは、

県も力を入れる、とのことなので、指導できる

教職員の採用などを要望し、協力し合って、普

及に取り組んでいきたいとの説明がありました。 

 次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第１５号別冊、平成２７年度宿毛市一般

会計補正予算（第４号）、第３款民生費、第１

項社会福祉費、６目介護保険費、９節旅費、普

通旅費８万７，０００円と、同じく１９節負担

金補助及び交付金、認知症初期集中支援チーム

員研修負担金４万円についてであります。 

 本件は、介護保険法の改正による認知症施策

の一つとして、認知症初期集中支援チームの平

成３０年４月までの設置が義務づけられたこと

により、設置に必要な研修を受講するための旅

費と受講料であります。 

 委員からは、チーム員の編成と、事業内容に

ついての質問があり、執行部からは、医師１名

と医療系の看護師、または保健師１名、福祉系

の社会福祉士、または介護福祉士１名の合計３

名で編成される。支援チームの要件は、医師の

場合は、日本老年精神医学会所属の専門医か、

認知症サポート医であることが求められ、看護

師、社会福祉士等の場合は、認知症ケアに３年

以上かかわっている経験があり、専門的な研修

の受講が求められている。そのため、今年度か

ら、研修の受講等を行い、支援チームの設置に

向けて、準備を進めていくとの回答がありまし

た。 

 さらに、委員からは、認知症の専門医は非常

に少ないと聞いているが、幡多地域に専門医は

何人いるのか、との質問があり、執行部からは、

現在、学会所属の専門医や、認知症サポート医

は１人もいない。医師に対しても、認知症サポ

ートの研修を受けていただくことで、要件を満

たすよう、準備を進めていくとの回答がありま
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した。 

 次に、同じく第６款農林水産業費、第１項農

業費、３目農業振興費、１９節負担金補助及び

交付金、宿毛市耕作者集積協力金８０万円につ

いてであります。 

 本件は、農地中間管理機構に、農地の一部を

預けた農業者に対して、１０アール当たり２万

円を支給する事業でありますが、委員からは、

農地中間管理機構の業務内容についての質問が

ありました。 

 執行部からは、農地中間管理機構は、農地の

貸出手と受け手のあっせんを行っており、全て

国の財源で動いている。 

 高知県では、高知県農業公社が、管理機構の

指定を受け、事業実施をしていて、一番の目的

は、農地の集積である。この補助金も、大規模

な農業者をふやそうという目的があって、それ

に協力をしてくれた農業者に、協力金として支

払われるものである、との回答がありました。 

 以上で、本委員会に付託されました４議案に

ついて、審査結果の報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（松浦英夫君） 総務文

教常任委員長。 

 本委員会に付託されました、議案第１９号か

ら３３号までの１５議案の審査結果の御報告を

いたします。 

 議案第１９号は、宿毛市行政手続条例の制定

についてであります。 

 本案は、行政手続法の一部を改正する法律が、

平成２７年４月１日に施行され、法令に違反す

る事実の是正のための処分、または行政指導を

求めることができる手続や、行政指導の中止を

求めることができる手続が新設されたことに伴

い、これまでの規則を廃止し、条例として制定

しようとするものであります。 

 議案第２０号は、議会の議決すべき事件に関

する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 本案は、これまで、振興計画の基本部分であ

る基本構想を、地方自治法第２条第４項の規定

により、議会の議決を経て定めていたものが、

平成２３年５月２日に、地方自治法の一部を改

正する法律が公布され、基本構想の法的な策定

義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るか

どうかは、市が独自で判断することとなったた

め、引き続き、議会の議決を経て策定するよう、

本条例の一部を改正しようとするものでありま

す。 

 議案第２１号は、宿毛市個人情報保護条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、通称マ

イナンバー法の施行に伴い、特定個人情報の取

扱規定を追加する必要が生じたため、本条例の

一部を改正しようとするものであります。 

 議案第２５号は、宿毛市職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 本案は、平成２６年人事院勧告により、国家

公務員退職手当法の一部を改正する法律が、平

成２６年１１月１９日に公布されたことに伴い、

職員の退職手当の調整額を改定するため、本条

例の一部を改正しようとするものであります。 

 議案第２３号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 本案は、本年１０月から、マイナンバーの通

知カードや、個人番号カードが送付されること

に伴い、カードの再発行手数料を徴収する規定

を新たに設け、また、戸籍の一部事項証明書、

及び除かれた戸籍の一部事項証明書について、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基

づき、交付手数料を改定するため、本条例の一

部を改正しようとするものであります。 
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 議案第２４号から議案第２７号までの４議案

は、定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更することについてであります。 

 本案は、これまで、平成２２年度から平成２

６年度までの５カ年計画で、宿毛市及び四万十

市が、土佐清水市、大月町、三原村、黒潮町と、

定住自立圏の形成に関する協定書を締結し、医

療、産業振興、広域観光、教育・文化、公共交

通等の分野の事業に取り組んできたが、引き続

き、平成２７年度から５カ年取り組むに当たり、

協定内容を一部変更しようとするものでありま

す。 

 議案第２８号から議案第３０号までの３議案

は、幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する

事務の変更、規約の一部変更、及び財産処分に

ついて、追認を求めるものであります。 

 この３議案は、地方自治法第２８６条第１項

及び第２９０条の規定により、一部事務組合の

共同する事務や、規約の変更及び財産処分につ

いては、議会の議決を経なければならないこと

になっておりますが、去る２月に、幡多広域市

町村圏事務組合が、過去に譲渡した組合立の施

設について、議会議決を経ずに譲渡しているこ

とが判明したため、事務処理をするものであり

ます。 

 それぞれの議案については、議案第２８号は、

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する特別

養護老人ホームの設置及び維持管理、並びに運

営する事務についてで、過去に譲渡した千寿園、

大月荘、かわせみの３施設について、事務の廃

止をするもの。 

 議案第２９号は、３施設の事務の廃止に伴い、

財産処分をするものであります。 

 議案第３０号は、幡多広域市町村圏事務組合

が過去に無償譲渡した太陽の家、幡多郷土資料

館、幡多公設地方卸売市場の３施設について、

共同処理する事務の変更及び規約の変更に伴い、

財産処分をするものであります。 

 以上、３件につきましては、地方自治法第２

９０条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 議案第３１号及び議案第３２号は、幡多広域

市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更、

規約の一部変更、及び規約の一部変更に伴う財

産処分についてであります。 

 本案は、土佐清水市より、幡多広域市町村圏

事務組合立「しおさい」を、市立特別養護老人

ホームとして運営するために、施設の無償譲渡

の申請がなされ、組合として、施設の無償譲渡

を認めることとしたため、共同処理する事務の

変更、規約の一部変更及び規約の一部変更に伴

う財産処分について、地方自治法第２９０条の

規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案第３３号は、辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定についてであります。 

 本案は、沖の島の診療施設への医療機器整備

に伴う辺地対策事業債申請に必要な本計画を策

定することについて、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律第３条第１項の規定により、議会の議決を

求めるものであります。 

 以上の議案につきましては、担当課から詳し

い説明を受ける中で、慎重に審査した結果、い

ずれも原案を適当であると認め、全会一致をも

って可決するものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案１５

件についての報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第１５号から議案第３３号ま

で」の１９議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１５号から議案第３３号ま

で」の１９議案を一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１５号から議案第３３号ま

で」の１９議案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 「議案第２号から議案第１４号まで」の１３

議案については、予算決算常任委員長から、会

議規則第１１１条の規定により、お手元に配付

いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審

査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することに御異議はありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

 日程第２「請願第１号及び陳情第３号外１

件」の３件を一括議題といたします。 

 これより「請願第１号及び陳情第５号」の２

件について、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（松浦英夫君） 総務文

教常任委員長。 

 本委員会に付託されました請願第１号及び陳

情第５号の審査結果を御報告いたします。 

 初めに、請願第１号「伊方原発の再稼働を行

わないことを求める意見書の提出について」で

あります。 

 本請願は、ＮＰＯ団体子どもと未来－四万十

町－代表、川下徳之氏より提出されたものであ

ります。 

 内容といたしましては、伊方原発の再稼働を

認めず、原子力発電に頼らないエネルギー政策

を推進し、必要な法的、制度的、財政的措置を

とるよう、意見書の提出を求める請願でありま

す。 

 審査の過程で、委員からは、原発を停止して

いた４年間、電力は十分足りていた。原子力規

制委員会で適正だと判断されても、１００％安

全であることは保障されていない。 

 未来ある子供たちの安心、安全を守るために

は、再稼働すべきではない、との意見が出され

ましたが、これに対し、できるだけ早い時期に

原発を使わない環境をつくらなければならない

が、直ちに新しいエネルギーにかえていくこと

は難しい。 

 伊方原発は厳しい基準のもと、綿密な調査を

行い、適合と判断されている。今は再稼働を認

めるべきではないか、との意見が出されました。 

 このような審議を踏まえて、採決した結果、

本請願を賛成少数で不採択と決しました。 

 次に、陳情第５号「愛媛県知事に伊方原発の

再稼働問題の公開討論会を求める意見書の提出

について」であります。 

 本陳情は、伊方原発をとめる会事務局長、草

薙順一氏より提出されたものであります。 

 内容といたしましては、伊方原発再稼働の判

断については、広く住民の声を反映させ、意見

を交わす必要があるため、公開討論会を開催す

るよう、愛媛県知事に意見書を提出することを
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求める陳情であります。 

 陳情の趣旨を踏まえて、慎重に審査した結果、

住民の原発に対する理解を深めるために、討論

会は開催すべきであるとの意見が出されました

が、愛媛県の自主性に任せればいいのではない

か。知事に意見書を提出する必要がないと思わ

れる、との意見も出され、採決の結果、賛成少

数で不採択と決しました。 

 以上、本委員会に付託されました請願１件と

陳情１件についての御報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより、請願第１号について、討論に入り

ます。 

 討論の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

 １番、川田栄子君。 

○１番（川田栄子君） 通告いたしております

とおり、ただいまから議題となっています事案

について、討論を行います。 

 先ほど、総務文教委員長より、議会に提出さ

れました請願第１号「伊方原発の再稼働は行わ

ないことを求める意見書について」、総務文教

委員会として、賛成少数をもって不採択とすべ

きとの報告がなされました。 

 私は、この委員長報告に反対する立場で、討

論を行います。 

 原発再稼働は、本当に必要でしょうか。続け

る覚悟があるのでしょうか。 

 高レベル廃棄物処理の問題であります。誰か

が引き受けてくれる、使った後は知らないでは

済まされません。エネルギーの未来をどうある

べきか、なぜその結論か、どんな問題に直面す

るのか、どうリスクを負うか。伊方原発の問題

は、事故が起きれば、四国にはとどまりません。

福島原発事故で、海洋汚染は同年８月には北海

道へ、１１月には、ハワイまで広がりました。 

 日本は、４枚のプレートの上にある、世界で

も最悪の、悪いところであります。 

 米国、ヨーロッパにも原発はありますが、地

震帯ではありません。そもそも、佐田岬半島自

体が中央構造線の活動によって生まれたのだか

ら、周辺に大地震を誘発する活断層が数多く存

在するのは、当然であります。 

 原子炉からわずか６キロの沖合には、Ａ級活

断層が走ると、高知大、岡村 眞教授の話は記

憶に新しいところであります。 

 Ａ級活断層、その目の前に原子炉３基がすわ

っております。２００６年に耐震指針改定を受

けて、四国電力は４７０ガルから５７０ガルに

引き上げましたが、活断層評価で、でたらめだ

と、２００９年にわかりました。 

 岡村教授の最新の音波調査では、６２００年

前、４０００年前、２０００年前に地震が起こ

っていたことが、ほぼ、このことは、２０００

年周期で地震が起きていたことが明らかになり

ました。 

 前回の地震から、既に２０００年たっていま

す。最大１，０００ガルの揺れが予測されると

話しています。 

 政府の地震調査委員会は、佐田岬半島付近の

１３０キロの断層が動く可能性があり、その場

合は、地震規模はマグニチュード８以上になる

と、長期評価を２００３年に発表しています。 

 活断層は、繰り返し活動し、将来も活動する

可能性がある断層であります。 

 １９７３年に伊方原発１号、１９７８年に２

号機が建設着工されました。 
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 当時は、中央構造線の活断層も認めないまま

設置され、想定され、揺れは２００ガルでした。 

 福島原発事故が明らかにしたのは、巨大なリ

スクを地方へ押しつける倫理上の問題でありま

す。都市部の大消費地から遠く離れた場所に、

巨大な原発や火力発電所を建設し、大規模な送

電線を使って電気を運んでくる、大規模集中と

トップダウンの電力需給型システムの脆弱性で

あります。 

 事故で発電所がとまると、このリスクはさら

に大きくなります。電力市場の自由化が進まず、

競争がない中、国の手厚いサポートのもと、原

子力の開発を進めてきました。 

 現在、世界では全く違った分散型、ネットワ

ーク型のエネルギー受給システムづくりに動い

ております。 

 リスクの大きい大規模発電を減らし、消費地

に近い場所で再生可能エネルギーも使って、分

散型の発送を行い、発電時に出る熱を暖冷房に

利用しています。 

 日本は、エネルギー資源に恵まれていないと

いうのは、原発推進側の主張であります。日本

のバイオマスエネルギーは、先進国の中でも豊

かで、成長率の高い森林が豊富にあります。 

 日本の長い海岸線は、洋上風力や海洋エネル

ギーの利用に適しています。そして、地熱発電

の拡大であります。 

 米国は、地熱資源は豊かで、近年、政府の指

示拡大もあって進んでおります。 

 日本の地熱資源は、米国よりはるかに集中し

て、分布していますので、効率のよい利用が可

能であります。 

 政府は、支援強化をすべきと考えます。安全

で環境負荷の小さいエネルギーを提供するため

に、発送電分離など、制度改革が前提となって

きます。 

 今、重要なことは、これらの改革に、既得権

にしがみつく勢力からの抵抗を排して、取り組

む政治的意思であると考えます。 

 今、国、地方が取り組んでいる国の総合戦略

に合わせた地方版総合戦略が始まっています。

最も頼りとする第１次産業の勢力です。 

 米・野菜・果樹・水産物のブランド構築、支

援などの施策を進めている最中であります。 

 環境汚染は、絶対に許されません。先人たち

によって守られた豊かな風土を、未来へとつな

いでいかなければなりません。子供を産み、育

てていく母親として、リスクの大きい原発再稼

働は、考えられません。 

 子供たちは、放射能に対する感受性は強く、

特にゼロ歳児は、全年齢平均の約４倍と、デー

タがあります。 

 原発コストは、安いとされたのは２０１１年

までのことです。事故が起きても構わない、廃

棄物は野積みでも構わない。耐震性や防護はぎ

りぎりでよい、多少の放射能は気にしない。そ

うであれば、コストも安いとなってきます。 

 原子力の恩恵を求めるなら、その結果、出て

くるごみの廃棄物を地方へ押しつけない。終わ

りではなく、受け入れる覚悟も必要であります。 

 利益をもたらす便利さと、いいことだけを受

け入れて、原子力発電は社会をよくしてきまし

た。原発再稼働は、本当に必要でしょうか。続

ける覚悟はあるでしょうか。見えないものに不

安と恐怖、真実を見詰めていく文化を持つこと

が重要と考えます。 

 政治家は、信用が命。誠実に、人々の幸福を

根本に考えます。政治の目的は、不安を取り除

き、多くの人を安心して暮らせるようにするこ

とです。世界最悪の原発事故を起こしています。

責任ある議論が重要であると考えます。 

 かかる意味合いにおいて、宿毛市議会に提出

されました請願第１号「伊方原発の再稼働を行

わないことを求める意見書について」は、採択
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すべきであると考え、不採択とした委員長報告

に反対いたします。 

 議員各位の賛同を求め、討論を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） ４番山岡 力君。 

○４番（山岡 力君） ４番、山岡でございま

す。 

 先ほど、総務文教委員長より、伊方原発の再

稼働を認めない請願第１号について、総務文教

常任委員会として、不採択とするとの報告がな

されましたが、私は、この委員長報告に反対を

する立場で討論を行います。 

 さて、皆さん、あの信じられない東日本大震

災の激震、想像を絶する大津波によりまして、

福島第一原発の過酷事故が起こり、はや４年と

６カ月になろうとしておりますが、いまだ故郷

に戻れず、心労と不安にさいなまれながら、１

１万余の人々が仮設住宅暮らしを余儀なくされ

ております。 

 そのほか、他県に移住し、家族が離れ離れに

なって暮らす人も、あまたにおられます。 

 目に見えない放射能の恐怖から、生まれ育っ

て、愛着あふるる、切っても切り離せない、愛

情深い故郷を、無理やり寸断されたままであり

ます。 

 家も土地も、家畜も田畑も、それまでささや

かでも、その人なりの人生を築いた富も財産も、

全て捨てて、それこそ丸裸で避難いたしました。 

 何てことかと、私は胸が痛みます。皆さんも、

きっと同じ思いかと思います。 

 加害者である国と東電は、あの人たち、何の

罪もない国民を、差別と分断で、福島の切り捨

てに近いことをしようとしております。 

 家族はばらばらにされ、地域コミュニティー

の崩壊による孤独死、自殺、精神障害、健康破

壊が進んでおります。 

 最近では、１８歳以下の子供さんの検診にお

いて、甲状腺がんを疑われるパーセンテージが

上昇していて、心配をされるといった報道もあ

りました。 

 同じ人の親として、それら親御さんの不安は

いかばかりかとお察しいたします。皆さんも、

きっとそうお思いになるはずです。 

 こうした国民の苦難をよそに、国と東電は、

６月１２日に、原子力災害からの福島復興の加

速に向けて、という施策を閣議決定いたしまし

た。 

 その内容は、帰還困難区域以外の居住制限、

避難指示解除準備区域を、２０１７年３月まで

解除する。それに伴い、精神的損害は１８年３

月まで、営業損害は１７年２月まで、一括賠償

をすると。国、県とが協議の上、仮設住宅、借

上住宅の無償提供を、１７年３月までとするな

ど、要は、ていのよい切り捨てでございます。 

 こうした施策にかぶせるように、政府は、３

０年のエネルギー構成で、原発の比率を２０か

ら２２％に設定をいたしました。 

 要は皆さん、これがいわゆるベースロード電

源政策というものでございます。 

 この数字の値は、現時点で廃炉が決まってい

る以外の４３基を全部稼働しても、この２２％

には至りません。原発の新増設と、期限切れの

原発の修理、改装、補強をしてでもやるという

ことでございます。 

 口では減らすと言うけれども、結局、震災前

の原発の姿に戻すと。あるいは、戻したいとい

うことです。 

 国民、県民には、まともな反省も、おわびも、

責任も、一切とらず、東電や、これに巻きつく

大企業の利益を優先するのが、今のやり方です。 

 賛否はどうあれ、これは事実でございます。 

 ついこの前の集中豪雨では、大量の汚染物質

が海に流されました。大方３００に近い汚染物

質の入った袋が、外洋に流れ出たのです。 

 福島の漁業関係者の皆さんは、東電の頼みを、
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断腸の思いで聞き入れて、浄化したとされる汚

染水を海に流すことを受け入れました。本意で

はないでしょうけれども、彼らは、自分の生業

を犠牲にしても、不満も憤怒も全部のみ込んで、

福島の復興のためだと、思い定めて決断したん

だろうと、私は思います。 

 私は、東北の人々のこうした深い思いを知る

につけ、胸が締めつけられます。皆さんもそう

は思いませんか。 

 ついせんだって、鹿児島の川内原発が、規制

委員会の合格を得たとしまして、再稼働いたし

ました。 

 原発の恩恵を受けている方たちは賛成したが、

長く原発推進をしてきた経済効果に、人々がす

がりつくのも、私は気持ちはわかります。多く

の原発が乱立する福井県にしましても、原発の

おかげで、経済基盤が長きにわたっております

から、再稼働が待たれるという心理は、考えて

みれば当然かもしれません。 

 しかし、あのときから、つまり３．１１のあ

の震災を経験した我々は、何かあったら、取り

返しがつかない事態になる。どんな技術をもっ

てしても、そう簡単には収束できない、とんで

もないしろものであることを知りました。 

 福島第一原発は、いまだに溶融炉の内部がど

うなっているかさえもわかっておりませんし、

わかったとしましても、恐らく手もつけられな

いでしょう。 

 これだけの重大事故であって、さまざまな放

射能の成分が消えるまで、何百年もかかるとい

うことです。 

 こういう大事故であるにもかかわらず、かつ

て、野田という人が、終息宣言なる発表を、震

災後わずか１年でいたしました。まるで戦前の

大本営発表と同じだなと、私は思いました。 

 時の総理大臣がああ言うと、国民は、そんな

ばかなとは思いつつも、何となく安心するとい

う、暗示をかけたということでしょうか。 

 これと全く同じことを、オリンピックの誘致

活動の一環の演説で、安倍総理は、福島の汚染

水は完全にブロックされております、と笑顔で

言い切りました。 

 皆さん、あれはうそです。これがうそである

ことは、みんなが知っております。 

 人のよい日本人は、片目をつぶって許してや

りました。これが本当でございます。 

 ４年前、日本の原発が全部とまったときの、

東電の言っていたことを覚えていますか。 

 東電は、しきりに電力不足になるおそれがあ

るといって、国民を脅かしていました。 

 国民は、それまで自分たちがぜいたくに電気

を使ってきたことに気づきました。そして、節

電に努めました。日本人は、すぐに学び取りま

す。 

 １基も原発が再稼働しておらないのに、結果

はどうでしたでしょうか。停電も、電力不足も、

一遍も起きなかったではありませんか。 

 今、日本国民は、原発がいかに怖いものかを

知りました。大体、政府が、平和利用だという

ときが、一番、危ない、こう思います。これは、

歴史が証明しております。今も安全保障法案が、

緊迫の局面になっておりますが、あれにも平和

という言葉が、きちんとつけられております。 

 時の政府が、平和法案などと言い出すという

ときが一番怖い。私は、勘でそう思います。 

 原子力発電は、初め、アメリカから購入いた

しました。原子力というものにアレルギーのあ

る日本国民を、どう納得させるかと。当時の中

曽根総理は苦慮していました。何せ、アメリカ

に原子爆弾を２個も落とされた我が国ですから。 

 その当時、政権には、とても厄介な事件が起

きるわけです。あのビキニ環礁でのアメリカの

水爆実験でした。 

 第五福竜丸という名の船だけがクローズアッ
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プされていますが、実はそうではありませんで

した。あの環礁の周辺では、多くの漁船が操業

をしていたのです。多くの、何の罪もない人た

ちが被爆しました。次々に黒い雨を浴びた船員

たちは、がんに倒れました。 

 この大事件が表に出ることを恐れた政府は、

寸前に、アメリカ政府との間で政治決着をし、

多額の補償金で手を打ちました。 

 多くの漁民が被爆したにもかかわらず、殊さ

ら第五福竜丸１そうだけだったかのように報道

し、事件を矮小化しました。 

 この乗組員の１人は、この宿毛の方でござい

ます。がんで苦しんだ人たちは、国家権力によ

って、闇の中に葬り去られたということです。 

 このビキニ事件が終息したのを機に、中曽根

さんは、高らかに原子力の平和利用という言い

方で、国民を納得させるわけでございます。 

 時は、田中角栄内閣のころからの高度成長期

の入り口に立っていました。経済成長を確固た

るものにするために、電力の維持、確保は喫緊

の課題であったと思います。 

 私が子供のころは、裸電球でした。その後、

蛍光灯ができました。小学校３年か４年かのこ

ろに、我が家にもテレビが座りました。洗濯機、

冷蔵庫、そして本の中でしか知らなかった車社

会になり、どんどん豊かになりました。 

 これら文明の利器とともに、今まで暗かった

家が、電気のおかげで明るくなり、お茶の間に

は、家族の団らんができました。 

 しかし、４年前の東京電力福島第一原発事故

を境に、国民は、安全というものが神話であっ

たことを知ったとは思います。原子力は恐ろし

いものであることを知ったわけです。 

 今、政府は、規制委員会をつくって、各原発

の安全性を基準値で評価し、次々に合格を出し

て、再稼働のお墨つきをつくっていますが、私

には、出来レースにしか見えません。 

 原発のある市町村のみの賛成で稼働を進め、

万が一のときの住民避難の道筋も示さないまま、

再稼働ありきの姿勢ではありませんか。 

 規制委員会は、絶対安全とは言えないと逃げ、

国はまた国で、責任を持つとは言わない。周辺

住民には、ヨウ素を配って、万一のときはこれ

を飲めといいます。ヨウ素を飲むような事態に

なったら、もうそこは住めないわけです。てん

ぽな話ですよね。 

 私は、これから、さきの未来社会にまで、原

子力発電で電気を供給することには反対です。

多くの国民も、今やクリーンエネルギー電力の

流通を望んでいると思います。 

 今までは、原子力できたが、今後、新しい、

クリーンなエネルギー政策を推進すべきときに

きたと、私は思います。 

 政治もまた新しい、発想の新しい政策を打ち

出すべき過渡期にきていると考えます。それを

やるには、何かを捨てる勇気が要ります。二つ

取ることはできません。捨てたら、また何かを

つかむというのが、人間の英知と言うものでは

ないか、私はそう、常々考えてきました。 

 私は、もう原発の役割は終わったと思います。

原発に固執することは古い、時代おくれではな

いかと思います。子や孫の輝く未来のことを、

安心で安全な社会で、よりよい人生を生きてほ

しいと思いますと。 

 トイレなきマンションといわれる核廃棄物を、

これ以上、ふやすことは愚の骨頂ではないかと、

私は思います。 

 ある方が、火力発電は老朽化していて、いつ

までももたないという意見もあります。しかし、

我々が払っているこの電気料金は、ほとんど公

的経費に近い性質のもので、四電の社長や、火

力発電の建てかえの諸経費は、総価方式で、全

て電気料に加算して徴収します。 

 我々もまた、電力の一消費者でございます。
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これまで、大量の電気料を、四国全戸で支払っ

ているわけです。高知県にしましても、四国電

力の大株主でございます。株主を買う銭は、皆

さん、我々の税金であります。おまけに、国か

らは、電源三法という仕組みを国がつくってい

ますので、電力会社にはじゃぶじゃぶと、我々

の税金が投入され、その銭で、今問題になって

います東芝、日立など、大企業が群れをなして

いるわけです。 

 諸経費がかかればかかるほど、電力会社は利

益を得るという仕組みを、国がつくっているわ

けです。こんなおいしい仕事はありません。私

たち一市民が、消費者が、電力会社の収支決算

を心配する必要はありません。そうではありま

せんか。 

 伊方原発は、佐田岬の中間より少し松山寄り

に位置する場所にあります。 

 私に言わせると、とんでもない場所に建てた

ものだと思います。万一のときの避難誘導や、

住民の搬送のための車も、全然、準備ができて

おりません。また、周辺市町村の同意も、その

必要ないというスタンスでございます。 

 とにかく再稼働にこぎつけて、国民の声を無

視し続け、諦めさせるようなやり方でございま

す。 

 万一の事態は、めったに起き得ることはない

という話もありますが、要は、確率の話ですが、

それを言うなら、今まで、ようこそ、福島原発

だけで済んだともいえます。 

 私は、ここで事故の確率の話をするつもりは

ありません。原子力発電そのものに拘泥する意

味を感じないということです。 

 電気はさまざまな方法でつくり支えることは、

もう誰もが知っております。ならば、危ない原

子力発電に頼らない、別のエネルギーにシフト

していくことが、真に国民の安全と安心を守る

ことになると思いますが、いかがですか。 

 国民の幸せより金が先で、消費者の国民を後

回しにして、電力会社を国民の上位に置くとい

うのでは、得心がいきません。 

 私は、原発に限っては、うかつに手を挙げた

り下げたりできません。なぜかというと、あの

福島を見て思いますに、原発再稼働に賛成した

ところで、みずからに責任をとれないからでご

ざいます。これだけは、賛成の人も反対の人も、

何かあれば、みんなヨウ素を食べて逃げること

になるからです。後でしもたと思うても、後の

まつり。ふるさとはもうありません。 

 私は、伊方原発の再稼働には、責任をとるこ

とができませんから、みずからの良心に照らし、

反対を表明するものでございます。 

 以上、討論を終わります。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） ほかに討論はありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「請願第１号」を採決いたします。 

 本件については、審査報告書のとおり不採択

と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 起立多数であります。 

 よって本件については、審査報告書のとおり、

不採択と決しました。 

 これより、「陳情第５号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「陳情第５号」を採決いたします。 

 本件については、審査報告書のとおり、不採

択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡﨑利久君） 起立多数であります。 

 よって本件については、審査報告書のとおり、

不採択と決しました。 

 「陳情第３号」については、総務文教常任委

員長から、会議規則第１１１条の規定により、

お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することに御異議はありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

 日程第３、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程は全て議了いたし

ました。 

 閉会に当たり、市長から挨拶がありますので、

発言を許します。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 閉会に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

 去る９月１日に開会しました今期定例会は、

本日までの１６日間、議員の皆様におかれまし

ては、連日、熱心に御審議いただき、御提案申

し上げました３３議案のうち、決算認定議案の

１３議案を除いて、いずれも原案のとおり御決

定をいただき、まことにありがとうございまし

た。厚くお礼を申し上げます。 

 今議会を通じお寄せいただきました数々の貴

重な御意見や御提言につきましては、今後、さ

らに検討をいたしながら、市政の執行に反映さ

せてまいりたいと考えております。 

 議員の皆様におかれましては、今後とも引き

続き、御指導、御協力を賜りますようお願い申

し上げますとともに、御健康に留意いただき、

より一層の御活躍を御祈念申し上げまして、閉

会の挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君） 以上で、市長の挨拶は

終わりました。 

 これにて、平成２７年第３回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時０３分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  岡 﨑 利 久 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  山 戸   寛 

 

 

                          議 員   山 本   英 

 

 

                          議 員   髙 倉 真 弓 



 

－ 152 － 

                               平成２７年９月１５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        予算決算常任委員長 髙 倉 真 弓 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１５号 平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第１６号 
平成２７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について 
原案可決 適 当 

議案第１７号 
平成２７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について 
原案可決 適 当 

議案第１８号 
平成２７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について 
原案可決 適 当 
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                               平成２７年９月１０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１９号 宿毛市行政手続条例の制定ついて 原案可決 適 当 

議案第２０号 
議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する

条例について 
原案可決 適 当 

議案第２１号 
宿毛市個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

て 
原案可決 適 当 

議案第２２号 
宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例について 
原案可決 適 当 

議案第２３号 宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第２４号 
土佐清水市との定住自立圏の形成に関する協定の一部

を変更することについて 
原案可決 適 当 

議案第２５号 
大月町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更することについて 
原案可決 適 当 

議案第２６号 
三原村との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更することについて 
原案可決 適 当 

議案第２７号 
黒潮町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更することについて 
原案可決 適 当 

議案第２８号 
幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更

について（追認） 
原案可決 適 当 

議案第２９号 
幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更

に伴う財産処分について（追認） 
原案可決 適 当 

議案第３０号 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更

及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に伴う

財産処分について（追認） 

原案可決 適 当 
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議案第３１号 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更

及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部変更につい

て 

原案可決 適 当 

議案第３２号 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更

及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に伴う

財産処分について 

原案可決 適 当 

議案第３３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 原案可決 適 当 
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                               平成２７年９月１０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

請願審査報告書 

 

  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 １号 
伊方原発の再稼働を行わないことを求める意見書の提

出について 
不 採 択 不 適 当 
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                               平成２７年９月１０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 １号 
愛媛県知事に伊方原発の再稼働問題の「公開討論会」

開催を求める意見書の提出について 
不 採 択 不 適 当 
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                               平成２７年９月１５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        予算決算常任委員長 髙 倉 真 弓  

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会 

 議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

受 理 番 号 事     件     名 

議案第 ２号 平成２６年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ３号 平成２６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ４号 平成２６年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ５号 平成２６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ６号 
平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第 ７号 平成２６年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ８号 平成２６年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ９号 平成２６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１０号 平成２６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１１号 平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１２号 平成２６年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１３号 平成２６年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１４号 平成２６年度宿毛市水道事業会計決算認定について 

 

２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                               平成２７年９月１０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫  

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会 

 議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

受 理 番 号 事     件     名 

陳情第 ３号 
国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立を

求める意見書の提出について 

 

２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                               平成２７年９月１０日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        総務文教常任委員長 松 浦 英 夫 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                               平成２７年９月１１日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 野々下 昌 文  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                               平成２７年９月１５日  

 宿毛市議会議長 岡 﨑 利 久 殿 

 

                          議会運営委員長 宮 本 有 二  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２７年第３回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
１１番 

 松浦英夫君 

１ 空き家対策について（市長） 
 
２ 宿毛湾の海上自衛隊基地化について（市長） 
 
３ 安全保障関連法案について（市長） 

２ 
 ３番 

 原田秀明君 

１ 小中学校のいじめ問題について（教育長） 
（１）いじめの調査方法について 
（２）解決に向けた対応について 
（３）今後の教育長の考えについて 
 
２ 宿毛市推奨品認定制度について（市長） 
（１）認定件数や評価について 
（２）制度の磨き上げや対象品の見直しについて 
（３）認定後のＰＲやフォローについて 

３ 
６番 

 髙倉真弓君 

１ 防犯対策について（市長、教育長） 
（１）宿毛湾港新田地区の防犯カメラのその後の状況について 
（２）公共施設の防犯対策・カメラの設置について 
（３）学校施設の防犯対策・カメラについて 
（４）防災上のカメラについて 
 
２ スポーツ振興室の現状について（市長） 
（１）振興室の具体的な内容について 
（２）日本生命社会人野球都市対抗優勝について 
（３）その他の誘致について 
 
３ 河川や水路の整備等について（市長） 
（１）中筋川の進捗状況について 
（２）水路の管理について 
 
４ グリーン・エネルギー研究所の現状について（市長） 

４ 
５番 

 山本 英君 

１ 誘致活動について（市長） 
（１）自衛艦船等寄港の経済効果について 
（２）平成２７年度の企業誘致の方針について 
 
２ 誘致活動に重要な安全保障観について（市長） 
（１）「地球の裏側」という言葉への所見について 
（２）朝日新聞掲載のアンケートに対する回答について 
（３）抑止のパラドックスについて 
（４）国際秩序について 
（５）覇権主義の現状について 
 
３ 防災について（市長） 
（１）指揮所の機器材整備等について 
（３）河川・海岸堤防のかさ上げ等について 
 
３ プレミアム商品券について（市長） 
（１）消費拡大と福祉効果について 
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５ 
 ８番 

 山戸 寛君 

１ 市立保育園の職員体制について（市長） 
（１）職員体制の現状について 
（２）制度的に見た臨時職員の現状について 
（３）今後の職員体制について 

６ 
 ２番 

川村三千代君 

１ 太陽光発電システムについて（市長） 
（１）設置の現状について 
（２）土佐清水市のような問題が起こった場合の対応について 
（３）西南中核工業団地内の太陽光システムの設置について 
 
２ 河川・海岸堤防の津波地震対策について（市長） 
（１）現状説明、今後の取り組みについて 
（２）地元説明会について 
 
３ 市長の市政への取り組み、姿勢について（市長） 

７ 
１０番 

野々下昌文君 

１ 地方創生への取り組みについて（市長） 
（１）地方人口ビジョンについて 
 ア これまでのまちづくりの教訓に対する認識について 
 イ 地方人口ビジョンの基本的な方向性・取り組みについて 
（２）地方版総合戦略について 
 ア 仕事づくりについて 
 イ 人の流れについて 
 ウ 結婚・出産・子育てについて 
 エ まちづくりについて 
 
２ 子どもの貧困について（市長、教育長） 
（１）子どもの貧困対策への認識について 
（２）子どもの貧困対策法に対する本市の取り組みについて 
（３）生活困窮者自立支援制度における任意事業への取り組みに 
   ついて 

８ 
 １番 

 川田栄子君 

１ 行政課題への取り組みについて（市長） 
 
２ 若者支援と子育て支援について（市長） 
 
３ 山間地の公共交通対策について（市長） 
 
４ 小筑紫保育園保険未加入問題について（市長） 
 
５ 筆界未定の早期解決について（市長） 

９ 
 ４番 

 山岡 力君 

１ 国保財源の運営について（市長） 
 
２ 公用車使用について（市長） 
 
３ 海上自衛隊誘致について（市長） 

１０ 
１０番 

 濵田陸紀君 

１ 消防団の組織改編と定数削減について（市長） 

（１）定数削減の意図について 

（２）消防関係者の自主防災組織への関わりについて 

（３）災害時の消防団の活動について 

 

２ 消防屯所の高台への統合移転について（市長） 

 

３ バス路線なき地域へのお年寄りの送迎について（市長） 
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平成２７年第３回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 
９月１６日 同  意 

第 ２号 
平成２６年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 
９月１６日 継続審査 

第 ３号 
平成２６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ４号 
平成２６年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ５号 
平成２６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ６号 
平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ７号 
平成２６年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ８号 
平成２６年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ９号 
平成２６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１０号 
平成２６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１１号 
平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１２号 
平成２６年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１３号 
平成２６年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１４号 
平成２６年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び決

算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１５号 平成２７年度宿毛市一般会計補正予算について ９月１６日 原案可決 

第１６号 
平成２７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について 
９月１６日 原案可決 
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第１７号 
平成２７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について 
９月１６日 原案可決 

第１８号 
平成２７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について 
９月１６日 原案可決 

第１９号 宿毛市行政手続条例の制定について ９月１６日 原案可決 

第２０号 
議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正す

る条例について 
９月１６日 原案可決 

第２１号 
宿毛市個人情報保護条例の一部を改正する条例につ

いて 
９月１６日 原案可決 

第２２号 
宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例について 
９月１６日 原案可決 

第２３号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 
９月１６日 原案可決 

第２４号 
土佐清水市との定住自立圏の形成に関する協定の一

部を変更することについて 
９月１６日 原案可決 

第２５号 
大月町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を

変更することについて 
９月１６日 原案可決 

第２６号 
三原村との定住自立圏の形成に関する協定の一部を

変更することについて 
９月１６日 原案可決 

第２７号 
黒潮町との定住自立圏の形成に関する協定の一部を

変更することについて 
９月１６日 原案可決 

第２８号 
幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変

更について（追認） 
９月１６日 原案可決 

第２９号 
幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変

更に伴う財産処分について（追認） 
９月１６日 原案可決 

第３０号 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変

更及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に

伴う財産処分について（追認） 

９月１６日 原案可決 

第３１号 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変

更及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に

ついて 

９月１６日 原案可決 

第３２号 

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変

更及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部変更に

伴う財産処分について 

９月１６日 原案可決 

第３３号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て 
９月１６日 原案可決 
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   請  願 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
伊方原発の再稼働を行わないことを求める意見書

の提出について 
９月１６日 不 採 択 

 

 

 

   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 ５号 
愛媛県知事に伊方原発の再稼働問題の「公開討論

会」開催を求める意見書の提出について 
９月１６日 不 採 択 

 

 


